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はじめに 

21 世紀は１万年にわたる人類の歴史の中で人々が一番多くの富を蓄積して暮している時代と

言える。  

高い消費水準の生活と市場でのより多くの製品を選択することができる機会が与えられた要

因について多くのエコノミストたちは生産性増大と市場経済の発達を指摘している。 特に、自

由貿易を通じて経済の規模がますます拡がるにつれて最適の経済成長と地域需要を満足させる

べく国家間の分業と特化が加速している。最近、一部の学者たちが市場経済の発達と実際の経済

規模を拡大させた最大の要因は古典経済学で言うところの土地・労働・資本ではなく，技術の発

展(内生的技術変化1と技術の伝播2)であるとの分析を示した。 特に、1995年に世界貿易機構（WTO）

が発足したことを始めとして，2000年以降にも持続している国家間の自由貿易協定（FTA）、環

太平洋貿易協定など自由貿易協定の拡大はこのような高度の国際的分業化と特化を加速させる

と予想されている。 

このような流れは国家間貿易制度においてだけではなく，特化技術の共有あるいは国家間標準

化現象などの形でも現われることが予想される。 市場規模が拡がる段階で新しい技術流入とこ

れを自国の生産競争力として発展させて行くための国家単位の標準化、企業単位の標準化、企業

内部での標準化等それぞれの活動領域内でのインフラを再構築する過程が現われると予想され

る。  

同時にこのようなインフラやフレームワークを通じてより効果的、効率的生産と知識の流通が

起き，ひいては知識の再加工を通じた市場の進化を加速させると思われる。特に、世界経済の新

しい中心舞台となりつつある東アジア地域内で、韓国、日本などによって展開されている自由貿

易協定、環太平洋貿易協定の新秩序の変化を巡り国家ごとにその損益を予想するための産業分野

別で効果分析に対する関心が高くなっている。 自動車、機械などの工業製品は自国企業の利益

と直結し，農水産加工製品の輸出入規制の解体は 1 次産業の存続に大きな影響を与えると予想さ

れている。  
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特に、各国が採用している健康、環境、安全を名分にした強制規制だけではなく国家標準や勧

告規定や引用規定などより間接的な非関税障壁が輸出入商品に対する実質的な規制手段として

広く用いられることに対する懸念が高まっているのが現実である。 

経済の基本事項の一つとして、企業の今日までの目的は利潤追求と言われているけれど社会の

一部で、“環境保護や安全確保・権利の保護”、“省エネルギー・省資源の推進”等の国家全体

の目標の遂行手段として、必要な場合、強制法規である技術基準による規制という手段を講じる

ことができる。 なお、企業が主体的に消費者の保護する経営を促進させることが標準化により

可能となる。同時に各国政府は政策目的を果たすための手段として保健、安全環境と係わる規制

行政だけではなく自国産業の競争力を強化するための助長行政①も行っている。 ポーター②は、

「ミクロ経済的競争力」の観点から，標準の企業戦略的重要性を強調しているが、政府の規制、

環境規制など、一部標準に関連する公共政策の重要性も提起されている。  

このようなことから，企業行動、革新・競争力、経済発展の相互過程で標準化が市場にどのよ

うな役割を果たすかを明らかにする必要がある。市場に反映されたインフラの変化を貨幣価値で

表現した市場改善便益として計測し，広義の便益と費用を比較し，事業の経済社会的効率性を見

ることも重要である。  

しかし、インフラ資源は，利用者に多くの便益をもたらすにもかかわらず，無料で提供される

非市場財（市場価格をもたない財）であるため，このような公共標準改善による便益が認識され

ないことが多い。このような雰囲気のなか，標準が経済社会の各主体、特に企業などにどのよう

な便益をもたらすかについての論理的展開が不足しているのが現実である。  

本研究のために先ず前提とされなければならない事項がある。 それは，標準化が単に統一化

を意味するのではなく，知識としての情報伝達機能がより重要だということである。 グローバ

ル化された市場環境下においても，相対的に競争力が劣る中小企業やベンチャー企業等は技術情

報の不均衡と、経験不足等によって市場で受けられる便益が相対的に少ないとされる。 このよ

                                                             

①助長行政とは法律による実質的で直接的な支援も可能だが国家標準や国家的な標準化活動を通じて

間接的に支える助長行政業務を意味する。 
② Michael Porter 
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うな理由で各国政府は完全な市場原理による競争を誘導する前の一定期間 企業の生存環境を整

備しようとしている。 その政策実行においては，実際は多様な方法で市場に介入している。  

先ず，政府は経済的な規制として競争、進入、退出などのような市場に直接介入する方法もあ

るが，国家標準は行政行為の正当性と手続きを提供する。 二番目は社会安全網確保のために国

家標準を活用した規制行政として保健、安全、環境、社会的統合など公共の利益を目指した規制

である。 国家標準はこのような規制的法律に普遍的、技術的常識と情報を提供する。  

多くの国で政府は企業の活動を督励するために国際標準が定める品質経営標準の普及を促進

または奨励するなど多様な政策を推進している。 このような行政行為のなかで仮定されている

のは，利益を得る多数と損害を受ける被害者あるいは費用を負担しなければならない者が少数発

生することである。 言いかえれば、経済全体が享有する便益の総量は大きいが個別経済主体が

その便益を実感することは易しくないということである。 公共の便益が明確に明示されない状

況で各種政策を巡る対立は深刻な不満をもたらし，第 3 者による調整が必要な状況になったりす

る。 合意の基盤となる標準の社会・経済的便益を定量化することにより，標準化活動のモニタ

リングを通じてそれらの間の優先順位が明らかになるほか，公共、民間、そして社会の多くの利

害関係者からの支援と参加を促進させることができる。 このためにはまず標準がどのようにし

て定義されるのか，またはどんな種類に分類することができるかを考えなければならない。  

多様な変数と目的が存在する国家の標準化政策や企業の標準化戦略において投入効果を定量

的に把握することができる手段が提供されなければならない。 そしてこのような定量的評価結

果は関連利害関係者を説得するのに正確に活用されなければならない。 しかし，標準が単に国

際的な合意に従わなければならないから重要だというのではない。 標準は企業の生産活動、流

通過程など経営全般の効率性だけでなく，国家の行政システムの効率性にも影響を及ぼす。 な

かでも重要なのは，生産者と消費者の間の信頼を構築する市場のインフラとなって国家間の交易

を促進させることや，紛争を解決する鍵としての役割である。 特に各国家の代表の合意によっ

て形成される国際標準はそれ自体が技術の実用化と製品のマーケットシェア拡大の手段として

先行獲得の対象になったりする。 標準化によって企業の取引コストの削減が見込まれ、関税を

削減したときと同じような貿易促進効果が期待される。 標準化の促進にあたっては、リスク評
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価に加えて貿易フローや企業利益と消費者便益の変化などを推計し、全体的な経済効果を測って

いく必要があり、グラヴィティ・モデルや応用一般均衡（CGE）モデルなどを用いた定量的な分

析が多く見られるようになってきた。  

このように標準に対する漸増する関心と政策的重要性にもかかわらず標準が経済に及ぼす影

響についての研究は停滞しているのが現実ではないだろうか。 特に、標準は経済や社会に及ぶ

影響が多様になり、標準に対する利害関係者の定義も多様であるので，経済社会全体を眺めるこ

とができる体系を作ることを心がけながら研究を進めたいと考えた。 このような研究は 2000年

以後ドイツのブライント3などを中心とする研究があったが，標準は競争力の観点から市場構造、

貿易など多様な政策や経営目標にアプローチすることができる効果的な分析体系というには充

分ではなかろう。 これまでのところ，標準の経済的効果分析においては経済に影響を及ぼす行

為者別の便益と費用が違うという事実を勘案することが出来ないことがある。 特に、産業別あ

るいは市場形成時期別効果など体系的な分析が成り立たなかった。 また、経済効果と便益の定

量化のために共通的な方法論が使われず，研究間の比較を難しくするのみならず現存する諸研究

の比較検討から一般的な傾向を把握しにくいのもまた事実である。  

本研究は標準化が及ぶ多様な効果について検討するため，産業を市場の構造によって分類して

各側面での経済的効果に焦点を合わせて体系的に分析しようとすることを目的とする。   
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第1章   経済性効果分析のための分類 

1. 標準の定義と分類 

標準は「生産者、需要者などが支配的、標準的と認知する、製品、工程、サービス、インター

フェース、材料、ビジネスプロセスなどの特性」だけでなく「生産者、需要者などが支配的、標

準的と認知する規格・フォーマット」と定義する。 そこに示唆されているように、事実、日本

では標準という単語の代わりに規格という単語を主に使う。規格という用語は一つのフォーマッ

トを指すが、本研究では標準という用語は標準化を含んだ意味として使う。 何故ならば標準と

いう単語はあまりにも技術的で確定的な意味を内包しているからである。 本研究で用いる標準

は政府が国家標準として決めた政府標準に限定せず，多様な利害関係者やアジャスターが作った

標準を全て含むだけでなく，このような標準を作るための活動、すなわち、標準化活動を含む意

味で使うこととする。 そもそも標準をどのように分類するかについては多様な基準が存在して

いる。 従来、標準化は基盤的分野・市場成熟分野を中心に、効率的・合理的な生産・流通等の

観点から、形状、互換性、性能、品質、安全性等に関する統一的なルールを設定してきたが、最

近では電気自動車、太陽電池、ネットワーク化の進展等から「つながる」対象が拡大し、デジタ

ル化、モジュール化の進展で共通のルールの設定が不可欠になった。 また、技術革新のスピー

ドが加速する中、先行的に標準を設定して新規分野の製品開発を争う時代になったことに加えて、

地球環境問題、安全・安心の分野においても標準は重要な役割を果たしている。 



- 2 - 

 

＜図表  1＞  標準化はネットワーク化の進展等から「つながる」対象の拡大 

最近 20 年間の諸研究は，主に国際標準化を中心とする標準が生産性のみならず経済成長,貿易,

技術の革新・拡散など多様な経済現象との関連の上に成り立っているが、この際、標準という単

語は決して標準という限定された意味だけではないと考えられる。 なお、標準と類似する概念・

用語として「ドミナント・デザイン」4があるが、それは上記の標準と同じ意味と解釈される。 

市場で利害関係者が企業間の合意によって決まった場合、最近の大部分のケースが通信分野中

心の方式標準が多い。 製造業の部品素材分野等の場合、独占的最初技術による標準形成や独占

と寡占等の競争過程で作られた合意標準と呼ばれる。 その場合、政府や協会などの利害関係者

が介入して形成された国家標準等や団体標準が作成される。 同じ形に作成するための方式標準

だけでなく、同じ方法で比べることができる試験方法標準、製品の品質のレベルを決める品質標

準、製品が安全に使えるように基準を決めた製品安全標準、事前調査による参照標準など多様な

形態の標準が制定されうる。  
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＜図表  2＞ 最近の経済・社会での標準の影響力分析の範囲 

 

 

標準の経済的効果を分析する際，標準が形成される経路、産業別の市場を充分に追跡すること

によって最終的な直接・間接的な効果を予想することができる。 標準は様々な基準から分類が

行われている。 例えば、標準の設定方法(設定主体)、標準の技術的特性・機能(インターフェース

性／自己完結性)、標準化のタイミング(製品・サービスの市場投入前後)、知的財産権を含む標準(開

放型／専有型)などである5。基本的には、標準の効果の種類に応じた分類が行われるのが適切で

ある。 ここでは、まず、市場価値の観点から見た分類を示そう。 標準は、技術特性と市場構造

から見れば、市場競争を通して実現される「事実上の標準」(以下、デファクト標準)と技術互換

性もつ「インターフェース標準」の為に決めた事実上標準が挙げられる。 自主合意標準のデフ

ァクト標準とは、企業が競争によるにしろ協調によるにしろ政府(公的標準機関を含む)の介入を

受けないで自主的に設定するという意味である。  

その他、標準を国家政策と見れば，標準が持つ規制的要素を中心に分類することもできる。 こ

のような政府の役目が介入される公的標準の場合、直接的な規制的要素が標準から引用された場

合、標準の影響力は一般的な規制に対する経済性分析方法と似ている効果分析が可能だろう。 政

府による「公的標準」(社会的標準ともよばれる)の中には、例えば、ゴミなどの回収、分別、処

理などの工程でネットワーク・インターフェース問題の発生可能性がある場合に対応したリサイ
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クルに関する規制標準もある。 その場合、新しい企業の立場からは参入障壁になる側面もある

から標準を否定的に解釈する場合もある。 標準にはいろいろなパターンがある。 企業は技術特

性や機能などを考慮しながら市場戦略的に決定する。 また、政府もある意味では戦略的に公共

政策を策定・実施していると考えられる。 したがって、適切な公共政策を進めるためには、標

準に関する企業戦略と政府行動についての十分な理論的、実証的理解が不可欠である。 

＜図表  3＞  標準の分類と基準 

 政府役割 市場競争 合議形成 効果及び影響 

インターフェース標

準 

公的標準 

 

 

 

 

規制 

デファクト 

標準 

 

 

デジュル 

標準 

 

自主 

合意標準 

互換性確保 

水平互換標準 

垂直互換標準 
多様性減少 

製品標準 

法的 

強制 

情報提供 

ミニマム品質標準 

参照標準 

品質保証 

多様性減少 

 

製品標準と非製品標準という分類6もある。 製品などの差別化のために自己完結性を有し、情

報提供、品質保証などの機能をもつのが「製品標準」である。 「非製品標準」とは「コア技術

を開発・生産・販売するプロセスをより効率的にするツール」に関連する標準である。   

(1)費用を減らす製品標準 

製品標準は，製品に対して消費者や流通業者が要求することができる事項に関して規定がなさ

れ、製品の信頼を確保する目的で制定される。 韓国産業標準の場合、総計 23,832 種を調査した

結果、製品標準はこの中の、7,267 種で 32.6%を占めている。製品標準は初期開発過程や個別企業

の生産標準だけではなく売上げ拡大など企業経営全般にわたって影響を与える。 これを国家標

準や協会レベルの標準として定めることは関連業界の成熟度や市場規模を決める際関連市場に

大きな影響を与えた。 現実の製品のクオリティについて注目される点として指摘することがで
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きる。 特に、製品標準は標準化の否定的効果の一つであるラクイン効果が現われる場合があり，

投入費用に比して便益が大きくないことや，便益が特定利害集団に偏るといった現象が存在する。 

したがって、最近の政府の役目はこのような製品標準を減らす代わりに安全、環境、保健に係わ

る標準を制定することである。 すなわち、ミニマム品質標準は公的規制(安全性、健康、環境。 社

会的標準)として基準値を決め，これは主に政府の規制として活用される。 しかし、市場では一

つの「参照」基準として標準が用いられる場合が意外に多く、拘束力が弱いがデファクト標準(事

実上の市場標準)として機能することで商慣行に直接的な影響を及ぼす。 経済のグローバル化に

伴って国際標準の重要性が大きくなっており，グローバル製品標準の登場も遠くないことと予測

される。 貿易が活発ではない低開発国家の場合、実際に製品標準は国民の安全や環境を守るた

めに活用されるため，社会福祉的観点から費用と便益を計算することができる。 貿易が活発な

国家の場合、自動車の素材、部品などの標準化は関連製品の貿易や生産工程の成敗を左右する核

心的な要素である。 
7
 

      ＜図表 4＞ 知識としての製品標準やその他標準との関係 

 

(2)技術知識を拡散させる伝達標準 

知識としての標準 

測定標準(方法標準) 

サービス標準 

製品標準 

部品標準 
中間材標準 

完成品標準 

弱い (自発的)◀--------- 規制は？--------▶強い(非自発的) 
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伝達標準は参照標準とも称し，特定部品や製品の特性や物理的、化学特性を参考するように標

準物質や標準製品が持つ固有のデータなど取引に必要な情報、先行経験の提供を目指している。 

伝達標準はすでに形成された製品市場に新規参入するベンチャー企業など経験が少ない企業に

間接的な経験を提供することで施行錯誤を最小化する機能をもつ。 このように，伝達標準は市

場の環境と雰囲気を活発にさせたり，特定産業の発展を促進するのに非常に効果的な政策ツール

になったり、保健、安全、環境と関連して生じうる規制が政府(消費者)と関連企業の間の紛争解

決に役立ったりする。 標準の機能は知識を伝達することに止まらず，知識を活用し、応用する

ことを促進させる機能をも持っている8。  

(3)製品の信頼性を確かめる方法標準 

方法標準は、試験、測定、評価、比較方法などにより区分することができる。 これら標準は

完成された製品や部品の性能と物理的、化学的特性を測定したり、評価、検査するのに活用され

る。 方法標準は、合意によって客観化し公認された情報を提供することで公正な技術競争を誘

導するだけでなく供給者と流通業者、消費者間に取引の信頼を確保することができる。 この標

準を活用した認証や性能、安全性の比較など，取引当事者間の信頼性を確かめるために活用され

る。 特に、利害関係者間の紛争を解決するために公的な方法標準を適用することで国家インフ

ラとしての役目を遂行する。 国家間交易や政府調逹の際，あるいは関連協会の品質、性能認証

のために活用されることで関連市場の拡大に寄与する。  

(4)インターフェース標準 

かつて，標準は品質管理の観点から出発したが，最近では情報通信技術が発達し市場のグロー

バル化が進展したため，製品と技術をネットワークの観点から眺めるのが市場現象を正確に把握

する方法論であるとの議論が登場している。 すなわち、一つの製品はさまざまな材料と技術に

よって作られた部品の組み合わせという点を考慮したものである。 多くのネットワーク型産業

で、互換性のない標準が標準化競争を展開している。 最近、代表例がＤＶＤ、自動車の ITS など

である。 技術の標準化問題との関わりが少ないと見られていた自動車産業でも、上記の通り、
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電子化が急速に進行し、その結果ネットワーク化とインターフェース問題が重要な課題となりつ

つある。 ネットワーク型産業の方式標準競争の事例はいくつかの興味深い問題を提起している。 

①「企業間の互換性」問題、「世代間の互換性」問題も含まれる。 その際、世代間で、標準化

を推進する企業は同じではなく、交錯している。 ②技術進歩のために新技術の採用サイクルが

短くなっていることが示唆されている。 ③テレマティクス・サービスの例は、標準間競争の中

で企業提携を示唆しているが、その他の産業分野では合併も標準化プロセスと見なされる。 ④

標準化は国際的レベルで行われている。 かくして、ネットワーク型産業では、標準化は、互換

性、競争、技術革新、そして多くの場合、補完的製品・サービスと相互関連しながら進行してい

る。 例えば、標準化は、典型的には、技術の進歩とともに、しかも競争と関連しながら進行す

るであろう。そこで、そうした「標準の競争・産業組織メカニズム」を明らかにする必要がでて

くる。 すなわち、標準に関わる公共政策は、そのような理解の下で策定・実施されなければな

らない。 そうした理解をせずに、技術のライフサイクルの中で早すぎる標準化を行うと、技術

革新が妨げられることも起こりうる。また、競争を通して標準化が進行するにもかかわらず、標

準についての理解が企業内で十分ではなく、技術標準を戦略的に捉えることがまだ少ないと言わ

れている。 具体的には、技術の優秀性と標準の戦略性は別の問題であるという認識が必ずしも

理解されていない。 標準は、企業行動に大きな影響を与える「競争構造」(産業組織論でいう市

場構造、あるいは経営戦略論でいう競争環境)を大きく変える可能性が高いことが十分に理解され

ている。 このことは標準化が、企業の行動の如何によって競争力強化・利潤上昇に繋がり、ま

た反対に競争力減退・利潤減少をもたらすこともあることを意味している。  
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＜図表  5＞  インターフェース標準と製品標準、非製品標準との関係 

2. 標準化の行為者による分類と便益 

(1)産業の生産性と成長性を高める国家標準 

政府が主導した国家標準の制定と拡散は，経済成長過程において技術革新よりも大きな便益を

もたらすと報告されている。 ブライント9などはドイツが急激に経済成長を成しとげた 1961年か

ら 1996年にかけて，毎年約 3.3%にのぼる GDP経済の要因分解を行った結果，投資拡大(1.6%)、標

準制定・拡散(0.9％)のほか，特許拡大や研究開発などの要因を挙げた。 また、彼は国家標準を生

産関数に組み込んだマクロ経済研究の結果、国家標準が GDP増加に毎年 1％ずつ寄与していると

いう事実を計量的に証明した。 しかし、彼はこのような分析結果は単にマクロ経済指標に関す

る結果で，企業が国家標準をうまく活用すると成長率は同じではないと強調した。 これは国家

標準の便益を計算するのにあたって，マクロ分析とミクロ分析を明確にしなければならないこと

を意味するのである。10 国家標準が労働生産性にも大きな影響を与えるという報告がある。 テ

ンプル11らは 1948年から 2002年までの間，国家標準の拡大が約 13%の労働生産性拡大をもたら

したと報告した。 以後、彼はこのような向上効果は国家標準と関連する他の諸要素と密接な関

係があるので、単純に国家標準の影響だけを見るには慎重を期さなければならないと付け加えた。 

しかし、最近、市場のグローバル化が進展して国際分業化が加速し，国家標準化が与える便益の

計算がより複雑化している。 例えば、各国が他の国とは異なる基準を用いていること自体が貿

易障壁となっており、関税面で貿易自由化に一定の進展が見られる今日において、このような標
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準と直接関連した非関税障壁の重要性が一層高まっている。 法律によって登録され国家準法律

レベルの寸法や特性の基準、方法、手続きなどを定めるに際して、もし、自社の製品や技術など

が国家標準に採用されれば国内市場で独占的地位を確保ができる。 また、これが規制に引用さ

れれば影響力はさらに強くなく、当該政府の執行力が増加する。  

(2)国際貿易や投資（国際分業）を促進する国際標準 

国際標準とは、製品の品質、性能、安全性、寸法、試験方法などに関する国際的な取極めのこ

とである。そもそも、国際標準は工業化社会が到来し製品が国境を超える交易の対象となって間

もなく登場したもので、経済活動が国内交易で完結せず国際貿易に依存するようになったことに

伴う必然的結果である。 関税は数字によってその障壁の存在やその大きさを測ることができる

が、非関税障壁の有無やその大きさを明確にするのは容易ではない。 非関税障壁はしばしば政

治的な交渉のツールとして利用されがちであるが、それは決して建設的な議論とはいえない。 標

準や基準の相違がある場合には、個別の品目について一つ一つ丁寧に、その背景にある事情や科

学的な根拠を示していくことで、双方の納得できる結論を導くのが理想的である。 国際市場に

おいても円滑に経済取引を行っていくには、相互理解、互換性の確保、消費者利益の確保などを

図ることが重要であり、いずれが保証されなくても取引上大きな障害となる。 また、新技術・

製品の国際的普及のためにも、技術内容が国際的に理解できる形で共有されていることが重要で

あることから、国際標準化への取り組みは極めて重要である。 もし、自社製品が世界の共有標

準になったら世界市場での影響力は大きく向上する。 これと関連して、2000年以降は国際標準

を適用した製品が輸出誘発や輸出競争力向上などの形で各国の経済的便益向上にどの程度寄与

するかを研究した多数の報告が出ている。 これは最近盛んになっている自由貿易協定等と深い

関連性を持っていると考えられる。 これらの研究の大部分は主に輸出国家が国際標準を使用し

た場合の影響分析に集中している。 2009年度にスワン12が整理した報告書によると輸出時の国際

標準使用は輸出費用を減らすとか、認知度を向上させるなどといった肯定的効果が否定的効果よ

りも多く現われることが明らかになった。 ＜図表 6＞で見るように、輸入の時にも国際標準に沿
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っている場合、通関費用を減らすとか、各国が決めた規制対応費用を減らすことができることが

示された。 

＜図表  6＞  標準と規制の影響に関する研究状況 

＜輸出に関する標準と規制の効果＞ 

輸出に関する国際標準の効果についての研究数 

非常に否定的 否定的 無視可能 肯定的 非常に肯定的 

標準 1編 標準 1編 標準 2編 標準 2編 

標準 7編 

標準・規制 1編 

規制 2編 

輸出に関する国家標準の効果についての研究数 

非常に否定的 否定的 無視可能 肯定的 非常に肯定的 

規制 2編 標準 1編 標準 1編  標準 5編 

＜輸入に関する標準と規制の効果＞ 

輸入に関する国際標準の効果についての研究数 

非常に否定的 否定的 無視可能 肯定的 非常に肯定的 

標準 2編 

標準・規制 2編 

 

 

標準 5編 

標準・規制 1 編 

 

標準 1編 

標準 6編 

標準・規制 5編 

規制 2編 

輸入に関する国家標準の効果についての研究数 

非常に否定的 否定的 無視可能 肯定的 非常に肯定的 

標準 2編 

標準・規制 3編 

規制 3編 

標準 2編 
標準 1編 

規制 2編 

標準 1編 

規制 1編 
標準 3編 

(3)関連産業の共同発展に向けた団体標準化 

最近、国内協会だけではなく、世界市場においても電子製品、通信技術分野などの企業を中心

に方式標準、手続き標準などを決めるといったような新たな流れが出来ている。  

デファクトとはラテン語で「事実上の」の意である。 家庭用ビデオにおける VHS、パソコン向

け OS におけるウィンドウズ、インターネット上の通信プロトコルにおける TCP/IP などがデファ

クト・スタンダードの例として挙げられる。 国際的なコミュニケーションに英語を用いること

もデファクト・スタンダードの一種であると言える。 一旦、デファクト標準が確立した業界に

おいては、標準に対応した製品や標準製品と高い互換性を持つ製品がシェアのほとんどを占める
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ようになる。 また、公的な標準化団体がすでにデファクト・スタンダードとなった仕様を公的

な標準として追認することもある。 このような団体が中心になった標準化の過程は、主に特定

の通信方式やパソコンの運営システムなどの方式自体を決めることにより、多くの消費者を確保

することと同時に、未知の技術適用による不完全性を少しでも減らそうとする合従連衡と考えら

れる。 逆説的ではあるが、このような市場の標準化行動は新しい技術や革新の母胎になったり

する。 すなわち、このような市場の標準化行動は保健、安全、環境の観点で不完全な製品や、

技術あるいは低品質の製品が市場で生き残ることができないマクロ経済のインフラを提供する。 

以前は、政府が直接規制を通じてこのような製品が市場に流通することができないようにしたが、

最近ではこうした事実上の標準を作るための団体形成など自発的市場行動がこのような市場の

純(本来の)機能を遂行している。 さらには、それまで先進企業などが決めた技術内容をよく知ら

なかった投資者や開発者に革新的な技術開発や投資などのモチベーションを提供する。  これと

関連してダビッド13は自由と秩序の間に存在する流れを規定し,ハンセスドング14は柔軟性と標準

化の間に存在する緊張を明らかにした。  

(4)グローバル市場への拡大ができるようにする内部標準化 

内部標準化は、工場・企業などで、購買・製造・検査・管理及び材料・部品・製品などの業務

に適用することを目的として定めた標準に関連してよく使われる用語である。実際には、全産業

分野で生産性の向上、品質管理、危機管理、安全管理のために国家標準、国際標準などを引用し

て社内で使う目的で制定したものである。 その社内標準は会社の規模が大きければ大きくなる

ほど内容の重要性が高くなるのである。  

過去においては、各企業での内部標準化は単に品質管理と製造生産性を高めるための活動にす

ぎないと考えられていた。 しかし、最近、一部の経済学者たちは労働生産性とオフショオリン

グ（Offshoring） の観点からこのような活動を分析し始めた。 ステインミュラー15は自動車や携帯

電話など複雑な工程体系を持つ産業での各セクター別々の協力の向上と標準の役割に関して研

究した。 ボト16らは分節生産産業では費用を節減するために各生産セクターを海外に移転するに

際して標準化は必須要素であると強調した。 彼は 1972 年から 2001年までの間のオランダ産業で
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の総生産要素研究を通じてオフショオリングによる生産性が研究開発による生産性を数段凌ぐ

ことを証明した。 最近、このように多くの研究者たちが内部知識として標準化の経済的効果を

議論し出している。  
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第2章   標準化効果のミクロ分析 

ここからは企業の観点から投入要素(費用)が企業の生産性、効率性など企業自体に及ぼす影響

のみならず市場環境と消費者に及ぼす影響を定量的に計算するミクロ分析方法について検討す

る。 ミクロ方法論は個別経済主体らの行動様式を土台にして経済的効果を分析するための方法

論で、大きくは費用・便益分析の価値評価技法を適用する分析に分類される。 このようなミク

ロ分析についての基本的な文献中、代表的なのはグリリチ17の文献である。 彼はまず初めにすべ

き作業はサーベイ方法を企画/遂行することであると述べている。 国家と産業に対する選択を除

き、他の経済資料と併せて使うことができる重要な定量的情報を抽出するようにインタビューの

方式を発展させることが重要である。 標準についての質問は企業が採択する国内及び国際標準

手続き及び適合性費用、品質及びマーケティングに係わる投資、製品あるいは製品方式の再設計

に対する投資についてのものなどに焦点を合わせなければならない。 追加情報提供の要請は費

用、投資、貿易に等に関して手広く必要である。 場合によっては標準と輸出入の関連を明らか

にする目的で単一国について数年間の調査に取り掛かることが望ましい場合がある。 最後に、

このような調査が費用、投資、貿易及び成長に関して利用可能で比較可能な情報を生み出すこと

ができれば,価値のあるエコノメトリックス及び CGE 研究のための基礎を形成することができる。 

そのような研究は多様な質問に焦点を合わせることができる。 標準が貿易の成長あるいは縮小

の決定要因か、そうであるならどんな状況の下でそうなのか、このプロセスが発展途上国ごとに

異なる発展速度を持たせることについてのなんらかの証拠となるか、どんな標準が貿易、構造調

整及び成長を決めるのに重要なのか、標準と費用の尺度が一部制限性尺度形態を開発するために

意味ある方法に結びつくか、基本的だが価値のある接近法はある特定の輸入国家または地域につ

いて特定標準の“関税あるいは補助金等の金額”を計算することで貿易相手国の経済状況によっ

て変化するかどうかを確認することである。 そのような計算が可能であれば,標準化共有の潜在

的な効果は勿論、その他数多くの有益な情報を提供できる。  

その後、標準及び研究開発事業についての経済性分析の必要性が台頭して経済性分析研究が活

発に展開され、さまざまな事業に対する経済性分析が行われた。 代表的なのは国立標準技術院(米）
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を頂点にした研究結果である。 国立標準技術院(米）は 1990年代以後、40余りの研究事業のミ

クロ経済的効果研究を実施して経済分析の結果を提示した。 ここでは標準化事業投資または活

動が関連市場/産業に及ぼす効果分析のためにミクロ経済学の分析に依拠し、市場を含めて他の経

済分野に及ぼす効果関連メカニズムに関する合理的な仮説を提示した。また、それに関連するミ

クロデータを収集した。  国際標準化機構でも標準の経済性分析の大切さを認識して、過去数年

の間、国際標準化機構会員や外部研究チームによる数多くの研究を支援して来た。 そのような

研究成果は国際標準化機構中央事務局によって集約、発表された。 その後国際電気標準会議が

収集した研究をはじめとする最新情報は、国際標準化機構/国際電気標準会議情報センターのウェ

ブサイトで確認することができる。 国際標準化機構の研究では個別課題や事業についての標準

の経済性分析に係わる研究だけではなく、マクロ経済的効果に至るまできわめて多様な接近法が

試みられた。 また経済性分析についての共通的な方法論が存在せず諸研究間の比較が難しい点

や、現存する研究の比較検討から未来に対する何らかの見込みや進むべき方向を提示しにくいと

いう点を克服するために、合意を基盤とした標準の経済的、社会的便益を定量化しようとする努

力が傾けられている。 オーストラリアはビジネスモデルという名称の国家全体的な標準関連業

務効率性のための総合マスタープランを作成した。 新規ビジネスモデルの主眼は、全ての標準

事業はその開発と実行に必要となる費用を上回る便益をもたらすべきであるという点である。 

新規ビジネスモデルの下では、全てのプロジェクトは新しい提案書様式によって提出するように

規定しているが、新しい標準提案手続における核心的な事項は純便益事例(net benefit case)の作成

である。 すなわち標準提案者は標準遂行の費用と社会的便益を全て考慮した純便益事例を提出

しなければならないというのである。 このような純便益事例は多様な部門の多くのプロジェク

トをより確かに比較評価することを可能にする。 過去にはあるプロジェクトと他の事例を効果

的に比べることができず、これによって一旦着手されたプロジェクトの進行が不可能となるよう

な結果を生んだりした。 新しい標準事業に対して画一的な評価基準を適用することでその他の

プロジェクト提案との比較が可能になった。 これにより国家的に最も必要とされる標準を開発

するよう誘導されるようになる。  
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1. ミクロ分析のための理論的アプローチ 

(1)費用/便益ミクロ分析一般理論 

選択代案の中から費用便益分析によって最善の代案を捜すには、三種類基準によって決める方

法が適用可能だ。まず期間別現在価値への割引のために純便益基準による純現在価値(NPV)③方式

を紹介する。 NPV 方式は次のように定義される。  
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ここで割引率(r)は将来にわたって得られる経済的効果の分析のため各期における貨幤的価値を基

準年度ベースに引き直す、すなわち未来の収益を現在価値化させるために導入する。 このよう

に費用/便益分析モデルで時間的概念を取り入れたのは，便益と費用が一年に止まらず多年にかけ

て現われ得るからだ。  

 iRR  jCC  

二番目は便益/費用の割合(BCR;theratioofbenefits-to-costs)
④基準だ。 純現在価値(NPV)とは総便益から

総費用を差引したものであり、基準年度の現在価値で測定された純便益を基準とする。一方、便

益/費用の割合は総便益を総費用で割った値であり、純現在価値(NPV)と同じく基準年度の現在価値

で測定された便益と費用を基準にする。 最後に内部収益率⑤がある。  
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③ Net Present Value、NPV 
④便益/費用の割合(BCR; the ratio of benefits-to-costs)は全ての費用の現在価値に対する全ての便益の現在価

値に対する割合である。 
⑤ Internal rate of return、IRR 
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便益/費用の割合が 1 の場合を分岐点とし，1 より大きい場合にはその課題は相対的に成功したこ

とを意味する。 総合すれば純現在価値がゼロより大きいとか便益費用割合(BCR)が 1 より大きい

標準化事業には事業遂行の妥当性があり、純便益の絶対額規模が大きいほど、便益費用割合の高

いほど優先順位が高い標準化事業だと言える。 内部収益率は標準化事業にかかわる純便益フロ

ーの純現在価値をゼロにするような割引率 iである。 ここで考慮される時系列は事業開始時点 t=0

から最終時点 t=n までである。 各時点で純便益は総便益(B)から総費用(C)を引いたものである。 数

式で表すと次のようになる。  
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ここで(Bt-Ct)は t 時点での純便益,n は評価に考慮される期間数を表す。上記式(1)で i は一意に求め

られる。 もしこの値が他の部門によって投資された機会費用についての値 r と比較して、この機

会費用が内部収益率より小さければその事業は社会価値があると言える。  

(2）ミクロ費用/便益分析項目と範囲 

標準価値の定量化が難しいと思われるのは，投入される費用や算出される便益が確かではない

場合が多いからかも知れない。あまりにも主観的であったりあいまいな便益があるからである。

例えば政府の政策には便益として分類できるものも，企業の立場では便益とは言い難いものがあ

る。そこで、この報告書ではこのような困難を克服するために標準の利害関係者を三種の経済主

体、すなわち、政府、企業、消費者に分けてこれらに与えられる便益と費用を考えて見る事にす

る。  

政府の観点から見るなら、公共投資に対する公共収益率と社会収益率のうちどちらを選択する

かという問題がある。 公共投資収益を求めるのは明白な費用指標を提供する。 しかし、便益を

公共収益率と社会収益率の間で正しい選択するべきの問題が残る。 二つの尺度に関心を払って

いる。 最善の方法は二つの尺度をともに計算することである。 これは，その二つに対して追跡

可能な便益が推計できるようにデータ問題を緩和させる社会便益尺度計算のための実際推定技

法開発を行う。 政府に与える便益について整理すると，様々な政策的な便益がある。 企業の観
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点から見ると、戦略的には標準化することが良いこともあり、または標準化しないほうが良いこ

ともある。 

しかし、本報告では、企業経営に肯定的効果を及ぼす標準の便益効果の分析対象と範囲を考え

ることにする。 ＜図表 7＞は企業経営に肯定的効果を及ぼす標準の便益効果の分析対象と範囲に

対する事項を要約する。 

＜図表  7＞  企業経営に肯定的効果を及ぼす標準の便益効果の分析対象と範囲 

 
効果内容 

分析対象と範囲 

計量分析対象 分析範囲 時系列 

企 

業 

の 

市 

場 

拡 

大 

標準普及を通じた標準技術

導入費用節減 

標準技術導入による費用

節減額 
全産業 

開発段階 

生産段階 

投資の不確実性除去 
標準技術導入企業の年平均

株価上昇幅(株価変動量) 
全産業 投資段階 

情報収集費用など設計費用

の減少 

設計に必要となる時間、

費用節減量 

デジタル産業、消

費トレンド産業 
設計段階 

生産効率性(時間、運用、投

資費用など節減)実現 
生産量/費用の割合 主力産業 生産段階 

企 

業 

経 

営 

の 

効 

率 

性 

情報接近性向上による技術

革新効果 
文書化の割合 全産業 全過程 

標準使用を通じる品質管理

費用節減 
品質管理費用節減額 全産業 検査段階 

流通効率性(費用節減)実現 単位あたり運送料節減額 流通サービス産業 流通段階 

装備産業の場合、相互運用性

確保を通じる運用費用節

減 

新規標準装備導入前後の

費用変化量 
装備産業 全過程 
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国内と海外の各市場に適切な拡大戦略が必要であると考えられる。その際、標準化戦略は非常

に重要である。特に貿易拡大の便益や海外市場拡大効果が考えられる。 貿易拡大の便益の計測

に当たっては，輸出入物量の変化量を貨幣価値で簡単に表現することができる。 HS コード・シ

ステムは分類体系が関税によってかなり前からよく整理されていて、標準の貿易促進効果を効率

的に分析するには適切な方法であると思われる。 標準の市場拡大効果を分析するためには，各

国の中央銀行が発表する産業連関係数表が非常に有用だと考えられる。 国内市場を考えると企

業の価値向上を持つことができるが生産の全過程での効率向上や株価、ブランドなどの企業価値

の上昇などをそれぞれの産業分野によって考察することができる。  

2. ミクロ分析の主要事例 

(1)政府の標準化プロジェクトについての経済効果分析 

アメリカ国立標準技術院では 30 個以上のインフラ技術研究事業あるいは課題を 1992年から

2002年までの間実施し，経済効果を求めるための分析を行った。 このような事業の中で、20 個

以上の事業は過去数 10 年間エコノミストとビジネス分析家たちによって実施された標準をはじ

めとする産業研究開発課題の効果研究の間で一部比較が可能な水準の多くの産業分野にわたっ

ている。 産業効果研究の比較によって概略的ではあるが，公共対民間研究開発の相対的効率性

に対する評価ができるようになった。標準を含んだアメリカの公共投資の経済性分析についての

研究結果の一部を主要産業別に分類し，＜図表 8＞のように要約してみた。  
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＜図表  8＞  米政府のプロジェクト別便益や費用比率(BCR) 

産業分野 プロジェクト/結果物 BCR 

電子部品 

熱電対計量(標準物質)、センサー、計量サービス 3 

自動化用半導体 S/W 23 

レーザーおよび光繊維パワーとエネルギー計量/計量 7 

ジョセフソン電圧標準/標準物質 5 

データ暗号化標準/標準コンフォーマンス試験方法 102 

ロールベースのアクセス制御/リファレンスモデル 109 

STEP/標準コンフォーマンス試験方法＆サービス 8 

自動車 工作機械のソフトウェアのエラー補正/品質制御アルゴリズム 85 

化学 

放射性医薬品/標準物質 97 

コレステロールの測定・標準物質 4.5 

代替冷媒/標準物質 4 

国立トレーサブルの参考資料のプログラム SRD、計量サービス 21 

先進セラミックスの相平衡/標準物質 10 

火災の安全性評価システム 126 

建設 
建設システム統合や自動化技術など(産業) 4.9 

火災動力学シミュレータ 101 

 

政府が直接投資を行うに際して、執行する一つのプロジェクトの場合ミクロ分析法が適用でき

る。ここに米国の国立標準技術院(米国）の経験を紹介する。先端技術計画⑥は、国立標準技術院(米

国）所管で，民間部門が独自には手がけにくい技術開発課題を費用分担原則のもとに支援する役

目を担当する。 先端技術計画は、2007年までの間に約 30個の課題に対する便益費用分析を行っ

た。 この研究は一般的にアメリカ合衆国行政管理予算局⑦の CircularA-94 費用/便益分析勧告に即し

て行われた。 CircularA-94 は割引率,インフレーション率取り扱いと敏感度分析のような分析特徴

に対する特定要求事項を規定している。 過去先端技術計画の費用/便益分析は諸研究間の一貫性

が欠けて比較可能ではないなど様々な限界点があった。 これを踏まえ，次のような結論と勧告

事項が指摘された。  

先端技術計画の資金支援を受ける研究では，資金支援を受けた事業の便益をモデル化するため

に多様なメカニズムが使われた。 このようなメカニズムには支援がない場合に備えて便益の増

加分の推定値が使われることもある。 定量化が可能な経済便益を求めることができる課題が存

                                                             

⑥Advanced Technology Program， ATP、製造業振興プロジェクト 
⑦ Office of Management and Budget，OMB 
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在したら，それに基づく様々な外部からの資金支援が可能だろう。 保守的な接近方式は公平性

をもって，また，便益に見合うように資金を配分する。 研究と課題の間に存在する時点つまり

差に対する純現在価値調整については，他の研究との比較を可能とするためには共通基準年度を

使わなければならない。 お互いに違う時点に行った研究は、お互いに違う基準年度と固定価格

を使う。 一方、先端技術計画事業研究では一律に研究が開始された年度を基準とした固定価格

ベースを採択した。 いくつかの課題が単一研究として分析される場合，またはいくつかの研究

結果がポートフォリオ成果の最小推定を計算するように一緒に考慮される場合には複数の研究

の間の固定価格調整は可能である。 また、色々他の時点でお互いに違う固定価格と割引のため

の基準年度を使って行われた分析を一つの基準年度に調整するためには名目価値で表される一

部資料を提示させる必要もある。  

先端技術計画 30 件の費用/便益事例研究の間の主な方法論分析は，このような差異の重要性を

評価して解決策ができるように工夫されている。 このような研究の目的は費用/便益分析結果の

使用者と実際に適用する者に共通で客観性と妥当性のある経済性分析を認識させることにある。  

 

1)米国の連邦政府事業に対して費用/便益分析の個体的な事例 

行政管理予算局は、全ての連邦政府事業に対して費用/便益分析を使うように規定している。 そ

れは事業の成果測定変数及び分析メカニズムが、往々にして理解しがたく一貫性を欠くきらいが

あり、専門家たちによって容易に把握され実現することができるより、ずっと包括的で難解だか

らだ。 それにもかかわらず、CircularA-94 は政府の成果関連法令18であり，促進された事業評価努

力についての重要なツールである。 それは事業または課題レベルで、そして全ての事業領域で

予備妥当性分析及び成果分析のいずれに対しても適用可能となるような最小限の規定を置いて

いるからだ。  

CircularA-94は次のような指針と成果尺度をもっている。 

a. 経済原則に依拠して政府事業の採用可否を決める基準としてNPVを使う。  

b. 競争代案分析が成り立つ時，所与の費用対便益やその反対である所与の便益対費用の二つをい

ずれもNPVで評価する。  

c. 基本的な仮定が明示されなければならない。  
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インフレーション調整：まず、成果分析のために実質または固定価格を使う。 インフレーシ

ョン調整が必要な場合政府の GDP 換算指数を使う。 割引率については，提示された公共投資と

規制の固定価格費用/便益分析を行う場合に実質割引率は7%を使った他の結果とNPVを選択する。 

この割合は民間部門平均投資に対する限界税金収益率にするべきだ。 これによって不確実性の

出処を明らかにして、期待された推定値を提供して、不確実性要因に対する敏感度分析を遂行す

る。 可能であれば、便益、費用、純便益に対する確率分布を誘導する。 CircularA-94 は、予備妥

当性課題及び成果分析のいずれにも適用可能だ。 しかし、この消耗的なことは個別課題の費用/

便益分析に最小要求事項を提供するが課題結果活用の問題、異なる時点で行った研究に対しては

明示的なことがないことである。  

＜図表  9＞  米政府のプロジェクトの成果測定方法 

 測定方法 

便益 

政府事業に対する公共及び社会純便益概念を使う。  

政府事業がない時と比べた便益と費用の増加分を確認。  

自国市民に及ぶ影響を考慮する。 (貿易の影響はないと仮定) 

価値尺度として市場価格ではなく，消費者余剰と"喜んで支払う意思"を使う。  

資源の完全雇用を仮定する。 政府支出が経済に及んだ影響を求めるために乗数-

基盤推定は避ける。  

費用 CircularA-94によって決めた政府予算 

2)アメリカの製品情報交換標準（STEP）の経済的効果 

製品情報交換標準⑧はデジタル製品情報の交換過程で発生する相互運用性問題に対応するため

に考案された国際標準である。 製品情報交換標準は製造企業がエンジニアリング及び製造につ

いてのデジタルデータ交換をできるようにする一連の標準である。 製品情報交換標準の初回版

12 段階は 1995年 1 月に国際標準として正式承認された。 その後、18段階が追加で国際標準とな

った。 国立標準技術院はまたソフトウェア開発者、産業、及びその他の連邦政府機関との開発

プロジェクトをはじめとする多くの官民協力関係に参加した。 このような努力の大部分は防御

技術に比べて製品情報交換標準の相対的利点を提示するためだった。 製品情報交換標準研究の

                                                             

⑧ Standard for the Exchange of Product Model Data 
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目的は運送装備産業、すなわち自動車産業、航空宇宙、造船、及び専門 機械産業に対する製品

情報交換標準使用の経済影響評価を遂行することにある。 実現した便益と潜在的な便益がいず

れも定量化される。 また、製品情報交換標準に対する国立標準技術院(米国）の管理及び技術的

寄与効果も調査する。 製品情報交換標準の使用によって可能になったデータ交換に起因した効

率性利得の経済的価値とこのような利得に対する国立標準技術院(米国）の寄与度を定量化する。 

業界アンケートの調査及び事例研究から収集されたデータを使って既存の製品情報交換標準機

能の潜在的な便益を推定した。 自動車産業、航空宇宙、そして造船産業での相互運用性問題を

減らすことで年間 9.28 億ドル(2001年)の潜在的な節約があると推定した。 現在までに製品情報交

換標準研究の範囲内で約 17%(1 億 5600万ドル)の潜在的な便益が実現している。 アメリカ国内製

品の情報交換標準化活動に関する便益と費用の純現在価値、社会的収益率を求める。 便益と費

用は 2010年における普及率 75%を前提として求められた。 政府機関、ソフトウェア供給企業、

そして産業使用者に普及した製品情報交換標準の開発費用は 1990年代後半時点で年間約 1700万

ドルにのぼると推定された。 製品情報交換標準の開発とソフトウェア具現を支援するための 4170

万ドル(2001年現在 2600万ドル)の国立標準技術院(米国）投資に対する収益を推定する。 そして，

業界または国立標準技術院(米国）が製品情報交換標準の開発と導入を約 1 年繰り上げるのに、経

済価値でみて 1 億 8000万ドル(2001年基準)寄与したと指摘する。  

① 製品情報交換標準に対する便益と費用の種類 

製品情報交換標準は，製品デザイン・サプライチェーンで使われたコンピューター・サポート

設計、エンジニアリング、製造及び製品データ管理システム(総称、CAx)の相互運用性増進を通じ

て最終使用者に便益を発生させる。 一般的にこのような便益は＜図表 10＞のように分類される。  
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＜図表  10＞  米国の国立標準技術院の STEP 便益と費用別説明 

 分類 説明 

便
益 

製品データ 

管理システム
⑨ 

回避費用（外部企業がデータ交換サービスを提供するために雇い入れるア

ウトソーシング費用、CAxシステムの維持のために設計者の訓練費用、シ

ステム設計者の生産性損失）減少、 

移転費用(モデルの再実行費用は伝達プロセスの一部でデータ交換が不可

能な時、再入力するべき費用）減少 

引き延ばし費用（引き延ばしにともなうマーケットーシェア減少によって

失われる収入利潤(未来利潤の現在価値))減少 

費
用 

政府投資 

STEP標準開発、プロセスに対する政府予算 

STEP機能を商業的な製品で統合するのに必要とされた支出 

標準開発と係わるソフトウェア開発者たちの費用 

ユーザー費用 フォーマットのデータ交換のための目的に必要ないCAxシステムを購入する費用 

主要経済便益は自動車産業、航空宇宙、そして造船産業システムの最終使用者に現われる。 し

かし、このような便益が最終使用者によって実現されるためには製品情報交換標準が運用されう

るようにあらかじめ資源が投資されていなければならない。 特定機能または応用事業プロトコ

ールのライフサイクルと係わる全ての関連主導者の経済厚生の全ての変化を求める。 標準開発、

インフラストラクチャー・ツール、及びソフトウェア開発費用は製品情報交換標準サイクルの初

期段階に発生する。 製品情報交換標準の適用製品が可能になったら製造企業の便益は CAx が飽

和するまで持続的に上昇するようになる。 "定常状態"便益(Z)はソフトウェアと統合された製品情

報交換標準機能が陳腐化するまで増加する。 サプライチェーン上の CAx ソフトウェアの使用者

には，不完全な相互運用性と係わるさまざまな種類の費用が発生する。 このような費用節減は

製品情報交換標準の便益である。 三つの種類の相互運用性費用を考慮する事にしよう。 業者は

相互運用性問題が発生する前にその問題を防止するための回避費用,相互運用性問題が発生した

後の移転費用,そして相互運用性問題で新製品導入を引き延ばさせる引き延ばし費用に直面する。 

これらが新しい自動車や航空機の設計及び生産費用が増加したり，各市場の均衡価格上昇につな

がったりする。 しかし、この研究はサプライチェーンで現われる生産費用減少と新製品導入の

加速化についての製品情報交換標準にかかわる全ての便益を測定する。 ここでは生じうる影響

を生産者及び消費者余剰に分割して示していない。  

                                                             

⑨ 総称で CAx と称する。 
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②製品情報交換標準の社会的費用 

製品情報交換標準への参加者たちは同標準の開発に関して直接的また間接的にを通じてサプ

ライチェーン全体の発展に寄与した。 1987-2001年の間に 1億 9840万ドルの社会的支出が発生し

た。 公共部門支出は国立標準技術院の支出、国防関連支出などからなる。 国立標準技術院によ

って提供された情報を使って、製品情報交換標準関連の活動に対する全ての国立標準技術院の支

出を定量化する。 これらは標準開発過程,ソフトウェア、及びテストサービスに対する支出(6260

万ドル)を含む。 製品情報交換標準と係わったソフトウェア開発業者たちの支出は 3 種標準及び

ツール開発に対する支出、製品情報交換標準の機能 CAx 製品を具現化するための支出からなる。 

ソフトウェア開発業者との電話面接で彼らが標準開発プロセスに投資した費用及び製品情報交

換標準を彼らの製品に統合するための費用(5,430 万ドル)を調査した。 CAx ソフトウェアの使用者

も製品情報交換標準開発過程に参加した。 例えば、大部分の製造企業は標準開発及びテストラ

ン・パイロット事業(8550 万ドル)に参加した。  

＜図表  11＞  NPV による便益と費用の割合と試算フロー 

 

③製品情報交換標準の経済効果推定 

実施済みの調査結果をよく見れば製品情報交換標準は、3 個産業で相互運用性費用を年間約 9

億 2800万ドル(2001年)節減するのに寄与した。 自動車業界は潜在的な便益が 51%で最大の効果、

次に宇宙航空(27%)と造船(16%)部門である。  回避費用は製品情報交換標準便益のほとんど半分を

占めた。 回避費用の 80%は無駄な CAx システム使用及び支援と係わる労働費用だった。 ある会
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社とのインタビューによっても相互運営性関連の引き延ばし費用はなかったと言う。 製品情報

交換標準使用による便益は 6億 5600万ドルにのぼると推定された。 現在までに推定された便益

実現は約 17%に達し,その大部分は自動車業界によって実現されたのである。 例えば、2001年の

基準製品情報交換標準の年間便益がこのような産業に対して 9億 2800万ドルにのぼると言って

も、製品情報交換標準が短い時間内に完全に採択されはしないだろう。 2010年の製品情報交換

標準の浸透率は 75%であると仮定すると，年間 6 億 9700万ドルの年間便益があると推定される。 

そこで，浸透率は初期の 0%から、３年後に 17%、10 年後は 75%まで高くなる。 導入初期段階に

あるから製品情報交換標準の拡散速度を予測することは難しい。 拡散は現在の選択者数、潜在

的選択者数と情報と知識が伝達する速度の関数である。 アンケートの調査及び事例研究の中に

明かされた証拠は 75%普及率が 13年後に達成されたことを示した。  

3) 政府の標準化プロジェクトの費用/便益分析 

ある標準化事業を遂行しようとする時に必要に応じてその経済性(すなわち費用/便益分析)のみ

に基づいて事業の適正性を判断する場合がたびたび発生したりする。 ここではそのような事業

の経済性を評価するための方法論として費用/便益分析方法プロセスを例示しよう。 標準化(また

は標準化事業)は外部性(ネットワーク外部性を含む)を持つだけでなく公共財的性格を帯びていて、

直接的に標準化から得る便益を経済学的に測定するのはたやすいことではない。 すなわち標準

化(または標準化事業)の便益を貨幤価値に換算することは簡単ではない。  ここではある特定の

機関の活動を各事業の経済的特性によって区分した三種類の分野-市場志向型標準化事業;共益型

標準化事業;標準基盤事業--中市場志向型標準化について，その機関活動の費用と便益を紹介する

事にする。 一方、市場志向型標準化事業の場合は企業の生産及び売上げと関連した市場資料の

利用が可能だから、これに関する仮想的な例を挙げながら費用/便益分析について示す事にする。 

とくに，ここでは政府標準化事業の経済性分析に対する理論的背景について見る事にする。 政

府の標準化事業(または支援)は標準開発に直接・間接的に参加する企業及び産業はもちろん，標

準を使う利用者たちに大きな影響を及ぼす。 このため，標準化事業の経済性分析を行うに当た

っては同事業によって直接・間接的に影響を受ける産業の市場特性などの経済的特徴はもちろん，

関連産業(例:サプライチェーンで結ばれた上・下部産業)の間の経済的連関関係が把握されなけれ
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ばならない。 すなわち、標準化事業の経済性分析はミクロ経済学や産業組織論におけるような

処理方式が要求される。 このような分析は将来の企画事業に対して特に要求される。 また、標

準化事業についての本質と目的，そして標準関連業界及び技術動向、企業戦略的側面及び規制状

況のようなさまざまな環境も総合的に考慮しなければならない。  

 
 
 

 

ただし、C=総費用、Ck=政府支援金、Cf=企業支出、M=人件費 

年間便益は年間(期待)売上高に該当の事業投資による寄与度(または付加価置率)を掛けて計上す

る。 ここで適用した寄与度は標準の成果物によって異なるだけでなく，市場構造(マーケットー

シェアなど)によっても変化し，また標準化の市場浸透率によっても変化するはずなので、これら

の状況を考慮して成果物に応じてそれぞれ適用しなければならない。 実際の寄与度はこのよう

にして推定した寄与度と多少異なる場合もありうる。 この場合年間便益(Bi)は次のようにして得

られる。  

iii VSB   

ただし、Bi=i 番目の期待便益、Si=i 番目の期待売上高、Vi=i 番目の寄与度(期待売上高に対する多く

の寄与変数の中で標準化(事業)の寄与水準)である。 現在価値で表示された総便益は次のように求

められる。  

 
 


n

i
i

i

r

B
PVB

1 1
 

ただし、PVB=総便益の現在価値、 r = 割引率(ここでは 10%を適用する)、 n = 耐久期間 

  

MCCC fk 
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(2)企業の部品標準化による生産性便益の分析 

1970年代後半に国際標準化機構で標準化の便益を広く一般に知らせるためのプロジェクトが開

始されて 12 年ぶりにその報告が整理された。 この中では過去の 17 編の文献を整理して標準化の

経済活動に対する便益を定量的に現わす試みが成り立った。 例えば国際標準化機構、国際電気

標準会議での 63 個の標準が作り出す経済効果を年間平均 6 億 7500 万ドルで算出した。 この数字

自体にはさまざまな問題があるがこのようなマクロ経済効果を数字で現わしたというところに

この報告書には大きい意味があった。 ここでは最近成り立った国際標準化機構の研究結果と事

例を挙げる。  

“グローバル自動車産業で標準化の経済的便益”国際標準化機構(2010)報告書では全ての産業で

標準が及ぶ影響を評価するための方法論を開発し、最後に自動車産業で合意に依拠した標準が及

ぶ経済的な影響に対する評価結果を提示した。 この事例研究は国際標準化機構によって開発さ

れた方法論を特定産業に初めて詳細に適用したのである。 先に自動車産業の評価結果を提示す

る。 次はその結果を要約する。  

自動車産業は世界で一番重要な産業に属する。 市場規模は年間全て 1 兆ドル以上で売れる自動

車数は 6,800 万台(2007)である。 標準の経済的便益を推定する必要にせまられたが自動車製造企業

及び部品供給企業部門で標準によって影響を受ける三種類のビジネス機能(エンジニアリング、製

造及び調逹)に対して一貫的な数値(その価格は 0.5%~2.5%にのぼる)の存在がみいだされた。  

全世界自動車業界に対する標準の便益は年間 380 億~550 億ドルにのぼると推定された。 このよ

うな結果を導出するためにまず自動車産業を分析して産業の核心的特性と傾向を検討した。 こ

の産業の主な特性は製品と価値連鎖が複雑であり、地理的にも複雑で、差別化の必要性によって

消費者志向が強くて、規制水準が高いということである。 確認された主要傾向は電子と IT の役

目増加、電気自動車と低費用車の出現、そして産業走者(供給会社と産業国家と新興経済のオーイ

ーエム（O.E.M.）の役目と関係の再構成のような技術発展に関することである。 また自動車部門

に特に深刻な経済危機の影響が刺戟剤の役目をして産業の変化を加速化させている。  



- 28 - 

 

13 ヶ国 40 会社にわたる自動車製造会社と供給者、サービス提供会社と自動車ディーラーたち

に対する包括的な現場研究を遂行して、この産業で合意に根拠した標準の役目と影響を多様な見

地で分析した。 会社等が標準とそれよって発生する便益に対処する方法を評価したし、多様な

会社機能と会社類型で標準が及ぶ影響の強度はどんなに違うのかに対しても分析した。 インタ

ビューをするうちにこの産業の標準化に対する知識を得ること以外にも全て約 80 種に関し定量

化された影響を収集することができた。このように定量化された影響を使用して標準の総合的な

影響を計測した。 初総合段階で標準が会社全体に及ぼす全ての影響を推定した。 また標準の影

響を一番大きく受ける一部事業機能に対する影響を産業全体に比べて評価した。  

大部分の会社で標準の大切さと売上げと費用に及ぶ直接的な影響を確認した。特に、技術の拡

散を助長する国際標準化は新興国が技術先進国に発展するのに重要な役目を果たす。 例えばス

ワン19等はフィリピン企業が国際標準を活用してパーソナルコンピューター生産工場を自国に設

立することができたと説明している。  

新興国の小企業は一般的に標準適用にもうちょっと青臭かった。 プロセス標準を例であげれ

ば、長時間にわたって安定して内部プロセスを取り揃えている成熟した会社より新興国の会社に

及ぶ影響がもっと大きい。 会社が標準に対していくら積極的に対処するかの問題で差が現われ

た。 いくつかの会社は標準化参加を戦略上適切だと考えている。 これは会社の組職構造とプロ

セスに反映されている。  

1)フォルクスワーゲン自動車、航空機などの部品標準化分析20
 

VW 社のゴルフの基本モデルは 4,786 個の部品で構成されていて、これは 16,897 個の部品で組み

立てされ、4,219 個の部品が標準化されている。 標準化された部品はそうではない部品より部品

価格が 20-60%安価なので自動車生産原価を大幅に低めることができた。  

この結果は同じ設計による部品生産の価格節減効果から類推された。  

VW 社は維持補修が易しい設計標準を開発した。 これによって購入後の修理費用を大幅に低め

ることができたしこれは保険料率の引下をもたらすことで VW の自動車の持ち主の負担を大幅に
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軽減させた。これらは、消費者が自動車購入以降 1 年間に支出した修理および交換費用の節減規

模から類推された。 

 

2)航空機部品の標準化で交替費用および倉庫スペースの節減21
 

DASA-Airbus 社は一般部品と標準化された部品の価格費を 15 対 1 に算定しており、一般部品の

50％は標準化することができると予測している。 したがって一般部品を標準化された部品で入れ

替ることで航空機 1 台当たり約 10%の部品費を節減することができた。 また新しい機種である

AirbusA330/A340は古い機種である A300/A310より比較的少ない数のそれぞれ他の部品を使うように

設計された。 これは部品供給者が自社標準を使わないでヨーロッパ標準を採択することで可能

になったがこれによって部品保存倉庫スペースの節約分だけで年間 18 百万マルクを節減するこ

とができた。 節減費用は、規模から類推された。 部品標準化は個別企業の利益だけではなく関

連産業全般にわたって情報収集、交渉、市場配置などの取引費用を低める効果がある。  

化学工程などによく使うバルブの場合 2000 年、ヨーロッパ標準化機構ではベルブの計算方法に

対する標準化が進行した。当時、標準化作業が自社の方式に従わないで完全に変わったら関連ベ

ルブ製造企業はこの新しい方式に適応するために対当額の投資をしなければならない立場だっ

た。  

(3)文書化による情報接近性の向上 

1)レーザー技術などの先端技術の競争力 

レーザー技術の普及に従って各種の国家標準、ヨーロッパ標準及び国際標準が制定されている。 

このような標準はレーザービームの特性計算とレーザー光学、レーザービームの波動計算、シス

テム設計、品質管理、市場目標設定などに必須不可欠となった。 レーザー技術を利用した新し

い市場はこのような技術的変数で決まると考えられる。 このような情報なしに市場進入戦略は

不可能である。  

2)内部知識の拡散 
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このような先端技術の標準化作業は未来の開発方向に影響を及ぼす。 重要な製品開発傾向と

市場動向が分かるようになることでこれらを製品開発段階に反映することができるからである。 

標準化作業への参加は重要情報への接近機会を提供して企業戦略に肯定的に作用するようにな

る。 標準化作業のための技術委員会や他の機能は未来の市場と技術動向を提供する一番理想的

な情報公開の場になることができるという点である。  

競争状況に関する標準のプラス効果を評価した。 このような評価間の差は、統計学的に意味

がある十分な大きさである。これは企業標準が関連国家標準(ドイツ標準化機構の標準)と民間標

準(例えば、IBM の標準)より競争力がある状態でより肯定的な効果を持つと見られているというこ

とを示唆している。 職員たちの標準を通じる技術情報の早期学習は新しい技術道入に対するモ

チベーションをもたらし拒否感を減らす。 このような効果は他の会社との競争で勝利すること

ができる決定的役目をしている。  

標準化プロセスに参加する主な動機は、インサイド知識の観点から非参加企業をオーバーする

のような微妙な差である。 情報への早期アクセスは時間の優位性という観点でより重要である

と考えることができる。 参加を通じて競争力がある地位を確保する目的なら内部知識の利点を

最大限に発揮するようにすることが時間的弱点を補うのに重要なのである。  

ドイツ標準化機構によれば、企業が標準化プロセスで自らの利益を主張することができること

を明らかにしている。 50%以上が標準化を通じて非常に大きい影響力を行使することができると

返事、46%が不必要とか競争コンテンツの進入を防止することができると返事した。 そして 48%

が、目的とするコンテンツを含ませて利得を確保することができると返事した。 このように、

標準の内容に影響を与えることは競争上の優位性を得るのに際して重要な要素である。  
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第3章   標準化効果のマクロ分析 

標準は消費者の便益を発生させて利害関係を同等な基準で適用するという点で標準を公共財

そのものであると考えることができる(Casella22)。標準化は政策的には多様で複雑な問題を含む。 

また、何人かの研究者(Temple と William23)たちは生産-流通-廃棄に至る製品の全過程を管理するの

に必要な標準を公共政策の重要な手段であると理解し始めている。 政策上の複雑性を含む要因

として、①クオリティ標準(特にミニマム品質標準)では、いろいろな公共政策と関連すること、

②インターフェース標準におけるネットワーク外部性と技術革新、等がある。 それぞれにおい

て、政策間の、あるいは正負の効果間のトレードオフ・整合性の問題が発生するかもしれない。 

例えば、消費者保護のために標準制定が企業間競争の促進、輸入を制限する場合もある。 これ

に関して、各国の政府と企業はできるだけ自国市場保護のために自国企業に有利に競争条件や交

易条件を調整するなど標準を戦略的に活用する(Matutesand Regibeau24; Fischerand Serra25)。例えば、新し

いネットワークで切り替える費用が大きければ、一部の国々は排他的な標準共同体を形成して共同体

に属しない国々を犠牲にさせようとするだろう(Gandaland Shy、199926)。また、標準はネットワークの

外部性によって買い手の効用を高め、また、技術革新を刺激する。 一方、上位企業の競争優位

性の強化を通して寡占化とそれによる市場支配力の行使を誘引する可能性も考えられる。 標準

化の市場拡大は経済成長を意味する。 市場拡大の観点から見ると価格や費用効率効果より技術

進歩が最も重要なものである。 特に海外からの知識の流入は国内からの技術革新より効果的方

法であることはイトンとコートム⑩によって明らかになっている。 甚だしくは、費用節減のため

に特定研究開発を専門化された外国の企業に委託するオフショオリングは自主的な研究開発よ

りもっと効果的という研究も報告されている。 27 

  

                                                             

⑩ Eaton & Kortum (1999)による推計. 自国. 産性成長 対する貢献度 
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＜図表  12＞  自国の生産性成長に対する国内外研究開発の貢献度 

 

以上のような訳で、政策上の課題として大きく二つの課題が考えられる。 すなわち、①標準

設定において政府は関与すべきかどうか、そのためには、どの側面でどの程度どのように関わる

べきであるか、を明確にしておく必要がある。 ②標準形成後にマイナス効果が発現したとき、

それを速やかに補整する政策も用意しておく必要がある。 それは競争政策、規制・規制緩和、

技術政策などであろう。 また、そのマイナス効果のゆえに、標準設定の再設計も必要となるか

もしれない。 したがって、標準政策とその他の政策との関連を考察する必要がある。 しかし、

標準による規制は技術発展や企業成長を阻害しないという見解が支配的である28。  

かくして、標準政策は、競争と効率・革新を刺激し、生産者もユーザーもともに利益を享受す

る「プラスサム」的結果を実現するように行われることが望ましい。 特に、標準は技術力量の

ための道しるべの役目をして他の構成要素あるいはネットワークとの互換性を保障する。 (OECD、

199929;Davidand Greenstein、199030)したがって、国々は新しい器機と新しい技術の進入に対して開放

されたネットワークを支援しながらネットワーク内でこのような標準化された器機と技術の効

果的に運営されることができるように支援するのが産業競争力を進めるのに役に立つと言える。 

例えば、船舶用ディーゼルエンジン関連世界市場は各国の環境規制強化動きによって親環境ディ

ーゼルエンジンの輸入は許容する一方、グロッチできなかったエンジンは排斥する傾向が現われ

てこれにより核心技術標準を保有した先進グローバル企業はこれを基盤で大型高出力、高付加価

値ディーゼルエンジンを中心に世界市場を占有して行っている。 これ以外にも界面活性剤など



- 33 - 

 

の環境関連品目は化学物質の安全性資料提出、製品登録などが要求されてこれを代行するサービ

ス業と標準が登場している。  

要するに、標準の基本的な便益は市場発展を促進させて取引を容易なように支援することであ

る。 特に、標準が技術の現在水準を反映しているから,企業は標準を通じて信頼性危険を低める

ことができる。 信頼性問題において規制はたびたび技術的製品は標準と一緒によく知られた方

法によって設計されなければならないという一般論的な条項を規定するからである。 ドイツの

場合現行の規制条項はドイツ標準化機構の標準の約 20%を引用しているし、これは標準が多くの

専門家たちの参加により制定され,ドイツ内の多くの企業が標準を使用しこれを規制標準に引用

するようになった。 ただ、ドイツ政府で標準が規制に使うに十分ではないと判断される場合に

はこれを一部修正して使っている。 また、グローバル市場との統合を促進させたりする。 国家

経済だけではなく世界経済内でも標準を採択することは資源配分を増進させて製品及び公正に

滞貨された技術情報の普及に貢献するだろう。 実際に標準そのものは技術知識に関する多くの

情報を具現することができる。 公認された標準を固守することは企業らにとって彼ら製品の品

質と信頼性を向上させるように誘引する。  

標準化のマクロ効果に関する学術研究は最近多く出されている。 これは最近グローバル貿易

環境での標準の大切さに対する認識が増加したからだ。 標準及び貿易研究に関するマクロ文献

に対しては標準と貿易に対するマクロ計量分析、分均衡モデル及び応用一般均衡モデルが存在す

る。 各接近法は今後の研究方法のための有用な洞察力と基準を提供する。  

大きな技術進歩、グローバル化などは、企業・産業の「ミクロ経済的競争力」の問題にあらた

めて注目を喚起している。 そのなかで大きな問題の 1 つが技術の標準化である。 それから技術

及び科学技術の発展、他の産業及び経済の成長にどんな経路でどのような影響を及ぼすかに対す

る方法論は大きくミクロ方法論及びマクロ方法論がある。 この研究ではまずミクロ観点でどん

な方法論が存在してどんな分析が成り立ったのか、その後、マクロ観点ではどんな方法論があり、

主要な研究成果にはどんなものがあるか検討する。 
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1. マクロ分析のための政策観点からのアプローチ 

標準の大切さを反映する適切な評価方法が選択されなければならない。全ての提案された標準

はそれぞれ他の性格を持つので、各提案別に次の基準が適切に考慮されなければならない。 標

準が一般社会と地域社会に及ぼす影響を地域社会の他の要因によってできる‘無形の’費用と便益、

そして一番脆弱な消費者やエンドユーザー(例えばもっと多い情報、製品とサービスの改善,より

信じられる結果)を含んで考察すること。 提案された標準が一般社会と地域社会に及ぼす諸般の

影響を以下に要約する。  

ㅇ環境改善の便益:標準の環境的効果を‘無形の’費用と便益(例えば騷音、汚染、快適も)を含んで

考察すること、標準が環境に及ぼす諸般の影響を要約すること。  

ㅇ健康と安全の便益:標準がどんな方法で大衆と事業場の健康と安全を改善するか記述すること、

標準が健康と安全を改善するために適切な最善の方法なのかを提示すること、標準が健康と安全

に及ぼす諸般の影響を要約すること。  

＜図表  13＞  標準の価値連鎖モデル 
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＜図表  14＞  政府の観点からの便益 

① 貿易の促

進、市場

の拡大 

標準化は貿易拡大の便益や市場拡大効果が考えられる。 この為に必要な

国家インフラにおいては、先行したつながるためのルール化(すなわち標

準化)が貿易全体便益を与える。  

② 技術の普

及 

製品の性能試験方法で技術を広く産業活動に普及・促進させることで、

類似の技術開発の無用な重複を避けると。 同時にイノベーションの方向

性の共有化、各社の注力すべき技術領域の棲
す

み分けを行う。  

③ 互換性・

インター

フェース

の整合性

確保 

部品相互の組立て、交換に際しての互換性の確保、情報システムにおけ

るソフトウェアやコンテンツの相互利用性の確保、情報技術・ソフトウ

ェア資産の有効活用、コンポーネント技術の協調による機能分業を実現

するための標準インターフェースの整備、技術間の相互運用性、継承性、

ネットワーク外部性の効力を高める。  

④ 社会的目

標の達成

手段 

「工業標準化法などの法律的な政策ツールを活用して、“産業競争力の

強化”、“安全・省エネルギー・省資源・環境・権利の保護”等の政策

目標の遂行手段として、適切な場合、強制法規の技術基準による規制と

いう手段を講じることなく、主体的に企業、消費者の行動を促進させる

ことができる。  

利益団体間、関連省庁間葛藤費用(社会的葛藤費用)節減 

⑤ 業競争環

境の整備 

製品間の性能等の客観的な比較を可能とするような、技術の基礎的、共

通的事項を統一または単純化することで、技術レベルの同等性の保証

(代替
だいたい

技術・新技術の市場参加を促し、占有市場の入替を進める)、評価

基準の明確化による技術価値の可視化を進めること 真に技術的な発

展が期待される技術等について競争を促進させる。  

⑥ 消費者に

製品情報

の提供 

商取引において売り手と買い手の双方の便益に資する形で製品の寸法や

性能、成分・強度といった品質等の製品の選択に不可欠な情報を提供(共

有)取引上のコストを削減する。 

消費者安全網構築 

商品の安全性に対する信頼性確保 

 

この方法論は価値連鎖の概念に基づき設計された。 経営管理で価値連鎖概念は企業の全ての

活動を体系的に現わす組職を分析するための非常に強力で有用な戦略手段だ。 価値連鎖概念で

は組職を主要活動及びサポート活動で分けるのに、これはそれぞれ包括的価値付加活動と費用と

価値に対して主要活動が及ぶ効果を説明するための主要活動の間の連携を意味する。  

価値連鎖モデルで説明されたビジネス機能全般に対しては全ての企業に対して適用可能だ。 価

値連鎖概念を基盤とした評価接近法は次の三種類の要素に根拠している。  
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第一、方法論の核心は機能別と活動別で標準で派生される包括的効果を列挙した包括的標準効

果マップ(SIP;Standard Impact Map)を作成することである。 各活動別にそれぞれお互いに異なる効果

が計画され得る。 この価値連鎖は先に利害関係者別にⓐ明確な便益分野の仕分けⓑ価値連鎖の

定義ⓒ価値連鎖の範囲選択等をしなければならない。 企業に限定して考えて見れば、調逹物流

及び生産/運営機能に対する標準の潜在的効果に関するリストは<表 8>のように整理できる。  

第二、標準環境及び力量分類体系⑪は組職及び産業を選定してその特性をよりよく理解するた

めの基本分析体系を提供している。 また標準化の範囲が国際標準化なのか国内標準化なのかに

よって影響力と費用/便益などは変わるであろう。 また、関連標準の製品が市場で寡占段階なの

か、独占段階なのかによっても変わることができる。 したがってこのような標準の価値を周辺

環境によって費用と便益の範囲を制限させなければならない。 企業に限定して考えて見れば、

組職及び産業特性は価値連鎖における企業のポジショニング、産業や企業の位置及び特定効果と

市場成熟度との関連性が対象である。 力量分析に対する分析体系⑫は標準を開発することで企業

が得るようになる力量、企業の標準遂行能力と標準に対する行動を扱う。  

第三、標準環境及び力量分類体系で得られた知識を方法論の核心要素である標準価値評価シス

テム⑬に適用する。 標準価値評価システムは組職で直接的に観測されることができる水準で標準

効果を把握し、解釈し、妥当性を立証する原則を基盤とする。 関連標準の便益を選定して国家、

企業など各単位水準別で集計する。  

標準が企業の価値創出に及ぼす効果の測定は まず、意思決定者が標準使用と係わる価値を評

価するようにするために明確で管理可能な基準提供、特定産業部門内に標準の便益を評価する技

術開発に関する指針を提供することである。 マクロ側面で経済的効果を現わす一般的な方法論

では産業連関(I/O table)分析、一般マクロ経済モデル及び仮想市場評価法(CVM;Contingent Valuation 

Method)を考慮することができる。 このようなさまざまな方法はそれぞれ長所あるいは短所が存

在して、分析目的によって有用な方法論が左右される。 産業連関分析は分析された産業が産業

                                                             

⑪ the Standard Context and Capability Taxonomy 
⑫ Capability Taxonomy 
⑬ Standard Valuation System 
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連関表上に分類されていると原則的に使用可能だ。 これによって標準に関する効果分析のため

に単純に産業連関表を利用したら分析の間違いを犯すことになる。 労働生産性にも影響を及ぼ

す。 韓国の場合、2001 年から推進された国際標準の国家標準化事業は韓国全体の労働生産性向

上に寄与したと考えられる。 

＜図表  15＞  年度別標準数と労働生産性の推移 

 

 

標準化のマクロ効果に関する学術研究は最近多く出されている。 これは最近グローバル貿易

環境での標準の大切さに対する認識が増加したからだ。 標準及び貿易研究に関する文献に対し

ては大きく 3 種接近方法が存在する。 このような接近法として標準と貿易に対するマクロ計量分

析、部分均衡モデル及び応用一般均衡モデルが存在する。 各接近法は今後の研究方法のための

有用な洞察力と基準を提供する。 このようなマクロ分析のために、場合に応じて標準に対する

企業の費用変化などのようなサーベイ方式が適用され得る。  
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2. 標準化の主要マクロ効果分析理論 

(1)マクロ分析理論 

ここでは CGE(応用一般均衡モデル;Computable General Equilibrium Model)モデルに対する理解を助

けるために CGE モデルの基本特性と性格をよく見て標準化効果分析のために CGE モデルがどん

なに適用されることができるかを検討する。  

1)応用一般均衡モデル(Computable General Equilibrium、CGE) 

一般均衡モデルは経済システムで存在している財貨市場、要素市場、貨幤市場などを全て同時

に考慮する。 このような一般均衡モデルに対する理論的設計以外にも特定の経済を構成する経

済主体を描くことができる資料及びこのようなモデルを求めるのに使われる方法などが追加さ

れたモデルを応用一般均衡モデルと称する。 すなわち応用一般均衡モデルは一般均衡モデルと

は違い各産業部門の間の連関関係を中心にして政府のエコノミックスポリシー変化や外生的な

変数の変化が経済全般に及ぼす影響をフィードバック効果(feedback effects)を通じて分析すること

ができるようにしている。 このように応用一般均衡モデルは政策的な変化(この場合応用一般均

衡モデルでは政策変数(policy variable)を外生変数で考慮)または外部環境の急激な変化(原油価格の

急騰)が発生した際国内総生産、厚生などに及ぼす効果を分析するのに望ましい方法だと考えられ

る。 言い換えれば、どんな特定分野の標準化投資者経済、特に産業構造を含めた経済システム

に及ぼす効果を分析するためには一般均衡モデル分析よりは応用一般均衡モデルがより望まし

い方法だといえる。 応用一般均衡モデルの基本的な特性は以下の点にある。 第一、応用一般均

衡モデルはミクロ及びマクロモデルを全て包括する部門(システム)モデルだ。 CGEモデルは財貨、

労働及び資本の需要と供給の間のマクロ関係を考慮することはもちろん生産、労働、消費、投資

などの部門別ミクロモデル設定を通じてミクロ的な変化効果の把握を可能にさせる。 第二、応

用一般均衡モデルは数量と価格を内生的に決める一般均衡モデルだ。 一般的な一般均衡モデル

では数量が決まって物価水準は付随的に算定されるとかまたは反対に数量が物価水準によって

決まる。 これに反して応用一般均衡モデルは需要-供給制約条件を反映して数量と物価が相互に

影響を与えるように設計する。 第三、応用一般均衡モデルは一種のシミュレーションモデルだ
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から検証しにくいという短所がある。 応用一般均衡モデル分析のために使われた一般的なモデ

ルは次のようである。  

 

< 実物流れ(Real flows) > 

(1) 生産、Production＝
 DDD KVLX ,,

 

X : aggregate output、 DL : Labor demand、 DV : Intermediate demand、 DK : Capital demand 

 

(2) 輸出変換 Exporttransformation=  SDEX ,  

E : Export、 SD : Supply of domestic output 

 

(3) 輸入統合 import aggregation  DD DMQ ,  

DQ : Composite good demand、 M : Import 

 

(4) 輸入需要 import demand  de

D
pPf

D

M
,1  

DD : Demand of domestic output、 eP : Domestic price of exports 

 

(5) 輸出供給 Exportsupply
 de

S
PPf

D

E
,2

 

dP : Price of domestic sales 

 

(6) 消費需要 Consumption demand  CPC qD ,  

qP : Price of composite good 
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(7)投資需要 Investment demand  ZPZ qD ,  

DZ : Real investment 

 

(8)中間需要 Intermediate demand  xqD PPWRV ,,,  

R : Rental rate of capital、 W : Wage of labor、 XP : Price of aggregation output 

 

(9)全体 Total 
DDDDD GVZCQ 

 

DC : Real consumption、 
DZ : Real investment、 DV : Intermediate demand 

DG : Real government demand 

 

(10) 労働供給 Labor supply 
 qS PWL ,

 

 

(11)労働需要 Labor demand 
 xqD PPWRL ,,,

 

 

(12) 資本需要 Capital demand  xqD PPWRK ,,,  

 

< 実物部門 制約条件(Real system constraints)> 

(13) 製品市場 Product market 0 SD DD  

(14) 労働市場 Labor market 0 SD LL  

(15 ) 資本市場 Capital market 0
SD KK  

S

K : Aggregate capital supply 
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< 名目流れ(Nominal flows) > 

(16)労働収入 Labor income
 LSL TLWY  1  

LY : Nominal income、 
L

T : Tax rate on labor income 

 

(17)資本収入 Capital income  KSK TKRY  1  

KY : Capital income、 
K

T : Tax rate on capital income 

 

(18) 政府収入 Government  income
SKSLG KRTWLTY   

GY : Government  income 

 

(19) 消費関数 Consumption  function  KL YYC ,  

 

< 価格方程式(Price equations) > 

(23) 輸入価格 Import price
Smm PrP   

mP : Domestic price of imports、 
Sm

P : World price of imports 

 

(24) 輸出価格 Export price
See PrP   

eP : Domestic price of exports、 
Se

P : World price of exports 

 

(25)複合価格 Composite price  dmq PPP ,  
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(26)算出価格 Output price
 dex PPP ,

 

 

2)応用一般均衡(CGE)モデルの実例 

応用一般均衡モデルは標準の変化がお互いに異なる市場環境を持った国々の貿易と投資にど

んなに影響を及ぼすことができるかを理解するのに役立つ。しかし、大部分の場合分野別でコー

ドが国別で違うように細分化されているから総和された標準の尺度と細分化された各分野別分

析はできない。 そういう意味で応用一般均衡研究は粗っぽい標準の設定を複合的な理論的設定

で統合する研究であることだ。 このようなモデルは技術貿易障壁の自由化が競争的な見込みを

新しくして産業を合理化することができるかどうかに対するおもしろい予測ができるようにす

る。 ヨーロッパ経済統合の結果アジアの国々に及ぶ影響を応用一般均衡モデルを利用して分析

をするために次のような手続きを通して実施したことがある。  

第一に、モデルの地域的仕分け(Regional Dimension of the Model)を決めるために地域を中国、イン

ド、東南アジア国家郡(パキスタン、バングラデシュ、スリランカなど)、準 NIEs(フィリピン、マ

レーシア、インドネシア、タイなど)、NIEs(韓国、台湾、香港、シンガポールなど)、その他の国

などに分類した。  

第二に、商品側面に関してはモデル⑭作成のために交易部門を農業、一次産品、鉱産物、加工

食品、纎維と衣類、機械類、その他工産品などに分類した。  

第三に、モデルに方程式グループで 商品供給、最終商品数です。 完全競争に基礎したゼロ純

粋利潤条件(Zero Pure Profit Conditions)、市場の需給均衡状況でも、貿易均衡(Trade Balance)、その他関

連事項などを作成してモデルを推計するように内生変数問題を解決した。  

第四に、関連データを収集して必要な場合、既存の推定値(例、代替弾力性、など)を利用しデ

ータを作成して応用一般均衡モデルを推計した。  

                                                             

⑭ Commodity Dimensions of the Model 
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五番に、関連シナリオ(例、ヨーロッパ統合の結果アジア地域に対する需要が 10%減少した場合、

中国の纎維と衣類分野生産性が 10%向上した場合など)によって該当地域に及ぶ影響を交易規模、

各国の総生産及び雇用などの側面で分析した。  

 

(2）費用/便益分析の計量分析対象と範囲 

＜図表  16＞  市場経済に肯定的効果を及ぼす標準の計量分析対象と範囲 

 
効果内容 計量分析対象 分析範囲 時系列 

企

業

の

市

場 

拡

大

効

果 

容易くなった新規事業環境で

雇用創出 

新規事業による雇用人

数 
全産業 

損益分岐点前

まで分析 

国際標準化で貿易障壁解消前

後の輸出入増加 

輸出入増減額 

(輸出入統計) 
全産業 導入前後比較 

投資の不確実性除去 

標準技術導入企業の 

年平均株価上昇位 

(株価変動量) 

全産業 投資段階 

情報収集費用など設計費用の

減少 

設計に必要となる時間、

費用節減量 

デジタル製造

産業、消費ト

レンド産業 

設計段階 

経

済

発

展 

イ

ン

フ

ラ 

連関産業発展効果 
市場拡大を産業連関係

数変化から推定 
全産業 

導入から寡占

段階まで 

利益団体間,関連省庁間葛藤

費用(社会的葛藤費用)節減 
社会的葛藤費用 規制産業 

導入から寡占

段階まで 

社

会

発

展

イ

ン

フ

ラ 

消費者安全網構築 
安全事故発生及び予防

件数 

安全、環境(規

制)対象産業 
寡占段階から 

商品の安全性に対する信頼性

確保 

商品ネーム・バリュー

(アンケート調査) 

安全、環境(規

制)対象産業 
寡占段階から 
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3. 標準化のマクロ効果分析の主要事例 

海外進出する際には、自らの「競争力の源泉」を確保しつつ他業種・他社と「つながる」ため

に標準化を活用することが極めて重要となる。 このように標準は貿易に及ぼす重要な側面をも

つ。 これに言及した最初の文献はスリーバン31にみることができる。 彼は標準が貿易の成長に

重要な要素であると言及しながら、貿易は危険と取引費用などの問題を持っているが標準がこの

ような問題を減少させることで貿易を成長させる主要素になると述べている。 この文献を基礎

にして多くのマクロ経験的効果分析がなされたが、ここではこのような文献を検討する。  

(1)貿易環境に及ぶ影響分析 

1990 年代に情報技術（IT〕革命と一連の政治的・制度的変革が同時に起きたことにより、生産

システムは飛躍的に進歩した。 これらは共に生産工程の国際化を促し、グローバル生産への道

を開いた。 より廉価かつ高速の国際通信網の発達により、遠隔地にある企業と生産拠点を一層

容易に協調させることが可能になり、生産工程の細分化と国際分業が進んだ。 米国のジャーナ

リスト、フリードマン32は、こうしたトレンドが「世界を平坦にした」と表現した。 その背後に

あるのが、インターネットの誕生、業務管理ソフトの開発、「インーフオーミング」、さらにデ

ジタル／モバイル／パーソナル／バーチャル通信技術の進歩などである。  

ジュネープ国際高等問題研究所のボールドウィン33が語ったように、生産システムは「断片化」

(あるいは分節化)され、世界中に分散される。 プリンストン大学の経済学者であるグロスマンと

ロッシーハンズバーグ34は、この新しいパラダイムを「仕事の貿易」と呼んだ。 各国は、もはや

自国内だけで完成させた製品を輸出するより、むしろ生産工程の特定の段階に特化する傾向があ

る。 完成品に至るさまざまな段階は、商品の企画から製造、商業化に至る連続した生産活動（付

加価値創出活動）全体を指す「価値連鎖」の概念を通じて結び付けることができる。 価値連鎖

を複数の企業とさまざまな国の問で細分化・最適化できるようになったことで、「国際価値連鎖」

という、一層広い意味を持つ用語が生まれた。 特定の生産工程への特化と、高度なビジネス連

携システムヘの統合を伴う国際価値連鎖は、その構成要素である各部品・原材料の対価の合計よ
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りも多くの価値＝「付加価値」を生む。 このことは製造業だけでなく、同程度の複雑性と相互

依存性を有する流通、小売業にも当てはまる。 今日の最も統合の進んだ価値連鎖は、デマンド・

チェーンとサプライ・チェーンというお互いに関連するシステムが組み合わされたものである。  

価値連鎖は多様なビジネス機能を伴う異なった生産工程に特化した多くの企業で構成されて

おり＜図表 17＞、システム全体の効率性はこれら企業の相互連結のされ方に大きく左右される。 

また、企業が上流部門の供給者ーと下流部門のバイヤーを系列化する程度を「垂直統合」と呼ぶ。 

20 世紀の大半において垂直統合はもっぱら国内で行われていたが、1990 年代末以降は国際化が進

み、いわゆる「垂直分業」の概念が生まれた。  

＜図表  17＞  需要者及び供給者側面での価値連鎖 

 

海外直接投資(FDI)は投資対象国の技術標準化環境と密接な関連性があると考える。 生産工程を

細分化し、サプライ・チェーンヘの参加者がそれぞれ有する比較優位を発揮させるだけでなく

（「効率性追求型 FDI」）、海外市場に参入することで外国の消費者に商品を直接販売すること

でもある。 生産工程の細分化・地理的分散は、開発途上国の生産者に輸出市場を拡大する絶好

の機会を提供する。 ハリソン35などはさまざまな技法で上記研究を発展させた。 彼らはアメリ

カの場合立証されたことに比べて完璧な標準一致が完璧な価格統合を発生させるはずなのかに

対して疑問を申し立てた。 彼はヨーロッパ連合が追加的な競争と合理化で利得を得る一方、企

業は価格差別に制限された能力を維持するしかないとの独占的競争を前提した応用一般均衡モ

需要 側 

マーケティング、
研究開発 

販売 

直接販売 メカトロ店舗 

供給 側 

供給網管理 

ソーシング 

供給者 物流 
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デルを発展させた。 彼らは標準費用が 2.5%減少されるというガシオレック36など’の結果をその

まま採択した。 ところがこれらは標準から発生する利得に対して需要側面チャンネルを追加し

た。 特に一致した標準は自国と違うヨーロッパ連合製品の間に一体弾力性を増加させることは

もちろん海外製品に関する情報を増加させながら製品特性に対する消費者信頼を増加させなけ

ればならない。 これらはヨーロッパ連合内部の一体弾力性を増加させるようにすることで、す

なわち“他のヨーロッパ国家製品が非ヨーロッパ国家から輸入された製品と競争することができ

る水準”で“全てのヨーロッパ連合製品が自国製品と見なされる水準”まで増加させるようにす

ることで、需要側面概念を具現化した。  

ハリソンなどは標準化費用の 2%下落が国内総生産の最大 0.5%の厚生利得を発生させることを

明らかにした。 もっと高い一体可能性を追加するようになればヨーロッパ連合外部での輸入か

ら需要を遠く移動させる費用を犠牲にすると言ってもこの利得は二つの倍以上増加するように

なる。 結局、これらは資本に対する実質収益の上昇によって長期的に投資は増加するはずだと

いうことを推定した。 新しい正常状態均衡で厚生便益は年間 GDP の 2.4%に到逹することができ

る。  

スワン(Swann37、1996)とモエニウス(Moenius38、1999,2004,2006)は貿易と標準に関する経済仮説の

多重性を扱ったし、実際にどんな仮説も支持されることができるという点に注目した。 スワン

など)は 1985 年から 1991 年の間のイギリスの輸出と輸入に対して、自発的な国家“特有”の標準

とイギリスとドイツが認めた国際標準の件数に関して回帰推定をした。 標準の件数は、PERINORM

データベースで抽出されたし三桁の標準産業分類(SIC)と一致させた。 貿易に影響を与えることが

できる有効技術変数として標準のものは数万を使うことは問題の余地が多く残るし、このように

量的な側面のみを考慮することは標準が分野と製品によって多様に変わることができるからだ。  

 

[差別化財の生産企業の利潤（部分均衡）]輸出・海外生産の企業利益 

 

  

市場規模

 市場の規模 

[労働費用]   貿易費用 
  企業の生産性   輸出・海外生産の固定費用  
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1) 標準化が輸出入に及ぶ影響：ドイツ標準化機構の研究(均衡分析) 

過去に標準は輸出入において一種の非関税障壁で使われたりしたが標準の存在そのものが海

外の消費者と投資者に国内で生産される商品及び製造会社に関するより正確な情報を提供して

くれる側面がある。 これは海外の消費者が自分に一番多い効用を与える商品を購買することが

できる機会を持つことができるし、また海外の投資者は最適の投資機会を持つ可能性がより大き

くなるということを意味する。 したがって標準の存在は輸出入に肯定的な影響を及ぼす。 また、

標準の使用は少ない費用で製品の品質を進める役目をするので特定国家が保有している標準は

国際市場で少なくとも短期的には競争優位を確保することができる手段になる。  

標準と輸出入の関係に関するドイツ標準化機構の研究目標は上で言及したように標準が輸出

入に肯定的な影響を及ぼすのか、またはそうではないのかを実証的に検証しようとする点にある。 

このためにドイツの国内標準と国際標準を区分してこれらがドイツの主な貿易相対国との輸出

入に及ぼした影響がどうであったかを分析した。分析結果、標準は輸出に肯定的影響を及ぼすこ

とが把握されたし特に国際標準が国内標準より輸出入により多くの影響を及ぼすということが

分かった。 国内標準はドイツ企業の輸出に何の影響も与えることができなく、また、外国企業

がドイツ市場に進出するに際して進入障壁として作用していなかったことも把握された。 した

がって国際標準を先行獲得することが、世界市場で競争優位を確保することができる近道である

ことを知らせてくれている。  

2)スワンの研究(均衡分析) 

スワンなどはイギリスの国家標準が輸入と輸出を増加させる傾向があるということを指摘し

た。 輸出方程式係数が 0.48、一方、輸入方程式係数は 0.34 だった。 この結果は、イギリスの国

家標準は、100 単位の増加は製造業に輸入を 34%増加させる一方 48%の製造業輸出を増加させるこ

とができる等弾力的であることを暗示している。 イギリスが参加した国際標準は輸入に些細な

影響を及ぼしたが、輸出では 24%の国家標準よりは小さいけれどかなり重要な影響を及ぼした。 
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ドイツ特有の標準はイギリスからの輸入を大幅に引き上げさせる傾向があったが輸入での否定

的な効果があった。  

彼らはイギリスの標準による税金賦課はイギリスの輸出と輸入に肯定的な影響を及ぼしたと

結論を下した。 したがって標準は海外品質向上とイギリスでの輸入需要を引き上げるのに寄与

した。 標準はイギリス特有の標準を守る国内企業らに費用を引き上げさせるようにすることで

輸入に肯定的な効果を与えた。ところがこのような作業から理論的にこのようにすぐれた推論を

することは不可能で回帰分析はそういう細密ないくつかの点を支持することができない。 一歩

進んでドイツ標準はイギリス輸出を減少させたが、これは保護的な効果をもたらしたということ

を見せてくれる。 この二つの結果は相反するのに、その点について著者は何らの説明を提供し

ない。 最後に国家特有の標準は国際標準より貿易に関して多く影響を与えた。 このような結果

は規模の経済に根拠した貿易増加と製品多様性減少による貿易減少の間の相反関係を反映する。

しかし、この仮説は検証されなかった。  

3)モエニウスの研究(均衡分析) 

モエニウスは 12 ヶ国の 標準件数データと標準国際貿易分類(SITC)の 4714 桁産業コードを 1980

年から 1995 年の間双方貿易量の重力基盤分析で統合することでこの接近法を発展させた。 モエ

ニウスは国家的だけで技術要求事項を列挙する文書の数によって測定された国家固有標準のよ

うなコードを扱う二つの国間の繋がれた文書の数によって測定された双方共有標準を区別した。 

標準件数資料の内容情報に対して申し立てられた反論は、特にこのような繋がれた標準に対する

争点だった。 回帰分析に使われた標本は、比較目的のために作られたアメリカと日本と一緒に

現在ヨーロッパ連合内の 8 ヶ国家にスイス、オーストラリア、ポーランド、トルコを含んでいた。 

この資料は発展途上国を含む唯一の研究資料である。 一番単純に、共同標準は潜在的な費用差

をとり除いて貿易を増加させる。一方、国家固有標準は暗黙的な非関税障壁で貿易の流れを制限

するという仮説を立てることができる。 ところが標準類型が国際貿易に影響を及ぼすことがで

きるさまざまなチャンネルがある。 討論のために<図表 18>のような要約表を利用する。  
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＜図表  18＞  標準と貿易に関する理論的文献の予測 

理論 共有標準 
国家特定 

標準輸入業者 

国家特定 

標準輸出業者 

戦略的提携 + -  

競争劣位  + - 

標準化トラップ + - - 

競争優位  - + 

多様性の損失 - + + 

標準の指定的位置によって、貿易が増加するとか減少することができるという仮説が存在する。 

ところが共同標準は輸出と輸入を均衡的に増加させて、固有標準は輸入を減少させて輸出固有標

準が輸出で不確実な効果を及ぼすと前提することができる。 各行での符号たちはエコノメトリ

ックスの分析が理論の間で区別される一部がヌングソングを支持しているという点を念頭に留

めおきたい。  

モエニウス39は共同標準 1%の増加が 0.32%の貿易量増加をもたらすと指摘しながら、共同標準

が貿易量に関して肯定的で非常に相当な効果を持っているということを見出した。 彼の計算に

よれば 0.35 の平均弾力性を前提とする場合、アメリカとアメリカ交易相手国間の共有標準の 1%

の上昇は 60 億ドルのアメリカの貿易量上昇をもたらすだろう。 これは経済的に注目に価する。 

最後に、因果関係検定は標準の増加が貿易量を増やして貿易の増加はフィードバック効果でより

高い標準を発生させるという仮説を棄却することができないことを示した。  

モエニウスは、また等しい変数に対する双方輸入量を回帰分析したが、部門間相手価格変数の

差をとり除くための試みで 2 桁全て産業分類を選択してダミー変数とともに輸入業者特定及び輸

出業者特定標準を追加した。 共同標準が 0.16 の弾力性で輸入を著しく増加させるということを

見出した。 また、興味深いことであるが、輸入業者特定標準件数は標準がノンタリフ・バリア

ーという理由で輸入を減少させるのではなく少し増加させる傾向があることに注目した。 輸出

業者特定標準は約 0.27 の弾力性で輸入量に対して強く肯定的な影響を及ぼした。 これは輸出業

者特定標準が輸入業者に品質と信頼性に対する信号を提供するという見解による。  

モエニウスは産業を 1 桁 SITC 水準にグループ化しながらより粹な結果を導出した。 モエニウ

スは輸入特定標準が非製造業部門の輸入をかなり減少させたが製造業部門での輸入は増加させ
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たことを見つけた。 対照的に、輸出特定標準は大部分の分野で貿易の流れと肯定的に関係があ

る。  

これは彼の主要研究成果であり、著者はそれに対してもっともらしい説明を提示した。 特に、

標準とコードは費用に対して相殺的な効果を持っている。 特定市場に必要な条件を満足させる

ための適応、検査、そして認証を強要することで、輸入特定標準は保全費用(Compliance Cost)を上

昇させて貿易を減少させるだろう。一方、共有標準及び国家特定標準は市場の選好度と品質に関

する情報を取得する費用を減少させながら貿易を増大させるだろう。 製造業製品はその特性で

より多い多様性を持っているから、製品に対する情報費用の減少は特により価値があるだろう。  
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4)FTA による貿易拡大の効果分析事例(部分均衡分析) 

ガシオレック(Gasiorek40、1992)は、多くの部門で規模の収穫増加(IRTS)を前提にヨーロッパ連合

経済の CGE モデルを設定した。 彼らは、二つのシナリオをモデル化したが、その二つのシナリ

オ全ては、ヨーロッパの国々が共通的な標準を通じて 2.5%の貿易費用を節減させることができる

と仮定する。 すなわち、共有標準(shared standards)を通じて係わる非効率性を減らすことができる

というのである。 

一番目の状況は多くのヨーロッパ国家の市場は自国需要に基盤を置いてマークアップ価格を

賦課するように許容しながら他の要因によって細分化されていることを前提とする。 二番目の

状況では市場は完全に統合されて企業はヨーロッパの需要に依拠して全体的に決まった価格を

設定するのである。 また、企業の数が固定された短期効果と企業の数を内生変数(進入/退出許容)

で考慮した長期効果を区分する。  

この研究は、生産と貿易に大きい影響を及ぼしたということを指摘できる。 規模の収穫増加

(IRTS)が存在する部門ではヨーロッパの国々の費用節減によって生産と輸出はかなり増加する。 

また、ヨーロッパ連合外部での輸入が減ってヨーロッパ連合内部地域商品の生産が増加するはず

だから相当な水準の貿易転換がある。 統合市場シナリオでそういう影響はより一層大きかった。 

ヨーロッパ連合の厚生利得は大きく増加したが、短期的には GDP の 1%そして長期的には非効率

的企業が消えるのである。ティルマニとバアレ(Thilmany and Barret、1997)はアメリカから他の NAFTA

会員国への乳製品輸出に対する技術規制の影響を研究した。 そういう接近法で需要及び供給曲

線は上昇したと前提する。 需要曲線の移動は製品品質に対する消費者不確実性を軽減するため

の標準の効果を反映する（Jonson、Hudson41）。 そして供給曲線の移動は標準適合性費用(Compliance 

Cost)を含んだ輸出の引き上がった取引費用に起因する。 著者たちは実証分析で非関税及び関税効

果を区分することができない。一方、貿易障壁の生産補助金及び輸入関税率同価値を推定するた

めに国内及び国際価格を比べた。 国内生産業者たちは必ず標準に拘束されないし標準は関税と

一緒に国内生産者を保護するのに使われて、国内消費者厚生を害したりするということを指摘し
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た。 これらの非関税障壁撤廃の効果を GTAP⑮で計測する場合には、主に二つの手法がとられる。 

一つは、関税と同様の効果があると仮定して関税率換算を行った上で、関税率を表す変数を操作

することである。 もう一つは、効率性の向上によって費用の低下が図られたとして、技術革新

による費用削減効果を表す変数(ams)を利用する方法である。 域内の標準についてのハーモナイ

ゼーションが進んだことにより、今まで支払っていた検査費用が不要となりコスト削減につなが

ったという場合は、関税が削減された効果に類似しており、関税率を表す変数に操作を加えるの

が適当と言える。 一方、これまでの規制に要する手間が省けたことで、純粋に効率性が改善さ

れたという場合は、技術革新による費用削減効果を表す変数の利用が妥当である。  

この報告書では後者を仮定し、効率性の向上により輸出費用をどれだけ削減できるかを示す変

数を操作することで、標準化の効果を計ることとする。 シミュレーションの際には、この値に

ショックを加えることになる。 たとえば、技術障壁の撤廃により効率的な貿易が行われ、輸入

価格を 1％低下させる効果が生み出されると想定した場合には、技術革新による費用削減効果を

表す変数を 1％上昇させることになる。 上で仮定した国別の政策指標を用いた場合、アジア域内

で標準化を促進させたことにより、アジアから日本、中国、韓国への輸入価格は 2％、アセアン

への輸入価格は 1％削減されたと想定しているので、実際のシミュレーションにおいては、それ

ぞれに 2 あるいは 1 という値を外生的に与えて、その効果を求めることになる。 標準化の経済効

果を計る分析手法としては、一般均衡分析である GTAP モデルを用いることにする。 GTAP モデ

ルは、米国パーデュ大学世界貿易分析センターにおいて実施されている世界貿易分析プロジェク

トのもとで、ハーテル（Hertel）教授を中心として開発された。 その主な目的は、国際貿易が世

界各国に与える影響を、定量的に分析することである。 GTAP モデルはその開発以来、世界規模

の経済政策分析の手法として、広く活用されている。 このモデルの構造の詳細は、Hertel(1997)42に

述べられていると共に、一般にも公開されている。 独自にモデルを改訂したり、同様の分析を

再現することも可能であることから、ユーザーフレンドリーなモデルとなっている。 その利便

性と透明性ゆえに、GTAP モデルの利用者は多く、GTAP を利用した分析も数多く存在している。 最

初の開発以来、これまで、度重なるモデルの改訂が行われており、最新のバージョンは 2003 年に

                                                             

⑮ GTAP: Global Trade Analysis Project 
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リリースされた 6.2 版である。 GTAP には、国際資本移動や資本蓄積を考慮した動学モデルも存

在している。 動学モデルでは、時間的経過を考慮に入れた政策効果を計ることが可能であり、

静学分析と共に、この動学モデルを利用した政策シミュレーションを行う。 GTAP データベース

は国際産業連関表を基礎に、その他、様々な経済指標や貿易関連データなどを含んだ、大規模な

ものとなっている。 静学分析では GTAP7DataBase、動学分析では GTAP7DataBase の動学用のデー

タベースである。 シミュレーションの計算には、静学分析では Run-GTAP、動学分析では Run-GDYN

というソフトウェアを利用した。 なお、アルゴリズムとしては、Gragg 法という外挿法を用いた。 

標準化の経済性を検討するうえで、まず、計量経済学における基本的な考え方をもとに、標準化

効果をどのように考えるのかを整理している。  

GTAP モデルを用いて、アジア域内で標準化を進めた場合の経済効果をシミュレーションする

には、まず、それによってどの程度、貿易費用を削減することができるかを見積もる必要がある。 

すでに述べたように、Otsuki など(2005)は、16 カ国 159 社への調査をもとに、海外の基準に適合さ

せる固定費用は、1 社平均 42 万ドルで付加価値の約 4.7％であると報告した。 彼は 2004 年には、

17 ヶ国 689 社へのアンケート調査から、技術要求準拠に要する投資費用は、国ごとの平均で売り

上げの 4.4％になると指摘した＜図表 1９＞ 。さらに、産業別の指標も集計、＜図表 20＞のよう

に示した。  

 

＜図表  19＞  技術要求準拠に要する投資費用43（国別売り上げ比、％） 

地域 国家 平均投資費用 

東ヨーロッパ 

 

ブルガリア 2.15 

チェッコ 5.71 

ポーランド 3.48 

小計 3.74 

南アメリカと 

カリブ海 

アルゼンチン 2.17 

チリ 2.64 

ホンジュラス 1.50 

パナマ 4.16 

小計 2.56 

南アジア 

パキスタン 0.77 

インヂア 24 

小計 1.79 
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＜図表  20＞  産業別の技術要求準拠(規制)に要する投資費用（売り上げ比、％） 

産業の種類 平均投資費用 

農業製品 6.18 

畜産製品 3.43 

電気と電子装備 2.40 

加工金属 11.21 

産業機械と装備 1.81 

化学分野 3.17 

インスツルメンツ、光学、時計 0.26 

皮革や皮革製品 1.98 

紙と関連製品 1.28 

印刷と印刷製品 0.29 

加工製品とタバコ 4.61 

ゴム、プラスチック製品 5.20 

通信とターミナル装備 1.57 

繊維と衣類 2.73 

交通装備、自動車部品、ディ－ラ 4.18 

木材と家具 0.45 

建設と建物関連サービス 1.43 

一次金属と金属製品 11.27 

石油とその他の非金属鉱物 9.83 

その他の製造商品 20.89 

薬と酒類 3.67 

材料 1.99 

その他のサービス 0.26 

その他 4.60 

総計 4.44 

 

OECD(2000)は、アメリカ、イギリス、ドイツの企業が日本への輸出に際して、法律で定められ

た基準を満たすために追加的に要した費用を調査した。 その結果、情報機器分野では 1-2％、酪

農製品で平均 5％、自動車部品で 5％ほどの追加費用がかかると報告している。  

他方、APEC(1997)のレポートでは、先行研究を参照しながら、水際の検疫に要する日数の短縮

化などの貿易円滑化によって削減できる費用は、輸入価格の 2-3％程度と見積もっている。 その

うえで、その数字を控えめに考慮して、韓国、中国、台湾、シンガポールの NIEs 諸国に対しては
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1％、その他の途上国に対しては 2％の費用削減効果があると仮定して、CGE モデルシミュレーシ

ョンを行っている。  

川崎（1999）も、貿易円滑化すなわち貿易の技術的障壁が削減される効果を、輸入財価格の 1％

と仮定している。 日本からの機械輸出に携わる企業 53 社に対するアンケート調査に基づき、ア

ジア 9 ヶ国地域への輸出に際に生じる貿易手続き費用を対価格比率で集計した。 その結果、技術

障壁によってかかる費用は、貿易額の 1-2％であることが示された。 この数値をもとに、1％とい

う控えめな仮定を置いている。  

標準化によって、短期的にはそのための調整コストゆえに、生産費用は増加する可能性が高い

が、その後は貿易の技術的障壁の低減による費用削減効果が期待される。 シミュレーションで

は、そのような短期的な生産費用の上昇は考慮せず、もっぱら長期的な貿易費用削減効果にのみ

着目する。 本稿においても上記先行研究を踏まえ、アジア域内で標準化が進められて技術障壁

が解消された場合の費用削減効果は、アジア各国の輸出価格を 1-2％低下させるものであると仮定

することにする。  

シミュレーション結果、静学的な分析においては、3 つのケースを想定してシミュレーション

を行った。 第 1 のケース 1a では、標準や技術制度の調和により、アジア各国から日中韓への輸

出については 2％、ASEAN への輸出については 1％の費用効率化が図られると仮定している。この

シナリオでは、産業ごとの費用削減効果は同じであるとし、全ての産業において一律に上記比率

のショックを与えた。 2 番目のケース 1b では、標準化の費用効果は産業ごとに異なるという想

定である。  

ケース 1c は、製造業の分野のみで標準化が進められた場合の効果を見たもので、農業やサービ

ス分野の項目は除外している。 具体的には、繊維・衣類、革・紙・木材、化学、金属、輸送機

械、電気機械、一般機械、その他製造業の 8 つの製造業で、シミュレーションを行った。 特に、

衛生植物検疫（SPS）などか絡む食の安全性については、各国での認識の隔たりが大きく、この

分野での標準化の調整は極めて難しいことから、このようなシナリオを想定した。  

これら 3 つのケースのシミュレーション結果は、＜図表 21＞, ＜図表 22＞, ＜図表 23＞に示さ

れている。 図表は、それぞれのケースの国・地域ごとの GDP、経済厚生、輸出入の変化を表し
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ている。 ほぼ全てのケースにおいて、アジア域内のマクロ指標はプラスの効果を示している。

一方、域外地域ではマイナスの効果が出ている。 唯一の例外は、ケース 1b の EU の経済厚生で、

この値のみ域外においてもプラスの効果となっている。  

GDP へのインパクトについては、アジアの中で韓国が最も大きく、0.3 から 0.4％の押し上げ効

果があると計測されている。 日本の GDP への効果は、0.07 から 0.1％とアジア内では一番小さく

なっているものの、その額の大きさは 45 億ドルにもなる。 アジア全体では、ケース 1a で 148 億

ドル、ケース 1b で 142 億ドル、ケース 1c で 118 億ドルの効果がある＜図表 22＞。 アジア域内で

の標準化は、域内に多大なプラスの効果をもたらす。一方、域外へのネガティブなインパクトは

比較的小さく抑えられることが、シミュレーションの結果から読み取れる。  

輸出入の値からは、アジア域内においては、標準のハーモナイゼーションによって域内の貿易

が活発化されるという貿易創出効果が起こり、対域外では、域外からの輸入が域内からの輸入に

振り替わるなど、逆に貿易転換効果により、貿易が阻害されることが分かる。 ケース 1c は、サ

ービスや農林水産業への効果を除いている分、GDP や経済厚生へのプラスのインパクトが軽減さ

れていることがうかがえる。  

＜図表 21＞は産業別の生産額の変化を表している。 日中韓は、ASEAN と比べてサービス産業

に優位な結果が出ている。 その他、日本は金属、中国は食料や電気機械、韓国は加工食品とそ

の他の製造業、ASEAN は食肉、鉱産品、電気機械の各産業においてプラスの効果が現れている。 

製造業のみで標準化を行った場合、日本の第一次産業へのマイナスの影響は緩和されるが、中国

や ASEAN の同業者にとっては、比較的不利な立場に立たされることが分かる。  
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＜図表  21＞ 付加価値(GDP) 創出の効果 

 

＜図表  22＞  マクロ経済効果–GDP と経済厚生 

 

注：GDP については変化率（％）、経済厚生と輸出入については 100 万 US＄で表示されている。 

変化率は政策を実行する前のベースラインからの乖離率、経済厚生と輸出入の額についてはベー
スラインとの差額を表している。  
 
 
 
 
 
 
 

 ケース 1a ケース 1b ケース 1c 

 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 

日本 4,058 9,406 2,413 7,157 2,990 7,108 

中国 8,908 9,078 8,185 8,408 6,699 7,003 

韓国 2,812 4,309 2,455 3,828 2,709 3,941 

アセアン 1,535 4,122 1,891 4,329 1,303 3,115 

ナフタ -490 -3,712 -408 -2,575 -331 -2,519 

 ケース 1a ケース 1b ケース 1c 

 GDP 経済厚生 GDP 経済厚生 GDP 経済厚生 

日本 0.10 6066.74 0.10 5899.51 0.07 4504.86 

中国 0.33 5836.74 0.28 5258.61 0.26 4702.73 

韓国 0.41 3537.73 0.44 3694.27 0.33 29607 

アセアン 0.26 3479.61 0.25 3676.54 0.24 2638.28 

ナフタ -00 -1490.81 -00 -663.95 -00 -918.50 
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＜図表  23＞  マクロ経済効果－輸出、輸入 

 

 (2)技術革新と拡散に与える影響分析の事例 

標準化は標準制定及び技術規定数の増加、技術革新は特許登録及び技術開発投資を指標にして

標準化と技術革新の係わり合いを分析した結果、技術革新が多い分野で新しい標準がたくさん制

定されることが分かる。 この結果は交差分析、時系列分析などでも有効に現われているし結論

的にドイツの標準化作業は技術変化に適切に対応していることが分かる。 また、標準の寿命に

関する分析では技術変化が多い産業部門の標準寿命が比較的短いことが明らかにされた。 一方、

新しい標準や標準数の増加が技術革新に及ぼす影響に関する分析では、技術革新が研究開発投資

などの影響を受けるから統計学的分析には少し難しい点があるが標準の増加が技術革新にも肯

定的影響を及ぼすことが明らかにされた。 製品の寿命と開発に与える影響が非常に短い製品分

野に対しては標準の開発者は科学的、技術的に意味が喪失された標準を体系的に廃止したり取り

替えたりしていない。 一般的に標準化作業は経済、社会的に重要な分野に対して行われている。 

その理由は、標準化は技術移転の一つの形態として企業にとっては非常に重要な意味を持ってお

り、ここに参加している人々は大部分該当の技術分野を主導する最高の専門家だからである。 ま

た標準化に参加する全ての企業は標準化に参加することで他の企業の研究開発経験を学ぶこと

ができるし、これは自分の企業が直接研究開発に投資するより危険が少ないということを確信し

ているからである。  

1) イギリス商務省の研究 

イギリス商務省から研究依頼を受けたボミングホム大学のスワン44は技術革新と拡散に及ぶ影響

分析のために約 400 編の論文を記述しており評価されている。 

 ケース 1a ケース 1b ケース 1c 

 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 

日本 4,058 9,406 2,413 7,157 2,990 7,108 

中国 8,908 9,078 8,185 8,408 6,699 7,003 

韓国 2,812 4,309 2,455 3,828 2,709 3,941 

アセアン 1,535 4,122 1,891 4,329 1,303 3,115 

ナフタ -490 -3,712 -408 -2,575 -331 -2,519 
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＜図表  24＞  標準がある場合と特許などで技術知識が保護される場合の市場形成 

 

a. 新技術が標準化になった場合   b. 技術が特許法に保護された場合 

彼は技術を公開した標準が他の部分の産業に及ぶ影響についてツリーを利用してその拡散効果

を計量的に計測した。 このような方法は産業全体の発展を眺めることができる方法を提示する

非常に効果的な表現手法としてよく知られている。  

ここではヘメンウェイ45による自動車技術協会での自動車標準作成に関する古典的著書を除き

1985 年以前には標準化に関する論文はほとんど見られないと記述している。 標準が産業成果に

及ぼすミクロ経済分析に関しては QWEARTY キーボードの掛かり現象効果を扱ったカチュとシャ

ピロ－46、パーレルとサロネルー47の論文以後、本格的に研究が活発になって幾多の論文が発表さ

れている。 その後アメリカのテネシグレゴリによって産業別標準の費用便益などの経済効果が

分析された。  

2)ドイツ標準協会の研究 

ドイツ標準協会はドイツ経済に対する標準化効果に関する推定を行った。 その研究は標準化

のマクロ経済的効果に関する研究であり技術革新と標準化の間の相互作用及び標準化がドイツ

の輸出入に及ぼした影響を分析したものである。 研究は時系列資料を利用しての計量経済学的

接近方法で進められた。ドイツ標準化機構は 1960 年から 1996 年までの時系列資料を利用して標

準化のマクロ経済的効果を分析した。 伝統的なコブ-ダグラス生産関数に登録された特許の数、

技術導入料、そして標準及び技術と係わる規定の数など三つの独立変数を追加して各独立変数の

生産への寄与度を回帰分析を通じて把握した。 分析結果、技術革新において標準は特許水準の

重要な役目を果たしており技術革新を見積るのに際して特許だけが唯一の尺度ではないという
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ことを明かにした。 マクロ経済的側面で標準化の経済的効果は、ドイツ全体の GNP の 1%に達す

ることが把握されている。  

技術革新は経済成長及び競争力確保のための重要な要素である。 しかし、技術革新だけが唯

一の要素ではない。 実際上、生産性を高めるためには革新された新技術の拡散が必ず後に伴な

わなければならないし、技術が拡散する速度も技術革新と同時に非常に重要な要素である。 こ

のような観点でドイツ標準化機構は先に技術革新と標準化の間で相互作用を分析して標準化が

ドイツの輸出入及び経済にどんな影響を及ぼしたのかマクロ経済的観点で分析しようとした。 

登録された特許の数と技術開発コストを技術革新の指標にして採択された標準の数と技術に係

わる規定の数を標準化の指標にして技術革新と標準化の相互作用及び経済的効果を分析した。  

まず、ICS の産業分類を基準にして該当の産業での技術革新と標準化の関係に対して分析し、

技術革新が活発な産業部門で、収録標準の数が最も多いということを明かにした。 言いかえれ

ば、特許と標準が正の関係にあることを時系列資料を利用して実証的に分析した。 標準が、技

術を拡散させる主要因であることを明らかにして、標準の制定過程に積極的に参加することが技

術的優位を確保することができる重要な手段であると言及している。  

3)部分均衡分析事例研究 

部分均衡モデルは、標準の関税率同価値(tariff equivalent)と係わる厚生変化を分析する分析ツール

を提供する。 ここにおいて、関税率同価値は、関税が追加された世界価格に輸出業者が必ず負

担しなければならない価格プレミアムとして推定される。 また厚生変化は標準に必要な費用の

増加によって発生した国内消費者と生産者余剰に対する効果と改善した品質を反映する国内効

用の変化によって推計される。 需要及び供給弾力性は時々既存/現存研究結果から調整して得ら

れる。 部分均衡的接近は、一般性は欠けるが多様な厚生要素に対する変化の分析と特定標準と

規制を含んだ分析であり透明性と包括性の長所を持っている。  

標準が、市場に影響を及ぼすという方式の設定は研究によって多様に適用可能だ。 このよう

な研究では標準が消費者、生産者あるいは二者ともに便益を与えると考慮することによって、ま

た輸出業者が高い暗黙的関税率あるいは適合性費用(Compliance Cost)を負担しようとするというこ

とを考慮することによって成り立つ。 特に、無視できない重要要素は、政府の市場に対する介



- 61 - 

 

入であると考えられる。 新興国や、先進国という程度の差はあるが、政府の各部処は市場に直

接あるいは間接的に介入している。 
48このような政府の市場介入は、普通規制や政府調逹の際優

先権付与などの形態をとりながらこれを通じて政府の目標を実現しようしている。  

例えば、ヨーロッパ IT 市場の場合、製品別の違いはあるが 16%～30%位が政府が購買する調逹

製品によって形成されているといわれている。 このような調逹製品の場合は、国家が決めた評

価方法、基準など国家標準や国際標準に相応しい製品を使うようにしており政府が実質的に市場

に介入している。 しかし、市場で成り立つ多様な技術基準、期待される尺度、方法などは普遍

的な常識と市場秩序に順応する形態で作られなければならないし、特に、市場のグローバル化以

後各国政府の独自の規制や市場介入は他の国家の企業や政府から反発を招き得る。 したがって、

各国政府は、各産業分野別で利害関係者が参加してするとか国際的な利害関係者が参加して合議

した国家標準や国際標準を準用して規制行政を推進している。  

したがって、各国の国家標準は安全、保健、環境という多様な行政分野の規制で引用されて活

用されている。 韓国の場合⑯、韓国の産業標準が各部処で遂行する行政業務とどの位関連性を持

っているかに対してアンケートを実施した。 

(3)標準化による厚生効果分析(部分均衡分析) 

標準はそのものが市場に介入する政府の政策のツールや市場環境を改善することができるツ

ールとしての機能のみならず国民の安全や環境など社会的便益を提供することができる重要な

手段である。 特に、社会的危機管理において標準化は多くの便益を提供する。 標準を制定する

ことで多数の被害対象者が危機状況で素早く脱出することができる社会的秩序、すなわち,眼に見

えないが一種のルールが作られることによって得ることができる便益が存在する。従って、標準

化はしてもしなくても良いオプションではなく、すれば社会的費用を減らすことができること49

により、法と秩序の効率性の間に存在する‘梃子’のようなものであると表現されたりする。  

                                                             

⑯韓国産業標準は国土海洋部、環境府、保健福祉部など多様な政府の規制部処で引用して使っている。 
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これに関して、イギリスの公正取引委員会は法で定めた規制の直接的な施行はともすれば対象

者たちの抵抗にぶつかることが多く実効性が低い、一方、規制の内容を標準で決めたら早く自然

に誘導することができるし、より効果的な対応が可能だと力説している。50例えば、カルバンと

クリソプ51は衛生及び熱処理標準(SPS)の価格と厚生効果の計算によってアメリカレッド及びゴ−

ルデンデリシャス⑰リンゴの日本へ輸入を研究した。 彼らは輸入を通じるリンゴの木やけど病伝

染によって日本国内生産の損失がある場合とない場合を区分した二つのシナリオの下に日本の

厚生を比べた。1994 年と 1997 年の間に標準の関税率同価値は、27.2%になることが推定されたが、

これは実際関税率である 19%と比べた場合高い。 疾病発生による生産の損失が考慮されない時、

標準が除去された貿易と直接的に係わる生産者厚生の損失は、元々生産者厚生の 30%にあたる年

間 2 億 1 千ドルになると推定される。 日本の厚生変化は、消費者厚生課関税収入でより高い利得

が実現するによってネットで 7 千 90 ドルの厚生効果が存在する。 生産損失が発生するようにな

れば雑草除去と一緒に追加生産費用が発生するから日本国内供給曲線は上方に移動するはずで

あり、これによって発生する 26%の国内産出物損失は標準の除去によって生ずる貿易利得を相殺

するために要求されるはずであることを明らかにした。 このような損失の統計的確率は無視さ

れることができる。  

1)(効率)政策顧客の向上 

規制に標準を取り入れて成功した先進国の事例において、政策遂行の便益がどのように発生す

るかを検討する。1997 年イタリア行政府は、規制改革の一環でアイエスオー（I.S.O）が標準化し

た供給者適合宣言⑱(ISO17050)方式を取り入れて成功をしたことがある。 医療記録など一部の例外

を除いて個人の身上、事実、資質に関する全ての書類を書類所持者が自ら証明するようにした。 

                                                             

⑰ ゴールデンデリシャスは Grimes Golden と Golden Reinette が偶然掛け合わさってできた品種だと考

えられている。1914 年にウェストバージニア州クレイカントリー（英語版）の Stark Brothers Nursuries で

レッドデリシャスとともに初めて売り出された頃は Mullin's Yellow Seedling と呼ばれていた。 

 
⑱ ISO17050 CONFORMITY ASSESSMENT - SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY 
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すなわち、政府は情報の証明のために事後的な確認を遂行するだけだ。 例えば建築証明の場合、

建て主が提供した自己証明が事実なのかを保証しさえすればよい。 提供された情報が偽りの場

合行政府はその合意を破棄することができるようにした。自己証明を導入してから 2 年から数ヶ

月かかった手続きの引き延ばしが、わずか数時間に短縮された。1996 年から 2000 年の期間中行政

府が要求する公認された署名の件数が、年間 3,820 万件から 590 万件に減少した。2000 年末まで

40%の地方自治団体が、このような標準を活用し全人口の 60%がその恩恵を得た。  

2)(安全)自動車では環境標準、や安全性規制 

安全性規制への標準化は、社会的標準と市場で決まる標準を市場標準と呼ぶならば、社会的標

準と市場標準が一体化しているという特徴がある。 なお、自動車部品の場合、多くの部品は標

準化されていないが、ワイパー、スターター、オルタネーター、カーラジオなどは完全に標準化

されている。 また、電動ミラー、ピストン形状、点火プラグ、エアフローなどでは、デファク

ト標準が成立している。 さらに、三点シートベルトは、社会的有用性が大きいためにボルボに

よる無償公開型のオープン・スタンダードとなっている。  安全・環境に関する規制は「基準」

とよばれている。 その公的規制は標準に大きな影響をもつ。 それは「任意のもの」としてとら

えられる標準と区別されるが、1 つの標準（社会的標準、規制型標準、強制的標準などともよば

れる）であり、そしてまた関連領域でしばしばデファクト標準競争を引き起こしている。 すな

わち、規制が成果のある数値目標（成果標準）であるために、その実現をめぐってさまざまな技

術が開発されている。 その結果、活発な技術開発競争が展開されている。  

この事実は、成果指標の標準化、そしてさらにはその成果の測定方法の標準化が革新、競争力

に大きな影響を与えることを示唆している。 成果指標の標準化が車載機器の標準化を含めて事

業戦略にもつ意味を十分に考察する必要があろう。  例えば、安全規制に関連して、安全性の評

価法について、現在大きく３つの方法（日欧米でそれぞれ異なる）があるが、国際的な標準化が

実現されると、大きな効果が期待されるであろう。 なぜなら、１台数億円もかかる試作車を衝

突させる実験回数を減らすことができるからである。  

ドイツの国家標準化機構は、1917 年に設立されて正規職員約 1,000 人余りで 37,0000 余種のドイ

ツ標準を管理する協会である。 ドイツ標準化機構の標準化作業には約 60,000 人余りの外部専門
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家が参加している。 ドイツ標準化機構の年間予算は約 1.2 億ユーロ（Euro）であり企業、協会、

大学、労働組合などの標準化作業参加費用までを考慮すれば年間約 12 億 Euro に達してドイツ標

準化機構予算の 10 倍にのぼる。 ドイツの産業災害保険を引き受けている責任保険協会(The liability 

association)は、労働者組合と雇用者協会(Employers' Association)により共同で運営されているが、作業

場安全分野の標準化必要費用を分析して、関連安全標準を行うことで避けることができた安全事

故の数と費用を評価しており、その結果は次の表のように要約されている。  

＜図表  25＞  作業時安全のための標準化の費用と利益比率 

 

費用 便益 

標準制定 3 致命的事故豫防 45 

研究及び改訂 6 非致命的事故豫防 55 

実行,監督,事後管理 91 
 

標準制定、標準研究費、標準の移行,監督及び事後管理に必要となった全ての費用は、購入する

ことにより予防で得られた経済的利益によって充分に保全されているし,もっと重要で付加的な

利益は安全標準が事故による患者の苦痛と悲しみ、更にその家族たちの悲しみと心労を回避し、

目に見えない経済的に価値を換算し難い利益を与えているという点だ。  

他の事例では、ドイツの主要企業、EU、アメリカのリサーチチームが共同で環境表を与えた、

製品及び品質システムに関する標準化の費用と利益を算出した例があるが、ドイツ標準化機構の

年間運営費用(1.2 億 Euro)と技術委員会メンバーなどの参加費用(12 億 Euro)を合わせた金額は 13.2

億 Euroである。一方、標準によって国家経済が得た利益は 120億 Euro に達するという見方もある。  

＜図表  26＞  作業時安全のための標準化の費用と利益 

 

＜図表 25＞に示すように、標準制定、標準研究費、標準の移行、監督及び事後管理に必要とな

った全ての費用は、買って予防で得られた経済的利益で充分に保全されているし、もっと重要で

費用(百万マルク) 便益(百万マルク) 

標準制定 11 致命的事故の予防 152(380件) 

研究及び改定 19 非致命的事故の予防 183(63,000件) 

執行、監督、A/S 303 
 

総計 333 総計 335 
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付加的な利益は安全標準が事故による患者の苦痛と悲しみ、更にその家族たちの悲しみと心労を

回避させること、目に見えない経済的に価値を換算することができない利益を提供しているとい

う点だ。  

3)(安全)ほこり粒子による爆発(Dustexplosions)(部分均衡分析) 

“ほこり粒子による爆発及び火事-危険性、評価及び防止法”という技術規定を制定するのに 20

百万マルクが必要となった。 専門家たちは、検討した技術基準によってこの分野の危険が大幅

に減少したと評価した。技術基準を制定する時必要となった全ての費用と一件の事故による被害

額を比べて見る時、その経済的利益はかなり大きいと言える。 1979 年 2 月 6 日発生した小麦粉

の粉末による爆発で 14 人が死亡し 17 名負傷、130 百万マルクの財産被害を出した例がある。  

4)(安全)製品の安全性及び信頼性(部分均衡分析) 

調査チームが個別企業を面談調査した結果、標準が事故率を低下させる役目をすることが明ら

かとなった。 事故保険会社は、標準が危険要素を低下させるのに最大の役目を果たすと考えて

いる。 一方、その他の 調査機関たちは事故率を低下させる要因中の一つであると考えている。 

一般的に消費者団体は、製品の安全に問題があると判断される場合に標準化制定作業に参加する

ことで製造企業が製品の安全問題に対してもう少し留意するようになると信じているしこれに

より今日標準に安全に係わる要求事項が多く含まれるようになった。  

5)(安全)腐食防止(Corrosion protection)(部分均衡分析) 

アメリカとイギリスの研究によれば、産業界で発生する腐食による損失は、産業が進んだ国家

においては GNP の 3.5%~4.2%に達するという研究結果がある。 ドイツの場合 1997 年時点でみて、

ある薬 1,000 億マルクの使用により専門家は腐食による損失は防止することができると言う。 ド

イツ標準化機構の材料試験標準委員会と EU の委員会は、約 110 余種に達する腐食防止に関する

標準を開発した。 これによる潜在的費用節減は、数 10 億マルクに達すると予測されたが、これ

は産業界全般だけではなく企業の維持補修費及び減価償却費節減にも寄与であろう。  

5)(保健)サルモネラ(Salmonella)(部分均衡分析) 
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食品産業界でサルモネラ問題はいつ起きるかも知れない主要関心事であるが、時々これにより

製品を回収する仕事も発生するだけでなくずっと繰り返しこんな問題が発生している。 平均的

にみて、１件当たり発生費用は社外回収費用 5 百万マルク、社内廃棄 500 千マルク、消費者への

払い戻し金 50 千マルク程である。また、検出試験には多くの時間と費用を出費しなければならな

かった。 ドイツ標準化機構では、DIN10135 で新しい試験方法を標準化して短時間内で試験を可能

としただけでなく製造工程の中で試すようにした。   
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第4章   標準化の効果分析の新たなツール 

1. 分析ツールのモデル 

今まで調査された標準の経済的効果の説明は、それぞれの特定状況を限定した中での標準の経

済的効果を分析した場合が大部分であると考えられる。 しかし、このような分析の信頼性を高

めるためには、別々の市場の状況と各利害関係者の便益/費用状況を考慮するようにすれば政策方

向の決定に役立つ新しい分析ツールを作ることができると考えられる。 勿論、GNI,GDP、雇用率

など国家の主要指標と連関した標準の効果をマクロ的に表現するとか企業の売上げ増加率など

を分析することができるが、これは標準別々の効果を正確に把握するのにはあまり役に立たない

と考えられる。  

したがって、本研究では市場のグローバル化や国家間自由貿易協定、規制緩和などの市場構造

を変化などの様々な変化が起きている今日の状況下において、外部変数を最大限反映させ産業別

で他の市場構造を持った状況を考慮して各産業別で標準が与える影響を分析する方法の提案を

試みる。 このためには全ての便益効果は政府の規制と企業の経営環境改善、消費者便益増加の

総和として表現するように各産業に核心変数を列挙することにより全ての便益の改善の時これ

を考慮して加減することができるように関数化を図る。  

これに関してスワンなどは最近、標準の経済性を分析するのために新しいモデルを提案した。 

このモデルでは標準と生産性、経済成長、貿易促進などでブラックボックスのような役目をする

標準の役目を中心に説明している。彼は 2000 年前までは一つに一つの要素だけが繋がれていると

いう仮定の下に標準の役目を説明しようとしたが 2000 年以後から 2010 年までの間に 500 編程の

関連論文がある。 なお、標準が、単純に特定目的を果たすための手段としてではなく、知識の

一部として理解している。 これは標準を理解するのに非常に重要な要素だと考える。 産業別、

状況別で、標準化が推進する多様な目的を持っているし、標準化を通じて得るようになる経済的

便益も多様に説明され得る。 しかし、結局、これを指標で現わすには一般的な経済的効果を現

わす指標と計算方法を適用することが可能である。  
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＜図表  27＞  分析ツールの定量的指標の求める考え方 

<例 1. 複雑性減少の効果52> 

 

<例 2. 品質・性能向上の効果> 
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<例 3. 高い測定力の効果> 

 

<例 4. 確かな知識の効果> 

 

費用便益分析は、ある年次を基準年とし、標準化整備が行われる場合と、行われない場合のそ

れぞれについて、一定期間の便益額、費用額を算定し、標準化整備に伴う費用の増分と、便益の
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増分を比較することにより分析、評価を行うものである。 標準化の整備に伴う効果としては、

発展阻害要因の除去や安全事故の減少の他、経営快適性の向上、産業環境の改善、市場環境変化

時のフレキシビリティー確保、貿易機会の拡大、標準化に伴う生産増加や雇用・所得の増大等、

多岐多様に渡る効果が存在する。  

ルンドバル53などは、実際に東南アジア諸国の中にはこのような標準化を政策的に推進して国

家革新システムで活用して成功した事例が存在すると報告している。 グレゴテシ54も、東南アジ

ア国家だけではなく東欧ヨーロッパ諸国の一部が国際標準を国家技術革新インフラとして取り

入れて成功をしていると報告している。 標準化は、それ自体が市場構造や企業を取り巻く環境

に影響をもたらす。 収益構造に関係した市場の創出、市場拡大、コストダウンなどはよく知ら

れた標準の効果だが、それ以外にも、製品アーキテクチャーの変化、異業種・製品の補完性向上、

サプライチェーン上の利害関係者間の収益配分変化など事業戦略に直結する効果から、企業信頼

性の確保、商品寿命の延長など、様々な市場・社会構造への影響が見られる。 そこで、「標準

がもたらす効用」について注目して、その効用を企業の収益確保に結びつけるための戦略を探る。 

標準を市場の観点から見れば、図に示されるように、1 つの産業において、「市場構造」に影響

を与える可能性をもつ構造的諸要因の集合である。また、「市場行動」(標準戦略／標準マネジメ

ント)として市場構造に影響を与えることを通して、間接的に市場行動・成果に影響を与える。 す

なわち、標準は、市場構造要素(公的標準、デファクト標準、自主合意標準)と市場行動(標準戦略)

の両方の側面を含む。  
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＜図表  28＞  市場の観点から見た標準化戦略の重要要因 

 

しかし、技術の標準化はマイナスの効果ももちうる。 例えば、ミニマム品質標準を含めて多

くの標準において、競争制限、革新の遅延が起こるかもしれない55。 なぜなら、標準は、協調の

機会、参入障壁、産業内移動障壁(成長障壁)などを誘引するからである。 また、複数標準の並存

による不便、デザインが不完全な標準、標準化に時間がかかりすぎることなどの負のインパクト

も考えられる。   

基本的 條件 

•需要條件 

•供給條件 

•価格弾力性 

 

•公的標準, 

•公共政策 

市場構造 

•事實上標準 

•製品差別化 

•進入障壁 

•組織統合 

市場行動 

•標準化戰略 

•價格行動 

•特許戰略 

•投資、 

• 合併(M&A) 

•製品政策 

公共政策 

•競爭政策 

•規制政策 

•標準政策 

•消費者政策 
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2. 企業の標準経営に対する分析ツール 

(1)市場戦略として標準化の便益と費用―時期別の分析方法 

1)企業の標準化活動による便益の種類と定義 

今まで、標準の経済効果の分析の方向は生産、生産、流通アフターサービスという企業活動を

中心に研究されて来た。 具体的に、標準が、市場構造と市場行動の影響を及ぼすかに対して具

体的な定量的評価方法を提示した場合はあまり多くない。 特に、他者の取引の結果が当事者以

外の第三者の取引にも影響を与えるネットワーク製品に見られる外部効果として定義される。ネ

ットワーク外部性を具えた財やサービスに関する標準化の場合は、図表 29 の①市場創設を目論ん

で実施される。 情報通信を始めとする先端技術には多かれ少なかれネットワーク外部性が働く

場合が多いため、企業にとっては最も重要な標準化の価値と言える。 そのために経済活動に資

する機能で標準は、何の企業便益ができるのかは主要なポイントである。 企業経営と標準化効

果の基本的な関係の観点から見ると、その多くは生産性や事業の効率化など、供給サイドの費用

削減効果に重点がおかれてきた。 一方、ネットワーク効果や認知度・利便性の向上など、需要

サイドの経済的分析は、一部の指標以外ほとんど行われていない状況にある。 しかし、現状の

社会環境をモデル化するのは容易ではなく、産業構造要因、社会環境要因などの初期条件の設定

方法や対象範囲の決め方、統計データの活用方法、入手方法などから、仮説設定手法⑲などの経

済的価値の評価方法研究は少ない。 企業の観点から標準の経済性効果の考え方は以下の項目で

分類できる。 消費者は同じ価格でもっと多い供給を受けることができるようになるし生産者は

同じ生産原価で需要を新たにつくることができるようになる現象が現われる。 消費者便益は企

画-生産段階よりは流通-販売-AS 段階でもっと大きい便益が発生し供給者便益は全過程で現われ

るが伝統的に企画生産段階で大きく現われることと理解されている。標準化は多くの供給者を対

象にする購買行為にも肯定的な影響を与えることが明らかにされている。 セラーズマーケット

                                                             

⑲ 部品類等の標準により資産の活用機会が増加するなど、補完的な活用効果が高まる。 
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に係わる標準の採択と標準関連作業への参加は企業にとって彼らの供給者に圧力を行使するこ

とができるようにしてくれる。 

 

＜図表  29＞  経済性分析の項目と便益範囲 

 
企業の活動 

企画 生産 物流 A/S、廃棄 

供

給

者 

経営効率化 

新技術の導入 ○    

取引費用低減 ○ ○ ○ ○ 

製造効率化 ○ ○   

市場拡大 

信頼性(認知度)向上   ○  

Mix&Match   ○  

ネットワーク効果56   ○  
消

費

者 

選択多様性(価格) 

便利性 Mix&Match   ○ ○ 

透明性 安全・環境表示、認定    ○ 

 

これは標準化によって単一供給者に依存する企業が減ることができることを示している。標準

が市場の全ての企業に開放されて接近可能な機能が存在するから企業にとって単一供給者に依

存しないようにする機能がある。 このために企業には広い選択の機会を提供しながらこれは供

給者間の競争を促す。 これにより企業は、標準を使う供給者からの品質に関する信頼性を持つ

ことができるようになる。 それだけでなく標準の使用は企業の顧客と付加価置連鎖の川下にあ

る企業にも市場圧力で作用することができる。  

産業用液体ポンプとバニスィなどは、新技術を開発してからもこれを使う側で要求事項に合わ

せることができない信頼性の問題が発生するとか関連応用標準に対する対応が十分ではなくて、

売上げが発生しない場合が多い。安全に係わる場合、高い信頼性を要求され、例えば自動車の場

合追突に対する車体の堅固性だけでなく各部品の信頼性が要求されこれに違反する場合リコー

ルなどで部品企業は深刻な状況に直面するようになる。  
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＜図表  30＞  便益の種類と内容 

便益 内容 

信頼性の 

確保 

製品の適切な品質の設定のとおり企業は使用者、消費者ニーズ及び公共の

利益等、社会ニーズに十分配慮した企業競争のための基本条件、製品が

提供すべき機能の要件・境界条件を定める。  

経営効率の 

向上 

(規模の経済実現)製品の種類、分類、性能を「単純化」することで複雑性

を縮減する。 生産活動における量産化を可能にし、スケールメリットに

よるコストダウン、 

情報収集費用、など設計費用の減少 

生産効率性(時間、運用、投資費用など節減)実現 

標準使用を通じる品質管理費用節減 

流通効率性(流通費用節減)実現 

IT、MT 産業中装備産業の場合相互運用性確保を通じる運用費用(消費費用)

の節減 

企業の 

市場拡大 

効果 

新規参入の壁を低くし、多くの企業が競争に参画できる条件を整え市場競

争による需給バランスの最適化を進める 

標準普及を通じる標準技術導入費用節減 

容易くなった新規事業環境で雇用創出 

国際標準化で貿易障壁解消前後の輸出入増加 

投資の不確実性除去 

ネットワーク外部効果の造成 

開發技術の 

市場戰略 

 

各企業の得意領域に経営資源を集中し、相互に開発成果を活かしあうこと

で、早期の事業化、製品の多様化による広範囲のユーザニーズの取り込

み、技術間の複雑な組み合わせ(すり合わせ)にともなう調整コストの削

減をする。 

市場創出期において利益確保につながる標準化を行う方法、市場拡大期に

おける標準を利用した後発者に市場シェアを奪われないための方法、市

場成熟期において自社単独でのコストダウンを行い、差別化による市場

シェアの維持・拡大を行う方法 

情報提供 

周辺分野への技術の転用による新たに創出され便益 

不利な選択が成り立たないように便益 

Rockin 効果の防止 

 

標準化の効用には生産者側、消費者側からみて多用な効果が認められるが、生産者側の視点に

立てば、大きく分けて「市場拡大」と「コストダウン」の 2 つの効果に集約することができる。  

しかし、標準の性格が市場の独占から開放に変わったことを考慮すると、標準化をしただけでは、

市場が拡大したものの自社の製品の市場シェアが縮小し利益を失う可能性や、自社単独でのコス

トダウンができず価格競争に落ち込み収益率が縮小していく可能性がある。 各標準の便益のた

めの投入要素(費用)を市場と、消費者、企業に及ぶ影響を区分して定量的効果を分析する。  
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－標準が消費者、業者、中小企業者、供給業者などのようなその地域社会の各部門に及ぼす経済

効果を考察すること 

－費用の増減、効用の増減、付議再分配、各部門の間の非公平性効果、一番脆弱な消費者または

エンドユーザーに対する非公平性効果、雇用、経済成長と萎縮、生産性結果のような要素に対す

る効果を明らかにすること 

－標準が地域社会に及ぼす諸般の経済効果を要約すること 

これよりもっと容易に想定できる市場経済に及ぼす効果は“投資誘発効果”であり、また、標準化

設定以降市場の不確実性の減少によって投資をする場合、雇用拡大,消費拡大など直接的な投資効

果に加え市場開放など間接的効果も期待することができる。  

 

ㅇ競争側面からの便益 

国家標準あるいは国際標準などの公的標準は市場に流入して来る各種製品や技術の基準にな

り得る。 標準を参照すれば製品の生産者が提供しようとする製品や技術内容を正確で客観的に

説明することができるようになって時間と費用を節減する効果がある。 公的標準はこのように

‘取引の利害関係者間の取引内容を相互に認めることによりエコノミストたちが情報の取引費用

だと呼ぶ費用を節減する。 
57すなわち、標準に符合する製品と特性が知らされるから購買者は落

胆する可能性が低くなる. 
58また、多様な製品を評価するのに所用される時間と費用が節減される

から製品を選定するのに要する費用を節減することができる。 
59すなわち、標準は市場の透明性

を確保するのに決定的な情報を提供するのである。  

2)市場形成時期別の費用と便益 

便益と費用は時間によって変化する。 図表 31 はデータ交換標準の制定時期から使用時期まで

時間による行政的技術的寄与度、すなわち、純便益の変化を現わす。 図表の曲線は初期段階で

標準化費用が発生するが適用範囲が拡がって関連費用が縮小しながら純便益が増加するように

なる。 便益が発生した以後には他の統合された、あるいは新しい標準が市場に取り替えられる

前までは純便益が安定な状況が継続するということが分かる。  
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しかし、特に、経済性研究に関してはたとえそれらがモデリングと理論的接近が卓越だとして

も技術の実在的に常用化した製品や公正性に対する直接的な証拠がない場合には推定は有用で

はない可能性が多い。 そんな評価時期の決定の危険やビジネスの不確実性で新しい技術標準に

対する成果の便益期間や確率分布を推定することは困難である。  

 

＜図表  31＞  時期別標準化の費用と便益発生の流れ（製品データ交換標準の場合） 

 

 

3)市場競争下の便益の変化 

世界市場における特定国家の産業競争力を評価する観点から標準化時期別分析により韓日間

の貿易状況を中心に考察する。 世界市場で技術競争力を十分に確保している日本産業の競争力

を基準として韓国企業が輸入する部品素材品目の確認とこれをベンチマークとして生産すると

か新たに代替技術を開発する過程において市場の形成-独占段階-寡占段階などにより市場の週期

別標準化の経済的効果が異なって現われると仮定する。 
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＜図表  32＞  市場形成段階別の標準化戦略による便益と費用の変化 

段階 市場特性 標準の戦略的な便益 追加された費用 

市場 

形成 
技術の取引段階 ① 自分技術の標準化による

市場進出 
①特許技術の標準化費用 

独占 

市場 

技術独占段階 

技術標準独占段階 
② 付加価値や検定された技

術で一定規模の市場確報 

②準生産と規模の確報のた

め施設のシステム化費用 

寡占 

市場 

標準調整市場 

③ ネット化や規模の経済実

見 

④ (後発走者)設備、設計、

人力、資本、投資費用 

⑤ 先占による便益 ⑥ (後発走者)採算性が悪化 

調逹市場成熟 
⑤政府政策による市場に優

先参加の便益 
⑦給先多変化に対応費用 

完全競争市場 

⑥ブランド、品質、デザイ

ン非機能競争へ先に進入 
⑧ 機能競争の進入費用 

⑨ 知識経営・グローバル化

便益 
⑦海外進出の費用 

派生· 

新市場 

需要変化 

(消費者欲求変化) 

⑩ 産業連関技術から新たな

付加価値が出来る 
⑪ 一部の転換費用 

 

 

業界のテーマの 6 つのカテゴリは、業界にとって関連性とテーマの成熟度によって定義され、

現される。 業界内で標準の詳細だけでなく、標準の浸透の包括性とレベルは、通常のテーマの

成熟と関連している。 標準の影響は、彼らが影響を与えることのトピックの関連性によって異

なると考えられる。  

製品の開発と生産初期段階でよく現われる状況だが、初期開発段階の企業や国家は市場におい

て先進企業や国家に遅れるとか市場進入の困難を経験している。 それは国際的に通用する標準

によって認証があるか否かによると考えられる。 このような認証が成り立たなければ大規模投

資を通じる規模の経済実現は事実上難しくなるからである60。  

特に、標準は類似の製品による需要変化に対して弾力性を増加させることができる61。 すなわ

ち、標準は需要を増加させることができる。 使用者がシステム中で部品の互換ができるように

することで使用者に広範囲な選択ができるようにする。 したがって、システムと部品全てに対

する需要は増えるだろう。 これは必須な特性が標準化されれば一応、品質と性能が保障される 
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から、製品の間の代替性は高くなることによる。 これは貿易自由化が進行された状況で標準化

された輸入製品が非標準化製品より需要弾力性が大きいということを意味しており、また競争力

が増加するということを意味する。  

経営は財務、品質、供給の 3 目標の総合的な調和を図る必要がある。 1 つだけを重視したり、

あるいは無視するのは不適切である。 しかし、時期の流れによって、社会と経営のあり方、経

営の 3 つの目標の役割も変わりつつある。 標準によりどの位の商品多様性の減少をもたらし、生

産量を増加させることで全体的に最も大きい経済的利益を新たにつくることを可能とする。 こ

れは企業が標準を活用して生産工程の選択と集中を通じて再考を最小化することで最終利益を

極大化して市場での柔軟性を高めることができるというのである。 それに中間材は完製品の品

質あるいは性能標準で繋がれるから最終製品はより大きい確実性を得ることができるようにな

る。  

デフレが底を打ち、再び躍進が始まるときは、異なった世界が広がってくる。 知識社会であ

る。 知識が経営資源として加えられ、それを所有するナレッジワーカーを如何に引き付け、引

き止め、育てるかが組織の盛衰を左右する。 このためには知識を生み出すワークプレイスをつ

くるために、多様性が必要なグローバル市場を求め世界中どこでも進出することができるネット

化目標が最上位に位置することになる。  

商品の完成と価値を決める核心部品素材の標準化は関連商品市場の成熟レベルによって多様

に推進されるということを理解しなければ経済性を正確に把握することが困難になる。 部品素

材の輸出を品目別でよく見ればこのような現象を理解するのに役に立つ。   
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(2)新たなツールの検討フロー 

 

 

＜図表  33＞  市場に関する新たなツールでの概略検討フロー 

 

 

 

 

  

 1.標準化の費用及び便益算出の前提 

便益の現在価値 費用の現在価値 

現在価値の算出 

 

社 

会 

的 

割 

引 

率 

４．費用便益分析の実施 

3.費用(C)の算定 

・標準化整備に要す

る事業費 

・標準化維持管理に

要する費用 

総 費 用（Ctotal） 総 便 益（Btotal） 

 

市場･技術状況の推計 

- 市場の規模（Bｍ） 

- 技術発展の速度（Bs） 

- 産業連関発展（Br） 

便益の事例 

- 規模確保による費用節減

(Bm1) 
- 先占技術による市場主導便

益(Bs1） 

 

2．便益（B）の算定 
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1)費用及び便益算出の前提 

①市場構造は、常に変化し続けている 

ポーターの市場構造分析は、ある時点における静態的な構造を分析するのに有効な手法だが、市

場構造は常に変化し続ける、動態的なものであることを忘れてはならない。  

②評価に際して競争要因を足し算しない 

◇競争要因で、利益ポテンシャルに「＋に作用する要因」、「－に作用する要因」の数を足すこ

との意味はほとんどない。 →ある要因がきわめて強く作用する場合、他の要因の影響が相対的

に小さい場合がある。 ◇各要因はあくまでチェックリストとして用いる(判断の参照点、材料)。 

◇必要に応じてウェイト付けして、「総合的」に判断する必要がある。  

③「業界」をいかに定義するか 

◇業界分析のフレームワークを使うためには「業界の定義」が必要である。  

・売り手は誰か？買い手は誰か？競合企業は誰か？業界の境界はどこか？ 

・定義次第で、分析結果は全く異なる。 (例)「カメラ」と「デジタルカメラ」 

◇戦略策定において、分析対象業界の定義は従来よりも困難だと考えられる。  

かくして、標準は、どのようなタイプにしろ、社会的厚生にプラスとマイナスの両方の効果を含

む可能性をもつために、どちらの効果が発現するのか、あるいはネットの効果を明らかにする必

要がある。 従来、標準の経済効果として、これらの影響の議論が理論的に、実証的に多数展開

されてきた。  

以上、いずれにしろ、標準が、価格競争、利潤率、費用効率、技術開発などに与える影響を理

論的に、実証的に解明する必要がある。 欧米ではそうした研究が見られるけれども、わが国で

はまだ本格的な研究(特に計量分析)はないと言っても過言ではない。 まず、欧米の研究62を含め

て既存の関連研究を展望し、その効果、効果の分析方法などを考察する必要がある。 その際、

標準に関する統計資料の整備が不可欠であることを付け加えなければならない。  
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また、上記のミクロ経済的効果は産業レベル／社会的厚生の議論(産業効果)であるが、それを

上記の通り企業レベルで見ると、同じ産業内であっても、標準が各企業の成果に与える効果(「ミ

クロ効果」)は、戦略構築能力によって異なる可能性が大きい。それ故、標準が企業別ポジション

と行動・成果に与える効果についての、企業レベル分析が必要である。 事例研究はこの意味に

おいても重要な作業であろう。例えば、費用便益分析にあたっては、算出した各年次の便益、費

用に対して割引率を用いて現在価値に換算して分析する。 例えば、費用便益分析にあたり、現

在価値算出のための社会的割引率：4%、基準年次は評価時点、検討年数は 50 年の数値を用いて

計算を行うことができる。  

 

＜図表  34＞  標準の価値連鎖の概念を基盤とした企業経営活動の一例 

機能 効果 結果 

調逹 

物流 

効率的な流通情報共有 
•標準文書を通じて詳細規定や製品及びサービスに対す

る管理情報の円滑に共有、拡散 

向上になった職員訓練 
•製品、サービスに対する詳細規定が標準化されるから

調逹物流職員がよりもっと慣れたサービスを提供 

供給類型の体系的な分類 •供給の類型の縮小で調逹物流がより効率的に遂行 

より信頼し得る確認システム 
•標準化された供給の文書化、包装、名札、タグは効率

的な受領ができるようにする。  

節減された倉庫保管で可溶性

確保 

•標準化された製品の高い可溶性によって製品が倉庫に

保存される必要性が少なくなる。  

生産 

段階 

 

より効率的な生産 
•標準化されなかった部品数の減少で,多品種大量生産

ができられる 

高い品質の生産と装備管理費

用節減 

•標準による不良率低下で高い生産性確保と装備校正費

用など効率的生産管理が可能 

規制からの不利益減少 •合意による決めた標準適用に通じて不利益が減少 

より良い健康/安全/環境 
•標準に根拠した HSE(健康、安全、環境)の管理がもっ

と効率的に成り立つことができる。  

 

 

組織と産業の種類による分類は、バリューチェーンを分析するための基礎として機

能する。 P＆Lとバランスシートの典型的な構造-トゥーレは、主値のドライバーさら

なる洞察を与える可能性があると考えられる。  
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2)便益の算定方法に対する提案 

①市場構造の推計手法 

ここでは、費用便益分析を行う上でまず必要となる市場規模推計の基本的な手法とチェックす

べき点について示す。 市場規模の推計手法としては、標準化ニーズのセンサスベースと輸出入

動向表、産業連関表(中央銀行)を用いて、図に示す三段階推定法により行うことを原則とする。 (市

場規模を推計するベースとなる多様な表を活用する。)  

＜図表  35＞  市場構造と規模の推計手法 

 

 

 

 

 

 

 

対象とする産業の整備・競争力が行われる場合と、行われない場合の市場規模推計がなされて

いるか否かを既存調査においてチェックする。 対象とする産業がその他の標準化整備プロジェ

クトを含む全体計画の一部であり、市場構造の推計結果に大きく影響を与える場合、全体計画の

有無について市場規模の推計を行い、適切な市場規模を設定する。 また、既存調査の検討内容

が上記にあてはまらない場合、すなわち、整備・競争力の有無それぞれの場合で市場規模を推計

していない場合は、標準化分析できるネットワークを設定しその後、市場規模の推計方法に従い、

市場規模を推計する必要がある。 ただし、整備・競争力が有りの場合は市場規模推計を行って

いるが、無しの場合で推計していない場合には、既存調査を活用し整備・競争力が有りの場合の

推計と同じく標準化網の範囲や産業連関表を用いての市場規模の推計を行っている。  

対象とする産業を選べる 

市場の規模や特性の推計 

全体の産業の規模と 

各産業の分布を推計 

産業の割合を決定 
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②標準化網の範囲の設定 

しかし、標準化によって市場や産業、そして社会はどう変化するのか？標準化によって、市場

構造や企業を取り巻く環境が大きく変化することがある。 先に挙げた市場の創出や拡大からコ

ストダウンなど直接的に企業の収益に影響を与える側面に加え、製品アーキテクチャー（構造、

設計思想）の変化、国際分業体制の変化、異業種や異なる製品の連携・補完性強化、差別化領域

（競争領域）と非差別化領域（非競争領域）の変化による完成品と部品間の収益構造変化など、

標準を構築する上で注目すべき影響が見られる。 これを分析するためにはまず多様な形態の市

場構造に対して考えてみなければならない。  

対象とする標準化整備プロジェクトの有無により配分市場規模に差があるリンクを全て含む

ように、標準化網を設定することを原則とする。 ただし、標準化網を大きくすると周辺部での

市場規模の変化が小さくなる。 一方で、分析作業量が大きくなるため、誤差の範囲程度と考え

られる部分については、標準化網の範囲に含めなくてもよい。  

＜図表  36＞  標準の活用度および推計手法 

 

 

 

 

 

 

 

a) 連関産業や貿易に与える影響 

市場・技術状況推計の際、産業の特性等を考慮してゾーンを設定し、産業連関表を作成して推

計していくことになる。 ここで、その際のベースとなる産業連関表については次のものを基本

とする。  

各産業別に標準の数 

市場の規模の推計 

関連標準の価値を求める 

各価値の合計を試算 
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・まず、財・サービスの標準生産にあたって投入された原材料及び粗付加価値によって生産され

た財・サービスの販売（産出）量を関連産業別に調べる産業連関表が挙げられる。 

・実態調査をベースとして作成した産業連関表等も考えられる。  

b) 比較優位がある貿易統計表からの推計 

企業別により、経営経費、将来の伸び率、平均雇用人数、時間価値などが異なるため、便益の

算出に当たっては、企業別に取引や貿易量を推計することが出来る。 したがって、企業別区分

は、原則として、適用性を考慮して、分割市場内の高技術産業、分割市場内の低技術産業、分節

生産内の高技術産業、分節生産内の低技術産業の４区分とする。  

③企業の海外技術導入 

自国で開発された技術自体が国際標準化になった後外国へ直接輸出される場合が最近増えて

いる。 韓国の場合にみられるように少なくない技術料支払いや輸入が発生している。 また、全

世界業種別の中で化学産業分野の M&A が‘09 年 20.1%を占め最大規模になった。 結局、、生産財

の流動性確保のために部品素材産業に投資、その他の通信メディア技術(13.6%)、消費財(11.7%)、

エネルギー(11.3%)分野でグローバル M&A が活発に進行した。 結局、、国際標準のもとに M&A な

どの有効な活用が国内技術発展と海外市場開発の鍵になっている。  

市場行動・成果に及ぼす効果として、a)価格・利潤率(資源配分効率)、b)費用効率、c)海外から

の知識・技術革新(進歩効率)、に及ぼす影響(産業効果)が注目される。 なぜなら、「標準化経済

性」は、プラスの側面としては、上記の機能を通して、買い手の取引費用削減と効用拡大、企業

の生産効率上昇、技術進歩の利益の迅速な拡散と技術開発の促進、企業間競争の促進(価格の低下)

などを含むことが考えられるからである。 これらの効果は資源配分効率、費用効率、技術進歩

効率(3 つ合わせて「経済効率」と総称)を反映し、社会的厚生を増大させる。  

市場性とは、商品市場内の全ての企業と消費者が行動して現われた結果であり、市場行動は個

別企業の利潤だけではなく国民経済全体に影響を及ぼす。 特に、自動車産業と一緒に製造業の

中枢的な役目を引き受けた産業はその影響が大きいのでこれを分析することで国家全体の経済

に対する理解度を高めることができる。  
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④「意思決定費用削減の便益」算定式 

政策決定費用削減便益は、多様な経営や政策問題に対して標準適用が行われない場合の総経営時

間費用から、標準化された解決標準によっての標準適用が行われる場合の総経営時間費用を減じ

た差として算定する。 総経営時間費用は、各ユニット別、企業別の経営時間に時間価値原単位

を乗じた値をユニット全体で集計したものである。  

費用削減便益：BT=BTO−BTW 

総経営時間費用：BTi=Σ(Qijl×Tijl×αj)×365 

ここで、BT：経営(費用削減便益(円／年) 

BTi：標準適用 i の場合の総経営時間費用(円／年) 

Qijl：標準適用 i の場合のリンク l における企業別 j の市場規模(台／日) 

Tijl：標準適用 i の場合のリンク l における企業別 j の経営時間(分) 

αj：企業別 j の時間価値原単位(円／分・台) 

i：標準適用がある場合 W、無の場合 O 

j：企業別(例えば、従業員数などの企業規模で区分)適用 

l： ユニット(分割市場内の高技術産業、分割市場内の低技術産業、分節生産内の高技術産業、分

節生産内の低技術産業)に従って適用。  
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⑤便益や費用に関しての経営段階別の可能な質問 

 

＜図表  37＞  全体的な経営(政策)企画の段階での可能な質問 

経済的効果 1::高いレベルの販売増加(利益増加)量 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇これら標準化された製品とサービスは総売り上げ何%を占めるか? 

◇最近 5年以内に新たに導入するとか改定された標準がなかったら売り上げはいくらも減少し

ただろうか? 

経済的効果 2:より良い品質管理 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇製品とサービスの失敗費用は全生産管理費用の中で何%を占めようか? 

◇もし新しい標準がなかったら、生産工程の中で失敗率はいくらも増加しただろうか? 

経済的効果 3:より良い保健/安全/環境の適合性確保 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇規制に相応しくなくて発生した関連費用は全体費用で何%を占めようか? 

◇もし最近 5年以内に新たに導入いたとか改定された標準がなかったら規制対応失敗割合はい

くら上昇しただろうか? 

経済的効果 4:信頼性確保の費用減少 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇新しい標準でよって節約された信頼性確保の費用はどの位だか? 

経済的効果 5:運営リスクの減少便益 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇もし新しい標準がなかったら、期待に応じる有効な供給量を適切な時期に提供するのにもっ

と多い時間がかかっただろうか? 

◇最近 5年以内に新たに導入するとか改定された標準がなかったら需要を合わせるのに時間を

減らすことができただろうか? 
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＜図表  38＞  研究・開発段階での可能な質問 

経済的効果 1:よりきれいな製品のスペックによる 

◇研究開発費用の何%が人件費か? 

◇研究開発のため供給者の製品と顧客要求事項に対する情報収集に入って行く時間は何%を占めるか? 

◇最近5年以内に導入した標準がなかったら情報を収集するのに入って行く時間はいくらもっと増加? 

経済的効果 2:より効率的な内部標準化 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇内部標準の開発と係わる費用は全体研究開発費用の何%を占めようか? 

◇最近 5年以内に外部からの標準導入がなかったら内部標準を開発するのにどれだけ多い

時間が投入されただろうか? 

経済的効果 3:より効率的な研究 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇研究のための費用は全体研究開発費用の何%を占めようか? 

◇最近 5年以内に新たに標準を行わなかったら研究費用はいくらも増加しただろうか? 

経済的効果 4:より効率的な製品開発 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇製品開発の費用は全体研究開発費用の何%を占めるか? 

◇最近5年以内に新しい標準の適用がなかったら製品開発費用はいくらも増加しただろうか? 

経済的効果 5:より有効な振り替える部分品 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇標準導入がなかったら要求される要素を有効にさせるのにどれだけの時間を減らすこと

ができただろうか? 

◇非標準化された振り替える部分品を統合するのに追加的な研究開発費用が入って行くようになるか? 

経済的効果 6:複雑性 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって製品の種類がいくらも減少したか? 

◇導入したとか改定された標準がなかったら非標準製品の種類が増加するによって研究開

発費用はいくらもっと増加しただろうか? 

経済的効果 7:より良い内部情報伝達 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇会社内で製品とサービスに関する情報交換に研究開発時間の何%を使わなければならないか? 

◇最近 5年以内に導入した標準がなかったら情報疎通に要求される時間はいくらも増加し

ただろうか? 

経済的効果 8:より良い訓練機会 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇ステップの訓練に必要となる時間の研究開発時間の何%を占めようか? 

◇最近 5年以内にもし、製品およびサービスと関連して導入された標準化文書がなかったか

らスタップを訓練させるのにどれだけ多い時間が必要となっただろうか? 
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＜図表  39＞  エンジニアリング段階での可能な質問 

経済的効果 1:よりきれいな製品のスペックによる 

◇エンジニアリング費用の何%が人件費か? 

◇エンジニアリングのため供給者の製品と顧客要求事項に対する情報収集に入って行く時間は何%を占めるか? 

◇最近5年以内に導入した標準がなかったら情報を収集するのに入って行く時間はいくらもっと増加? 

経済的効果 2:より効率的な内部標準化 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇内部標準の開発と係わる費用は全体エンジニアリング費用の何%を占めようか? 

◇最近 5年以内に外部からの標準導入がなかったら内部標準を開発するのにどれだけ多い費

用が投入されただろうか? 

経済的効果 3:より効率的なプロジェクト開発 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇プロジェクト開発費用は全体エンジニアリング費用の何%を占めようか? 

◇最近5年以内に導入した標準がなかったらプロジェクト開発費用はいくらも増加しただろうか? 

経済的効果 4:より有効な振り替える部分品 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇標準導入がなかったら要求される要素を有効にさせるのにどれだけの時間を減らすことができただろうか? 

◇非標準化された振り替える部分品を統合するのに追加的な業務費用がいくら上昇しただろうか? 

経済的効果 5:より高い品質の装備と供給 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇全体エンジニアリング費用の何%が誤った供給と装備の失敗と関連があるか? 

◇最近5年以内に導入されたとか改定標準がなかったら供給と装備分野で失敗割合がいくらも増加しただろうか? 

経済的効果 6:より効率的な組み立て 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇全体エンジニアリング費用の何%が製品の組み立てと関連があるか? 

◇最近 5年以内に導入した標準がなかったら組み立て費用はいくらも増加しただろうか? 

経済的効果 7:より良い品質経営 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇失敗と係わる費用は総エンジニアリング費用の何%に当たるか？ 

◇もし、新たな品質経営標準がなかったから工程失敗割合はいくらも増加しただろうか? 

経済的効果 8:より良い保健/安全/環境の適合性 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇安全事故の処理費用は技術的費用の何%を占めるか? 

◇最近 5年以内に導入した標準がなかったら安全事故の割合はいくらも増加しただろうか? 

経済的効果 9:より良い内部情報の伝達 

◇最近 5年以内に導入したとか改定された標準でよって機能上の著しい影響があったか? 

◇全エンジニアリング時間の何%が会社内に製品とサービスに関する情報交換に利用されたのか？ 

◇最近5年以内に導入した標準がなかったら情報交換のため使用された時間はいくらも増加しただろうか? 

経済的効果 10:より良い訓練 

◇最近 5年以内に導入したとか改定標準でよって機能的発展が成り立って経済的利益の発生

した経験があるか? 

◇ステップの訓練に必要となる時間のエンジニアリング時間の何%を占めようか? 

◇最近 5年以内にもし、製品およびサービスと関連して導入された標準化文書がなかったか

らスタップを訓練させるのにどれだけ多い時間が必要となっただろうか? 
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3. 政府の標準化政策に対する分析ツール 

(1)規制として標準化便益 

政府は多様な規制を通じて市場の安定的な発展や国民の安全・安心、健康を守る、環境保全を

図る。 このような規制事項を明示された規制法によって反則金、関連市場への進入規制など多

様な方法で市場経済に介入する。 特に保健、安全、環境など人の生命や人権と係わる場合直接

的に民事上、刑事上責任を問う。 このような規制をよく見れば市場進入規制、価格談合禁止、

取引秩序確立など一定以上品質を守るための経済的規制と環境、産業災害、消費者安全、社会的

差別などに係わる社会的規制に区分することができる。  

しかし、市場のグローバル化が進めば進むほど各国の独自の規制行政の重要性が高まっている

状況が展開されている。 すなわち、FTA、TPP など自由貿易協定によって各国家の技術規制は国

際標準がある場合必ず従うようにしている。 特に、世界貿易機構加盟国では、政府調達基準を

作成する際、原則として国際標準を基礎とすることが義務付けられており、その設定において主

導権を握ることで、自国の製品開発の結果が世界市場での成果に結びつきやすくなる。 韓国の

場合、99%以上の国際標準関連国家標準が契合されているし、これを通じて関連規制が成り立つ

ように誘導されている。 (国家標準基本法による政府標準統一化プロジェクト)このような標準は

法による強制的な手段に活用されるのに止めないでこれを守る企業には重複投資の回避など標

準が持つ一般的便益と規制を守るのに必要な費用を節減させる効果がある。  

したがって、本研究で規制に引用された標準を検討することで関連規制標準がどの位の経済的

便益を与えることができるかに関しよく検討する。 国家の規制機関が規制のための技術規格

(Technical Specification)を要する場合、国際標準や国家標準を規制標準で使うようになるによって標

準化作業に積極的に参加する企業はその標準が技術規制標準で採用される以前にもう標準を使

うことで多くの費用を節減することができた。 このように標準を使って競争力を高めようとす

る活動は企業だけではなく国家の競争力を進めることにも役立っている。  
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＜図表  40＞  政府の標準化政策に対する新たなツールでの概略検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府は助長行政と規制行政を通じて政府の政策を実現する。 したがってこのような政府の行

政行為がどのレベルの費用を発生するのか、あるいはどのレベルの経済的便益及び効率性を発生

するかどうかを推計することが政府の標準化政策に関する経済性分析の始まりである。  

 1.標準化の費用及び便益算出の前提 

総 費 用（Ctotal） 

便益の現在価値 費用の現在価値 

 

社 

会 

的 

割 

引 

率 

総 便 益（Btotal） 

 

市場･技術状況の推計 

- 産業連関発展（Br） 

便益の事例 

 

- 安全事故減少などインフラ

確保便益 

2．便益（B）の算定 3.費用(C)の算定 

・標準化整備に要す

る事業費 

・標準化維持管理に

要する費用 

現在価値の算出 

４．費用便益分析の実施 
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＜図表  41＞  政府の行政行為を行為形態別で費用構造を区分 

 段階別の費用 規制行政 助長行政 

行政 

費用 

計画(Plan)費用 
法制定の費用 

(用役費用、調査費用) 

技術及び関連情報の調査研究費

用など導入のための費用 

示範(Do)費用 施行失敗費用 普及拡大のための教育費用 

検定(Check)費用 世論調査/分析/評価費用  

実行(Action)費用 施行費用  

市場 

費用 
企業の規制対応費用 規制適合性確保費用 試験分析費用,認証費用 

＜図表  42＞  標準に引用された規制による便益構造を区分 

 規制行政 助長行政 

費用節減便益 
政府の行政費用節減  

企業の規制対応費用節減  

市場での便益 
新規進入率増加に交易拡大 投資の不確実性減少投資拡大 

雇用増加  

(2)標準便益分析手続き 

前で標準化投資者技術及び科学技術の発展、他の産業及び経済の成長にどんな経路でいくら影

響を及ぼすかに関する方法論は大きくミクロ方法論及びマクロ方法論があることを明らかにし

た。 ミクロ効果分析の主要目的は標準化の経済的価値が実際に存在するかどうかを把握して出

来るだけ早期に標準化をはかろうとするところにある。これらの成果は標準化を通して各国の経

済に役立つ。  

マクロ効果分析の主要目的は我が国を含んだ各国で標準の共有によって両国間の貿易が実質

的に支援されているか否かを実証分析的接近法を通じて提示することにある。この成果は標準と

貿易を通して世界経済に貢献する。 このような研究のために次のような三つの方法を提示する。 

第一は、標準形成と運営に対する特別な様相が行動様式にどんなに影響を与えるかどうかを把握

しようとする問題では応用作業に対して相当な余地が残っている。 利用可能な論文は特定標準

の実際競争効果よりは費用上昇をもたらす標準によって影響を受ける国際競争の戦略的な側面

に多くの関心が払われているきらいがある。 例えば、協定締結が遅れた国々に対して相互認証

協定の潜在的費用及び便益効果を提示してくれる情報により多く関心を持っている。そのような
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政策は貿易に及ぼす効果で補完あるいは相殺される可能性がある。 また経済的先進諸国が標準

化利得を独り占めして弱小国家の利得を独り占めすることができる一方、どんな環境下でどんな

政策反応が起きるはずだと予測することでそういう可能性をあらかじめ防止することができる。 

第二、発展途上国の企業は国内及び国際標準に実際にどんなに対応するべきかに関する資料及び

証拠についてはほとんど利用不可能な場合が多い。 標準件数のような変数に対する総量資料は

大略的な傾向を示すのに有用だが、ミクロ的な企業次元の適合性費用研究、標準変更の問題、品

質反応及び輸出入効果のような詳細な研究に取り掛かる必要がある。 これは対象諸国に関して

多くの産業の企業行動に関する広範囲な調査を要する。 国家と企業の大きさの選択は利用可能

な研究資金によって決定される。 ところが有用な接近法は国内標準の件数及び水準そして国際

標準の使用と係わり合いを持つ国々の発展水準によって国々を統合することである。 第一に、

標準の価値は係わる市場の規模を考えなければならない。 ミクロ観点では関連市場を形成導入

期-独占期-寡占期に分けて考えなければならない。 第二に、標準の価値は標準の利害関係者の受

入れ意志によってその価値が決まる。 利害関係者別標準の影響を分析して分類すればこそ標準

が経済に及ぼす影響を把握することができる。 標準が保健安全環境と係わる場合は費用・便益

の帳籍価値評価方法で使用しなければならないと考える。 第三に、経済ブロック別で価値が変

化する。 すなわち、貿易に及ぼす影響が内需に及ぶ影響なのか貿易に及ぶ影響なのかなど地理

的、国際的境界の範囲内であるいは境界と境界間の関係から経済的影響力が変わる。 それぞれ

の関連コードとの連関性から定量的効果を予測することができる。 例えば、貿易の場合、産業

別で商品の名称および分類についての統一システム(HS Code)、内需の場合、産業連関係数から規

模の拡大/縮小などを加重値を置いて計算可能になる。 第四に、経済的価値は製品やサービスの

経路依存性を持っている。産業別に各市場の成長を分析するのに一番重要な要素は伝統的な原料

供給と技術適用、生産と市場流通など製品とサービスの経路依存性が存在するという点を見逃し

てはならない。 原料供給の時の原資材価格変動、グローバル調逹体系の柔軟性、技術的用の時

の競争的優位性、生産過程での品質管理と危機管理の容易性と生産段階の単純化、流通体系の効

率性、消費者意識など多様な標準化成功/失敗変数が存在する。 したがって、標準化投入費用は

適合性評価費用と転換費用から発生するがかなりの追加的費用の発生を予想することができる。 
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一方、便益費用は営業利益の増加ではなく市場拡大から発生する。 このような費用/便益を定量

的に追跡することができる費用算出法と便益算出方法が必要である。  

 

(3)安全・環境規制標準に対する分析ツール 

1)自動車安全規制の標準化効果分析ツール 

日本のパッシブ・セーフティ規制の費用対効果を推計した。 計測にあたっては、交通事故数

の変化だけでなく、車両重量の増加にともなう、燃費の悪化も考慮した。 分析の結果、次のよ

うな結果が得られた。  

・研究開発と部品価格の変化、部品価格の変化と規制実施との間には、時期にそれぞれ 2～3 年の

ずれが見られる。 日本における規制は、自動車産業と政府との間の交渉を経て実施される。 そ

して、規制が施行される前に、関連技術はほとんど開発され終わっている。 規制の実施とその

費用発生との間には、およそ 5 年のずれがあると考えられる。  

・部品価格上昇分の約 30%，車両価格上昇分の 20～50％が規制的な標準に起因する。  

・日本の安全規制の費用便益比率は 1 前後であり、安全規制の費用効果は決して高いとはいえな

い。  

規制の費用となる自動車部品価格の上昇については、車体（ボディ）、エアバッグ（頭部後傾

抑止装置を含む)、シートベルトを対象とする。 前照灯やタイヤ等の装置については、コストに

ほとんど変化がなかったため考慮していない。 そして、コスト上昇のうち、安全規制に起因す

る変化は、車体、エアバッグ、シートベルトのそれぞれについて、特許全体に占める安全規制に

関連する特許数の割合に等しいと仮定した。 この仮定がきわめて強いものであることはいうま

でもない。 しかし、自動車部品の費用に関する情報が入手できない以上、これが’1’次近似になる

と考える。 また、材料やその他の資本コストの変化の影響に配慮し、部品価格については、５

年間の移動平均を使う場合と使わない場合において推計を行ない、さらに車両に装備されている

個数を考慮してコストを求める。 本論では、排気量が 2,000cc 未満の小型乗用車と 2,000cc 以上の
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普通乗用車について考慮することとし、小型乗用車の代表としてトヨタ・カローラを、普通乗用

車の代表としてトヨタ・クラウンを取り上げて検討を行なった。  一方、規制の便益となる死亡

者数や負傷者数の変化については、実際の死亡者数や負傷者数にもとづいて推定する。 ただし、

使用年数および年式別の死亡者数や負傷者数のデータから、自動車の使用年数変化の影響を除去

し、年式による影響を取り出して車種別に推計を行なった。 なお、本稿での死亡者とは事故後

24 時間以内の死亡者であり、負傷者については重傷（30 日以上の治療を要する負傷）とその他の

軽傷に分けて推計を行なっている。  便益規制に関連する特許数の比率、車両重量の変化、タイ

プ別事故率の変化、車両重量と燃費との関係式、使用年数による２次元分散分析、1 台あたり部

品数、燃料費用の変化、年式による影響の抽出、死亡および負傷の回避価値、車両価格の変化、

規制による便益費用部品価格の変化、規制による部品価格の変化、規制による車両価格の変化な

どのさまさまな規制による費用が考えられる。 そのうえで最終的には小型乗用車と普通乗用車

の販売比率を用いて代表的な便益と費用を推定することができると考えられる。  

(4)将来の標準化効果分析の方向 

政府の標準化投資や政策などの方向は今までより具体的に指標を設定した方が良いと考える。

そのためには指標全体をまず景気の動向、政府の効率性、経営の効率性、インフラなど四つの側

面で分類し、別々の項目を指定した。例えば、景気の動向の場合、＜図表 43＞にみられるように、

特定標準を導入した仮定で経済の規模や成長率、貿易、国際投資、雇用、物価のようにその影響

力を分類することができる。 

＜図表  43＞  景気動向側面からの政府の標準化政策の提案指標 

区分 標準化効果の指標 

国内経済の規模 
国内総生産(GDP)と経済部門の多様化の増加 

総固定資本形成や形成比率 

経済成長率 
実質 GDP成長率、一人当たり GDP成長率 

家計の消費支出、政府消費支出 - 実質成長 

国際貿易 

貿易の収支、商用サービスの収支 

世界へ輸出の寄与（％） 

商品の輸出、商用サービスの輸出 
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経済的なセクター別輸入の内訳 

国際投資 

直接投資は海外と内側に流れる 

直接投資フローの収支 

生産、R＆D施設の移転の脅威、ポートフォリオ投資資産 

雇用 全雇用の成長、セクター別雇用、公共部門の雇用（％）、失業率 

物価 消費者物価、生計費指数、アパート・オフィス賃料 

 

なお、政府には福祉、環境、経済成長などの様々な政策分野が存在する。その分野は時には違

う目標により、同じ分野で二重の基準や規制が衝突することがある。政府における標準化はこん

な問題を解決するには非常に効率的なツールになる。その指標は図表 44 にみられるようにビジネ

ス関連の法律の透明性等で表される。 

＜図表  44＞  政府効率性の側面からの標準化政策の提案指標 

区分 指標 

ビジネス関連法律の透明性

や労働関連規制の正当性 

関税や非関税の合理性 

公共部門の契約 

外国人投資家に対する説得力 

競争法のバランス 

持続可能な経済構造 

事業を行うためのやすさ 

標準関連知識の拡散が労働規制に与える影響 

社会の枠組み 

ジニ係数に影響力 

機会均等に与える標準の影響力 

女性の社会活動割合（％） 
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4. 産業別分析ツール 

(1)産業別分析ツール 

1)産業部門に対する標準化効果の評価プロー 

色々な他の経済主導者(すなわち、多国籍企業、中小企業、それぞれ他の地域の企業等)の行動、

ベンチマーキング、未来の見込みを把握することはもちろん産業全体に対する標準ニーズ、優先

順位、成長推移に関する把握ができるなることで産業別次元で標準の効果分析に資する。 産業

に導入された標準に関する効果評価には三段階の手続きが考えられる。  

＜図表  45＞  産業に導入された標準に関する分析手続 

 

まず、分析の範囲を定義する必要がある。 これは産業価値連鎖にしたがって部門別境界を設

定すること、また価値連鎖の核心を定義することを含む。 企業類型、規模などによって評価項

目を選定されなければならない。 第二には、産業の主要部門を把握して、部門のインパクトを

決める、組職水準の評価に記述されたままに個別企業に対する評価を遂行する。 終りに供給者・

需要者の便益を定量的資料で統合し、重要性や価値評価の優先順位を決定する。 このような手

続きによって標準化が企業の付加価値活動に及ぼす効果を分析する。 例えば、<図表 46>のよう

範囲 定義 

•目標産業分野
を設定し、その
ポート産業の範
囲設定 

•企業の場合、

類型、大きさな

とによって評価
項目を選定 

項目決定 

• 産業の主要部門
を把握して、部
門のインパクト
を決める。 

• 追加費用、便益
なとの測定指標
をきめた後に評
価遂行 

判断 

• 供給者・需要者
の便益を定量的
資料で統合 

• 各産業に対して
重要性を'高'、'
中'、'低'と判断
し決定。 
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な事例が可能である。  第一、費用・便益観点から標準化の導入後産業の価値連鎖や重要性に関

する分析から始まる。 これは目標分野の専門家とのインタビューを通じて検証されることがで

きるように産業価値連鎖に対する図が提示される。 第二、産業の競争力に関する(競争力優位を

提供する重大な産業能力である)価値要因の分析を行う。 そして主要成果指標を生成するために

使われて専門家インタビューを通じて費用及び便益の項目で表される。第三、標準の効果を把握

する。 標準の経済的効果を確認するために適切な価値要因を選定する。 通常的に一部ビジネス

機能が選定される。 このビジネス機能では組職で一番重大な付加価値機能及び/あるいは標準に

よって一番影響を受けることができるものなどを含むのが望ましい。 標準効果マップを利用し

て、次の段階で分析のために要求される潜在効果に対するリストは確認される。 第四、産業で

使われた標準はインタビューあるいはワークショップで評価される。  
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＜図表  46＞  産業別の標準化前後の追加費用と便益 

  

[標準化以前の追加費用] 

関連法規の遵守 

サプライチェイン 

エネールギ 

情報通信 

高 

低 

低 

自動車 

高 

高 

中 

精油化学 

高 

低 

高 

[標準化以降の便益] 

モジュール化の便益 

既市場支配力の守る 

(価格競争力） 

新市場創出の可能性 

リスク管理容易性 

情報通信 

高 

中 

高 

中 

自動車 

高 

高 

中 

中 

精油化学 

中 

高 

低 

高 
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2)産業特性別の分析 

標準化が進行されればされるほど市場の規模は増加する。 しかし、産業の特性によってある

産業は集中度が高くなったり低くなったりする傾向が現れる。 このような特性は技術の学習の

容易性とも関連性がある。 すなわち、先端技術分野において少しだけ投資しても強い競争力を

持つ可能性が高い分野がある。更に、高い水準の技術ではないが資本が大量投資されなければ競

争することができない分野も存在する。 市場をこのように四つの型で分類し検討すれば標準化

の便益と費用の規模がそれぞれ異なるように現われるはずで各々特徴ある傾向性を見せると考

えられる。  

本研究の分析ツールでは、まずこのような実際発生する費用と便益を産業別で分類して影響を

与えることができる要因を捜し出して分析ツールの正確性と客観性を確保しようとした。 分節

産業(Fragmented industry)と言うのは市場が拡がりながら市場集中度が減少する産業を意味する。 

また、衣類産業を一般的に分節産業で分類するが、これは新規企業がこの市場に進入するのにあ

まり高い技術開発力が必要ではないだけでなくあまり多い資本が必要でもなくて市場が進めば

進むほど多い数の企業ができるということを意味する。 したがって、多いプレーヤーが市場に

登場するほど利害関係の中立的な位置にある政府はこれら間の公正競争や秩序を維持するため

に標準の制定が必要になる。 一方、分割産業(Segmented industry)と言う市場では規模が大きくな

っても企業数と市場集中度は相対的に安定的な産業を意味する。 このような市場には新規企業

が進入する際、あまりにも多い資本と持続的な技術開発努力が必要だから新しいプレーヤーの登

場が容易でない。 したがって独占的市場の地位を持ったいくつかの企業によって市場内で自然

に市場標準が形成されるから政府の直接的な国家標準制定等は初期段階では要しない。 しかし、

あまりにも長期間独占的市場地位が維持されたら消費者に大きい負担になることや市場の発展

が阻害される場合もあるから、この場合、政府は中堅企業の育成を通じて経済活性化、国家産業

の競争力強化のために関連知識と情報を一般小規模企業へ拡散するように国家標準を制定しよ

うとするだろう。  
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＜図表  47＞  資本集約的装置産業の特性は新規企業に高い進入障壁の役目 

分類 関連産業 非自発的規制 自発的標準 

分割市場・高技術産業 
半導体、メモリ、化学素材 

自動車、高速鉄道、医療 
環境規制 

協会標準 

(de facto) 

分割市場・低技術産業 
鉄鋼産業、造船産業、 

石油産業 
省エネ規制  

分節生産・高技術産業 
機械製品、化学製品 

自転車部品、モートサイクル 
リサイクル規制 

国家標準 

(de jure) 

分節生産・低技術産業 
衣類産業、テクスタイル、 

一般金属製品、プラスヂク 
－ 国家標準 

3)定量的分析フレーム 

大部分の分析理論は費用と便益をどんなに分類するのかによって展開されている。 しかし、

現在までの標準化の便益を分析する理論は実際に発生する需要者や供給者の側面と市場での価

値変化を充分に反映することができなかったと考える。 また実際標準化時点での市場で発生す

る費用発生や生産過程で発生する不良による費用発生を重要な変数と捉える理論は非常に少な

かったと考えられる。  

＜図表  48＞  費用及び便益の基本的な定量分析フレーム 

  測定指標 

供給者の便益 

知識財産の数 

生産物の価値 

販売量・生産規模 便益 

費用 

生産転換の費用 

消費者の費用 

探索の便益 

サービスの品質 

需要者の便益 

交渉の費用 
供給者の便益 
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(2)分節市場・高技術産業 

1)産業・市場構造に対する便益と費用の要因分析-自動車産業 

①市場の特性と規模要因 

自動車産業は新しいモデルを持続的に開発しなければならない完製品の組み立て産業と組み

立てに必要な部品を持続的に生産しなければならない部品素材産業が存在する。 完製品を組み

立て産業は生産規模が大きくなるほど生産単価が低くなる生産技術上の特性が存在する典型的

な資本と技術集約的産業、あるいは分割産業の特性がある。 すなわち、大量で生産する体制を

取り揃えると価格競争力ができる。 このように規模の経済が発生するという話は市場に新規企

業が進入しようとする際には大規模の資本が要求されて市場進入が易しくないことを現わす。 

それで自動車市場に規模の経済が発生するのか否かを判断して市場が競争的なのか判断する。自

動車は多数の部品で構成された製品として鉄鋼、合成樹脂、硝子、纎維及び電子製品など多様な

素材で構成されている。 自動車部品素材産業はそのものとして労働集約的で比較的小さな資本

でも生産が可能な分節産業分野だが自動車完製品の組み立て産業は固定費の負担が高い産業と

して、ライン稼動の中断は生産の手違い及び損失に直結されるので安定的な部品の供給確保が必

須であり特に品質上の問題は会社の A/S 費用発生だけではなくブランド価値を毀損するようにな

る可能性もあるので高い水準の部品品質の確保が要求される。 したがって、標準化問題は完製

品の品質と価格、ネーム・バリューを守る決定的な要因になることができる産業である。2010 年

以後、世界自動車市場は 2 千万台以上の過剰生産施設、メーカー間の過度な規模競争によって平

均稼動率が 75%以下に下落したし、環境規制強化と自動車に電子/通信部品の導入などによる研究

開発費用の上昇、小型車と RV 車に対する需要増加で車種競争が加速化されているし、WTO、FTA

など貿易と投資自由化、現地生産体系の拡散など市場環境と市場構造が急変している状況である。 

これに対応するためには各メーカーは一定以上の生産規模を確保するために合併と提携を通じ

て規模の弱みを改善して行く一方、生産標準化を通じて標準プラットホーム当たり 100 万台の生

産規模を維持する。 一方、標準プラットホームを基盤でモデル数を増加させて行っている。 ま

た、市場のグローバル化に対応するために人的資源を多国籍化して一方、国際標準先行獲得のた

めの戦略も展開して行っている。 特に、WTO、FTA などに柔軟に対応するために開発-調逹-生産-
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販売など全過程を標準モジュール化して生産経営ネットワークを統合運営するシステムに変化

させて行っている。  

②連関産業に大きい便益を与える自動車部品産業 

自動車産業は、広範囲な素材を基盤で多様な技術を応用しそれぞれ異なる工程を通して生産さ

れた多数部品を組み立てて自動車を完成する代表的な総合機械産業である。 生産段階で鉄鋼、

非鉄金属、電機電子、合成樹脂、硝子、纎維、塗料などの広範囲な素材産業と生産設備を製造す

る機械産業を基盤としているし、流通段階では分割払い金融、自動車販売業、広告業、中古車売

買業などと緊密な関係を持っている。 また、利用段階でも自動車を直接利用する運送業だけで

はなく整備、部品及び用品販売、保険、油類販売、建設業などと幅広い連関性を持っていて川上

と川下の産業連関効果が大きく現われる産業である。 自動車産業は国民総生産(GNP)、雇用及び

輸出など国民経済で大きいパーセントを占める基幹産業として国家の経済力と技術水準を表現

するだけでなく産業構造高度化、経済成長、景気循環、雇用拡大などにいて重大な影響を及ぼし

ている。 このような特性によって自動車産業を保有した国々の場合、大部分自国自動車産業の

保護のために政府が直接あるいは間接的支援を提供する場合が頻繁に発生しているし、国家間貿

易摩擦の核心品目になっている。 

＜図表  49＞  自動車産業の生産誘発額 

(単位:百万ウォン、%)   

年度 
自動車産業そのもの

の生産誘発額 
割合 

他の産業の 

生産誘発額 
割合 総生産誘発額 割合 

1980 651,573 51.64 610,163 48.36 1,261,736 100 

1985 2,103,815 49.66 2,132,288 50.34 4,236,103 100 

1990 10,772,773 46.3 12,494,411 53.7 23,267,184 100 

1995 23,922,203 45.37 28,800,552 54.64 52,722,755 100 

2000 33,554,523 40.18 49,957,389 59.82 83,511,912 100 
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＜図表  50＞  自動車産業の付加価値誘発額 

(単位:百万ウォン、%)    

年度 
直接付加価置

誘発額 
割合 

間接付加価置

誘発額 
割合 

総付加価置

誘発額 
割合 

1980 148,868 42 205,546 58 354,414 100 

1985 633,514 45.81 749,441 54.19 1,382,955 100 

1990 3,791,170 46.13 4,427,873 53.87 8,219,043 100 

1995 7,322,966 41.28 10,417,237 58.72 17,740,203 100 

2000 7,727,446 32.46 16,075,450 67.54 23,802,896 100 

③政府主導の標準化政策(国家標準化、規制)の影響 

自動車産業は、国民経済だけではなく安全と環境に及ぶ影響が非常に大きくて各国の政府は自

動車の製造、使用、補修、環境、安全、租税などと係わった多様な法規を用意して規制している。 

特に、財源拡充または内需振興などのために弾力的に施行される自動車の税制は産業需要に短期

的かつ直接的に影響を及ぼしているし、全世界的に強化されている環境及び安全関連規制は、各

メーカーにおいて中長期的な生存と市場の先行的獲得のために技術開発競争を加速化するよう

に誘導している。 特に、最近は地球温暖化及び環境汚染などに係わって環境関連規制が急速に

拡がっている。 このような規制は研究開発コスト負担の増加、原材料費の増加及び公正追加に

よる製造費用の増加を通じて製品の原価を上昇させる要因として作用しているし、今後このよう

な圧迫はもっと大きくなることと見込まれる。 しかし、販売市場の極端な競争状況によって相

対的に増加した原価を製品価格に転嫁しにくい構造であり、これは収益性が相対的に低いメーカ

ー、十分な水準の環境関連技術を蓄積することができなかったメーカーにおいて今後の危険要素

となる見込みだ。 また、このような規制は低生産費用の新興自動車工業国メーカー製品の先進

国市場進出を沮止する保護障壁の役目をしている。 各国は自動車用エンジン出力試験方法や自

動車始動試験方法などの国家標準を消防法などに引用しており、その他も道路運送車両法、海洋

汚染及び海上災害の防止に関する法律、大気汚染防止法などに引用されている。 「道路運送車

両法」の保安基準を補完する「技術基準」等において、直接引用される JIS 標準は、試験法に係

わる基礎的な JIS（例えば、JISD4607：車室内寸法測定用三次元人体模型）が多い。 また、数項

目について技術基準と JIS の内容を比較したところ、さまざまな状況が存在している。 例えば、
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ガラスはほぼ同じ内容である。 警音器については、型式指定（58 年協定）基準と JIS は、約半分

の要件が同じ状況である。  

自動車の安全について一番目で追突安全とは車間距離制御システム（ｱﾀﾞﾌﾟﾃｨﾌﾞ･ｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑ）、

前方車両追突警報システムなどの安全標準がある。 これがもし国際標準とは異なると国内で生

産する自動車の安全性は他の国で認められないと考えられる。 その時の発生可能費用が色々あ

る。 例えば、相対国の法律で決めた技術基準の適用範囲、試験方法、性能要件などに合わせる

ための検査費用、追加的な認証に関する認証書発行の費用などである。  

結局、標準は強制法規で引用された時の効果は標準化によって強い規制が削減されるから規制

費用の何％か求めることができる。 このように規制に引用される標準の経済効果は、強制行政

費用から求める。 例えば、最近、関心が高まっているリサイクルなどの環境行政管理分野と自

動車衝突試験などの安全行政分野の行政費用は、政府の予算書から予測できる。 すなわち、直

接的な効果として予算節減効果を計算するのが可能だと考えられれば、中長期的に発生すると予

測され得る廃棄物処理費用の節減効果も含めることができる。 特に、アンサンフン63などの研究

によると法で定める強い規制よりは自発的な参加を誘導する標準等による弱い規制が新規企業

の進入を容易にして同時に雇用効果を増大させると報告している。 各国の安全技術基準と国際

社会とは情報交換性の観点から検討する。 

＜図表  51＞  自動車産業分野における標準化による期待便益、予想費用 

  
便益と費用 

安全･信頼性の確報 

生産物の価値 

販売量・生産規模 便益 

生産転換の費用 

消費者の費用 

市場の競争力効果 

中小企業の進入促進 
政府政策の便益 

交渉の費用 供給者の費用 費用 

経営の便益 
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2)世界自動車の再組織化と標準化効果 

1990 年代から拡大している世界市場のグローバル化は、競争を一層激化させることで企業は自

らの競争力を進めるために生産要素を全世界的次元で新たに組み合わせ始めた。 国際的な生産

体系の再組織化と同時に自国内の生産体制の再編も避けることができない状況になっている。  

アジア、東欧地域が新しい自動車生産基地として浮び上がる一方、伝統的な自動車産業国家の

世界市場シェアが持続的に減少している。 生産の国際的再組織化とは 1980 年代以後中間材と部

品に対する国際交易が急増しながら既存の国際分業とは違う新しい現象示している。 経済の世

界化は生産過程を国際的に噴火させて多くの国でそれぞれ他の価値連鎖の中で商品生産活動を

可能にさせたし、価値連鎖は多くの国家と多くの企業に拡散して超国家的生産ネットワークを形

成した。  

このような国際的生産過程の進化は産業生産技術に属した生産過程が分解されて中間材や部

品が最終製品のように組み立てされる独立的な作業工程が発展したからだとの主張もある。  

アーネスト(1997)は、技術革新による製品寿命週期の短縮、投資規模の大型化、集団的な市場保護

の圧力などが企業間または組職間取引を活発に促進させて国際的生産過程の進化が成り立った

ことを明らかにした。 特に、原資材の生産と組み立てなどで幾多の生産工程で細分化されてい

る自動車の場合は個別企業が生産の全ての工程を取り揃えるということは現実的に不可能にな

った。 そして、このような生産工程の分節または細分化は生産費用節減と現地市場確保を目的

にある生産単位(下請会社あるいは海外子会社)の国際的分散を促しグローバルネットワークの形

成を促進させた。  

このような自動車生産ネットワークは生産技術の発展によって規定されて、技術革新によって

自動車の生産過程はもっと複雑な多層的構造を持った差別化された生産過程に変容した。 企業

はこのような過程で各自の独自的専門化を追い求めるようになる。 すなわち、標準化された反

組み立て部品の大量生産とこれを再組み立てする生産工程間の有機的分業体系が体系的にに形

成されながら現われた価値連鎖の分散は生産の専門化をもたらした64。 価値連鎖の分散過程で各

地域の企業は相異なっている生産段階で比較優位と比較劣位が決まる。 ある企業が全ての製品

生産過程でアップストリームからダウンストリームまで相対的比較優位を持っていたら、これは
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水平的専門化が成り立ったことを意味して、相対的比較優位が特定の生産段階だけで現われたら

垂直的専門化が成り立ったと言える。 このような価値連鎖の専門化を通じて各国家の企業は特

化された利得を確保するようになる。  

これ以外にも自動車の原副資材及び部品交易の増加が生産過程の国際的分節を 概念的に拡張

させる。 中間材貿易が技術移転の主なチャンネルであることを証明しながらこのようなチャン

ネルが生産過程の国際的分節をもたらしたことを示している。 新興工業国家で組み立て生産の

ための部品輸入は先端技術の習得を容易にしてくれ、総要素生産性を増加させる技術的波及効果

をもたらす。 関税障壁などのような政府の貿易政策も生産過程の国際的分節に影響を及ぼす。

輸入部品に対する関税率を低下させるか撤廃するなら組み立て生産は生産費用の節減をもたら

すからである。 反対にダウンストリームを保護するために部品に対して高率の関税を賦課した

ら組み立て生産は縮小するしかなくなる65。 このような生産工程の国際的分節はグローバル生産

ネットワークを構築することで国際分業構造を変化させた。 海外生産を通じる輸出代替と生産

費用節減そして技術と市場変化に対応するためのグローバル生産ネットワークの形成は企業内

あるいは通常の企業間貿易(arm's-length trade)とも密接に係わっている。 アーニスト66は、生産活動

過程で形成される企業間ネットワークをその形態によって供給ネットワーク、生産ネットワーク、

消費ネットワーク、技術協力ネットワークなどで区分しながら、それの具体的な展開過程は企業

の組織的な特性、産業構造、制度的環境、市場構造、製品の特性などによって相異なっている姿

に発現されていることを明らかにしている。 生産過程が生産技術に属して一つあるいはそれ以

上の段階に細分化された自動車部品産業で垂直的専門化が強く現われる。 例えば台湾の資本と

技術が香港の金融及び貿易機能を媒介で中国の低価労働力や原資材などと結合した生産ネット

ワークをケレッピ67は”製造三角形”(triangle o fmanufacturing)と定義した。 このような類型のネットワ

ークは商品生産の連鎖によって川上と川下の連関関係が連携された生産ネットワークに機能し

ていると述べている。  

特に国家間生産体制がグローバル企業の戦略によって一つのネットワークに統合されて有機

的に作動するという点だ。 すなわち、製品開発、デザイン、生産、マーケティングなどの活動

が国境を越えて成り立ちながらグローバルの全体ネットワークに統合管理される様相が現われ

ている特徴がある。 特に、モジュール化とプラットホーム統合が早く先に進展しながらこのよ
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うな傾向が徐々に強く現われている。 このような現象によって、最近では一部のグローバル生

産ネットワークの理論家たちは情報を標準化してコード化することでグローバル生産ができる

ようにするアメリカ式モジュール方式が最善の慣行(best practice)であり、各国はこんな生産方式に

収斂されるはずだと主張68している。  

しかし、このような主張は最終モデルと各部分の技術変化に従って下位体系(subsystem)の間の情

報交換が難しくてこれによる利益と危険の配分問題に関する葛藤的側面を見逃したという弱点

を持っている。 海外生産の拡大と分節化された生産工場のアウトソーシングが現在の世界自動

産業の発展過程で現われている支配的現象であり、グローバル価値連鎖では(GCC/GVC: global 

commodity / value chain analysis)の主張のようにモジュール化に収斂されていない。 むしろグローバ

ルメーカーが自国の文化と制度に着根して生産の世界化を推進しているから相異なっている発

展経路を見せていると制度主義者の立場からの反論を広げている。 これらは各国の生産が世界

化する方式にも超国家的企業は本国の政治経済制度と企業内部条件によって形成された経路依

存的方式を取るしかないと主張する。 しかし、このような主張は生産の世界化過程で本国と企

業内部の多様な制度が与える効果を検討するには有効な観点を提供しているが、経路依存性によ

る多様な生産モデルを強調し過ぎることで本国の生産体制自体が新たに再編される過程を把握

することができない弱点を持っている。  

3)費用/便益の指標 

完成車の製造業は高い投資負担及び規模の経済効果によって各国家別で 3~5 個水準の少数の企

業が生産側面で寡占的市場を形成している。 一方、自動車部品は金属鋳造、合成樹脂圧出射出、

織造など多様な産業や企業等で構成されているし個別部品企業の規模が完成車企業に比べて大

きく零細な水準の場合が大部分である。 部品製造企業の売上げの大部分が、完成車企業に対す

る組立用部品の売上げであり、特定車種部品の場合該当の車種以外の他の車種に対する納品が難

しいという特性によって部品企業の生産は完成車企業の生産計画に依存して決まる場合が大部

分である。 したがって、完成車企業は電装部品、エンジン部品、制動装置など高い技術力を要

する核心部品を生産している一部の大型部品製造企業を除いた大部分の部品製造企業に対して

非常に高い水準の支配力を持っている。  
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また、大型の核心部品製造企業に対しては、完成車企業が持分関係を通じて支配力を確保して

いることも一般的な現象だ。 このような持分関係は。核心技術のグループ内蓄積及び部品生産

過程の付加価置内部化などの目的で有効だが、グループ単位投資需要を増加させて景気感応度を

増幅させるなど短所も存在する。供給流通の観点で見れば、部品から完製品組み立てにつながる

ピラミット生産構造と競争的直取引構造の市場流通構造を持った産業であり、需要層は低価と高

価の多様な需要が存在する産業である。  

自動車産業は、車の研究開発及び設備投資に大規模投資者を必要とする産業であり、持続的な

新車開発及び設備投資などによって固定的投資負担が持続する産業である。 これによって研究

開発コスト及び設備費など固定的経費を確保するためにはある水準以上の規模の確保が必要で

ある。 また、販売台数が多いほど単位当たりの固定費負担を軽減させながら収益性を大きく改

善させることができる。 特に、グローバル完成車企業の間に競争力が強化されているグローバ

ル完成車企業と品質及び原価側面で競争力を維持するためには、研究開発及び設備投資を円滑に

進行させることができるグローバル完成車企業の規模と相応する水準の規模確保が必要である。  

一方、研究開発機能が弱い生産基地の役目を担当する企業の場合にも少し違う接近方法が必要

だが、設備投資に対する回収可能性などを勘案すれば販売台数が一定の水準以上に至らなければ

ならない点は共通的だ。  

最近は、一般大量販売車(volume model)の場合、一般的に 1 個の完成車工場で 20～30 万台を生産

していれば、競争力の確保が可能であると理解されている。 これによって海外自動車企業の国

内法人などの場合にも研究開発投資などによる負担を除いても設備投資などによる固定費負担

を考慮する場合、20 万台以上の売上の達成が必要であると理解される。  

完成車企業の事業競争力及び収益性の主要指標に関しては、販売台数と売上高を主に活用して

いる。 設備の生産能力も考慮されているが世界的に見れば供給過剰である市場で稼動率は地域

別、メーカー別でみて、大きな差があって生産能力指標としての重要性は販売台数に比べて相対

的に低い。  

 

① 製品及び市場の多様性に対する対応 



- 109 - 

 

事業構造の多角化は、特定事業部門または製品で発生する実績下落を他の部門で保全することで

産業または景気循環週期上多様な局面で収益及び現金創出の安全性を維持することができるの

か否かに関する評価として、信用評価において非常に重要な要素である。 特に、自動車需要の

高い景気反応も、新製品失敗時の財務的負担、製品欠点によるリコール(recall)、特定ブランドに

発生し得る偶発危険などを考慮する時、製品及び地域的多角化構造の確保は非常に重要な意味を

持っている。 信用評価の観点で多種の車種生産能力(Fullline-up)を取り揃えたメーカーが特定セグ

メントに専門化されたメーカーに比べて有利だが、これは製品の多様性がより多い資本投資を伴

って製品デザイン及びマーケティング機能を複雑にさせる側面があるが、特定車種に対する顧客

の好き嫌いが非友好的に変更される場合が発生する危険を大きく減少させるからだ。 特に、単

純に多くのセグメントの多様な車種を生産するよりは主要セグメントで優秀な製品を基礎に大

量販売するモデル(volume model)を多く確保しているほど収益安全性を強化するのに大きく役立つ。 

また、販売において地理的多様性を確保すること、すなわち販売市場の多変化も局地的景気変動

による収益の変動性を緩和するのに大きく役立つ。 自国内で自動車産業の景気循環が与えられ

た状態で他の地域で成功裡に競争することができる能力は個別企業の事業運営を強化させるこ

とができるし、一歩進んで地域別現地生産、現地販売体制を構築したメーカーの場合信用評価の

観点で非常に有利だと言える。 多角化構造の適正性を現わす指標は産業特性によって事業部門

の数、運営ブランドまたは製品の数、地域別売上げ比重、取引先別売上げ比重、新車週期 (life-cycle)

ポートフォリオなど非常に多様だが、自動車産業の場合車種別構成(Productline-up)と地域別多角化

が重視されている。 自動車分野の国際標準の場合、今まではランプとテルテール、タイヤとホ

イールなどの消耗品中心に標準制定が増えると考えられたが最近、燃料電池、車両交通情報制御

システム⑳などの先端分野の標準開発が進んでおり、自動車先進国の間に競争が激しくなってい

る。 しかし、先端分野の標準の場合、国際標準化機構、国際電気標準会議などの公式標準と

IDB,MOST などのデファクト標準機関の間には影響力の違いがある。 すなわち、公式標準は長期

間にかけで間接的な影響があり、一方デファクト標準は限定的範囲内で直接的な影響がある。 結

局、デファクト標準化の経済的な効果は競争企業全体の価格競争費用で表せる。  

                                                             

⑳ Intelligent Transport System 
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② 競争地位 

市場地位は、産業内で競争者及び需要者との関係で現われる競争的地位として売上げ創出能力

に一次的な影響を及ぼす信用評価の核心的考慮要素である。 市場地位を示す核心指標は、市場

支配力及び価格決定力と連関性が高いマーケットーシェアとブランドパワーである。 地域的に

自動車産業が世界市場を対象に競争する産業であると言っても根源的な事業基盤として内需市

場でのマーケットーシェアが優先的に考慮される。 世界最高の競争力を取り揃えたトヨダだと

言っても各国でのシェアがローカルメーカーより高くはなくて、アメリカ Big3,イタリアフィアッ

ト、日本三菱などの事例で見るように経営危機は自国内市場所有率の喪失から始まる場合が多い。 

また、長期的な成長見込みが制限的でも大規模の安定した需要基盤を取り揃えた先進国市場であ

る程度の水準で安定した事業基盤を確保している場合、信用評価の観点で高く評価される。 先

進国市場で安定的なマーケットーシェアを保有しているということはそれだけでグローバル市

場での諸般の競争力を立証しているだけではなく、優秀な製品力と共に手広いネットワーク構築

が要求される自動車産業の特性があるから規模の経済達成が容易であり長期的な事業安定が大

きく得られるからである。 一方、自動車産業でのブランドパワーは機械的性能、品質、安全性、

耐久性などとともに感性的側面が調和した概念として同等水準の車に対して競争企業に比べで

高い価格を付与する能力であると要約することができる。 このような能力を保有した企業は比

較的忠誠度が高い需要層を確保することができると同時に消費者に対してある程度の水準価格

主導権を行使することができるようになる。 すなわち、新車を市場に出す時ブランドパワーが

相対的に弱いメーカーは競争車種に比べて新車価格を相対的に少し低く設定するとか、性能、仕

様などを高級化することが一般的なので収益構造が構造的に脆弱にならざるを得ない。 特に自

動車は高価な耐久財として消費者が製品の性能、安全性、社会的地位の表象としての意味をもち、

中古車価格(resale value)水準の要因を複合的に考慮して購買意思決定をするのでブランドパワーの

影響が他の消費財に比べて高い。 ブランドパワーは優秀な製品力を基本的に長期間かけて肯定

的で一貫されたイメージが蓄積されればこそ形成が可能である一方、事件を一つ起こすだけでも

一瞬間に大きく毀損されるので全てのメーカー、特に後発走者において難しい課題となっている。  

③新規進入障壁 
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新規の進入障壁の存在を可否した産業の構造的な性格を大きく牛耳って既存企業は進入障壁

を利用して決まった範囲中で市場支配力を行使することで超過利潤を得ることができるという

ことを意味する。進入障壁が存在するということは企業が競争的な行為をしないということを意

味する。  

④運営効率性 

少数高級ブランド(Premiumbrand)の場合、該当のブランドに対する顧客忠誠度が高くて消費者に

対して価格主導権を行使することができるし、相対的にブランドイメージ、品質水準、マーケッ

ティングなどが重要な競争要素になる。 しかし、価格統制能力が弱い大部分の大衆ブランド

(volume brand)の場合、原価構造上固定費負担が高くて、環境安全規制対応及び先進国市場での競

争深化による多様な費用上昇要因が内在していて原価競争力確保が何より重要である。 このた

めに固定費負担を緩和することができる能力、生産設備の柔軟化、競争力ある価格で原材料を購

買することができる能力、円満な労社関係の形成、エンジン及び部品の共同開発及び共用化、プ

ラットホーム統合能力、流通構造の効率化、為替危険管理能力などが要求されている。 生産に

おいて地理的多様性を確保する問題も更に重要だ。 自動車産業は先進国市場を中心にした供給

過剰と熾烈な競争によって産業全般的に低収益性が構造的になったし、これによって外生変数で

ある為替変動による収益性の騰落は地域別生産基盤が弱い企業(minor player)においてはかなり深

刻な問題となってきている。  

重量物である自動車の製品特性からみて、長距離移動で発生する原価要因も生産工場の現地化

を促進する理由になっている。 すなわち、現地生産、販売体制構築は貿易摩擦を回避するため

の手段を提供することと同時に為替危険の回避、物流費用節減、消費者の購買動向対応力強化と

いう側面で重要な意義がある。 運営効率性を測定する指標として、稼動率推移、車 1 台当たり直

接労働時間 (HPV:hour per vehicle)、1 時間当り生産台数 (UPH:unit per hour)、ディーラー当たり販売台

数、売上高営業マージン、営業投下資本受益率 (ROIC:Return On Invested Capital)、 総資産回転

率、類型資産回転率、費用構造、売上高対比人件費、平均新車開発投資額、新車開発所要期間な

どが主に検討されている。  
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＜図表  52＞  自動車メ―カーの観点からの標準化の費用と便益要素 

(3)分割市場・低技術産業-鐵鋼産業 

1)産業の特性や市場構造 

素材産業としての鉄鋼産業は建設(2008 年基準、出荷比重 32.5%)、造船(23.3%)、自動車(22.4%)、

電機電子(7%)にわたる多様な川上の産業を保有しているし、これらの産業に素材を供給するため

に板材、鋼管など多くの詳細産業が形成されている。 鋼管などは主に建設産業と密接な関係が

あり板材類は造船、自動車、電子産業に対する依存度が高い。 多様な川上の産業は危険分散効

果がありこれら国内産業の国際的な競争力の良好な点は国内鉄鋼産業の事業基盤に肯定的に作

用している。 鉄鋼産業は原材料から最終製品に至るまで多様な工程を通さなければならないし

これによってそれぞれの生産工程を土台に上下階層構造が存在する。 このような階層区分で詳

細産業は有機的に分業化しているし、独自的詳細産業の特性を保有している。  

鉄鋼会社は階層構造側面で大きく 3 種のグループに仕分けされる。 第一は鉄鉱石を投入して中

間製品である熱延鋼板、完製品である各種冷延鋼板を主力に生産する一貫製鉄工程を持った高炉

グループであるポスコと現代製鉄がある。 二番目は古鉄(チォルスクラップ)を原材料に電気溶解
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して鉄筋、形鋼などを生産する電気炉グループである。 三番目は熱延鋼板をポスコなどから外

部調逹して冷間圧延の後メッキ、エムボシングなどに表面処理した亜鉛鍍金鋼材、カラー鋼板な

どを生産する冷延鋼板小グループである。 鉄鋼産業は生産単位が大きくて増設に長期間が必要

となる。 一貫製鉄の場合生産能力増設が通常 300 万トン単位で成り立つので好況期に即時に増設

が難しいだけなく不況期にも設備閉鎖及び除去に巨額の損失が発生して生産縮小が困難となる。 

このような生産能力調節の非弾力性によって景気変動の時には適切な対応が難しくて好況期に

投資計画企てるジレンマ及び不況期に巨額の損失発生などの事業危険を内包している。 増設に

時間が必要となるが一応設備増設が完了する場合、装置産業特性があるから供給能力は階段式増

加現象を見せるようになる。 一方、鉄鋼需要は国家経済成長によって緩い増加速度を見せるの

が一般的であり業界の設備増設がある場合、供給過剰が発生しながら価格が急落する。 階段式

供給能力の増加は需給及び価格安全性を阻害する危険要素とみられている。 すなわち、産業構

造の特徴は市場規模、市場集中も、進入障壁で非常に有利な産業である。 一方、施設投資など

資金面、生産要素価格変動性、規制与件などで不利な産業と言える。  

 

2)費用/便益指標 

装置産業は減価償却費の比重が大きくて市場での安定的なマーケットシェアを維持する費用

が発生する。 また鉄鋼工程を標準化する場合、大規模の費用が発生するしかない。 これ以外に

も各詳細工程で発生しえる互換性確保の費用も想定される。 一方、これらを通じて発生する便

益は川上と川下の産業との良好な交渉力を持つようになって中長期間の減価償却費の減殺効果

と同時に高い設備稼動率など供給面の効率性を確保することができる。 最終計算は製品差別化

によって向上した売上高とマーケットーシェア、川上と川下の産業の供給(市場)拡大に寄与した

標準化費用の種類を同じ割合で発生した便益で表することができる。  

－(評価指標)売上高、製品の種類(差別化水準)、生産効率性 
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＜図表  53＞  鉄鋼メーカーの観点からの標準化の費用と便益要素 
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(4)分節生産・低技術産業 

1)産業と市場構造-衣類産業 

衣類産業を区分する際には、一連の流れを川の流れに例えれば、「川上」には原材料部門であ

る原綿・原糸の合繊・紡績メーカーなどの素材産業がある、一方企画や開発が必要な「川下」と

呼ばれるアパレル産業がある。 それぞれの工程を専門として企業間或いは地域間の分業が最近

主流で成り立っており、企業間の標準化が大切な課題になっている。  

内需衣類産業は、実際消費主体及び用途などにしたがって服の種類別で男性服、婦人服、不断

着、乳児冬服、下着に仕分けされる。 また、それぞれの服の種類別でターゲット年令層、デザ

イン形態など多様な細分市場に区分することができる。 このようなそれぞれの細分市場は市場

規模、市場形態、流通構造、市場集中、流通網形態などで相当な格差を現わしているし、これは

産業の魅力の差にもつながっている。  

特に衣類産業は代表的な消費財産業として、内需中心の産業特性によって国内景気変動、特に、

民間消費動向に影響を及ぼす所得、金利インフレーション、成長率、失業率などの要素と密接な

係わり合いを見せている。 内需衣類市場の成長率と経済成長率はほとんど類似の方向に動いて

いるのに、経済成長率の変動幅より内需衣類市場の変動幅がずっと大きく現われている。 内需

衣類産業は内需消費景気変動といっしょに短期的な消費心理にも敏感に応じている。 このよう

な産業での標準化は前で説明したように内需振興や中小企業支援など多様な経済的な便益を提

供してくれる可能性があることを意味している。  

① 多様な細分市場で便益 

競争構造も服の種類別で相異なって現われているが、これは服の種類が内需の流行敏感度や、

ブランドパワーに対する顧客充実度、大量生産体制の適合性、事業成長過程の特性により分類で

きる。 男性服と下着市場は他の服種に比べて製品の大量生産が可能な市場であり、高い顧客忠

誠度の構築及び高価の材料買入のための資金力などによって一部の企業によって形成されてい

て相対的に進入障壁が高い分野である。 一方、婦人服、カジュアル、乳児冬服市場は流行に敏
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感で顧客忠誠度が低いのに細分化された感性的需要を基盤とすることによって多品種少量生産

を通じて需要変化に対応力が高い中小企業が市場を主導している。  

このような多様な細分市場の中で企業の間には標準化の必要性が高まっている。 例えば、ニ

ットウェア製造企業とは、糸から直接セーターやニットスーツなどのニットウェアを編んで製造

している企業のことである。 このように糸を編み立てて製品化しているところにはソックス、

パンティストッキング、編み手袋などの製造企業もあり、広い意味ではこれらもニットウェア製

造企業に含まれる。  

アパレル生産企業の中にも多くの業態がある。 生産企業でありながら自社ブランドを立ち上

げ、商品の企画と生地の購入を行いアパレルメーカーとなっているところもあれば、アパレルメ

ーカーから素材を供給され、オーイーエム（相手先ブランドによる生産）のみを行うところもあ

る。 はなはだしくは、企業間の単純な協力では果たすことができない水準の統合を目指して

SPA(Special store retailer of private label apparel)と呼ばれる業態に進化している場合もある。  

 

② 標準の基に多様なブランドができる産業 

衣類産業は技術的価値よりブランド価値の重要性が高い代表的なブランド産業である。 ブラ

ンド認知度が高ければ製品に対する再購買率が高く、固定顧客層を確保して安定的な売上げ基盤

及び収益性を維持することができるし、新規ブランドをランチングする場合にも既存ブランドの

認知度を土台として市場進入が容易であるという長所がある。 また、ロングランブランドを保

有することは、新しいブランドに入れ替らなくてもよいから新規ブランド発売開始によるマーケ

ティング費用を節減することができる。  

ブランドの寿命は流行に対する反応も、年令層によって服の種類別で差を見せている。 男性

スーツ、トラディショナルカジュアルのような流行にあまり敏感に反応しない服の場合、ブラン

ドイメージ構築に資金及び期間が多く必要となる一方、長寿ブランドの特性を見せる。 一方、

流行に敏感な婦人服、10 代対象のカジュアル服では相対的に顧客忠実度が低くてブランド寿命が

強くない。  
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差別化されたブランドパワー構築のためには巨額のマーケティング費用と時間投入が必要であ

る。  

③ ファッション産業 

衣類産業は代表的なファッション産業として物理的効用価値と心理的効用価値を同時に創造

する高付加価値産業である。 しかし、ファッション産業は、新商品が発売開始された後でのみ

市場反応が分かるリスクが大きい産業であり、また、消費者欲求に敏感に対応しなければならな

い産業でありファッション製品に対する需要予測が難しくて大量生産が相応しくなく中小企業

の比重が大きい産業だと考えられている。  

ファッション産業の特性に加え、流行に敏感な特徴を持っているし、早い流行の変化によって

製品のライフサイクルが非常に短い特徴を持っている。 次のシーズンに繰越された在庫品の価

値は急速に低下するので効率的な在庫管理が主な競争要素となっている。  

④ 外注依存的の生産体系 

衣類会社の大部分が企画/デザイン/流通部門に力を注ぐ一方、労働集約的な衣類生産は外注賃加

工を採用している。 外為危機以後、原価低減及び生産性向上のための方策としてアウトソーシ

ングが拡大する一方国内衣類企業の自家工場保有割合は持続的に減少した。 また、国内労働市

場の人件費上昇及び技能労働力の不足現象、国内生産環境悪化などにより生産基盤を中国を中心

に海外に移転しながら原価競争力を確保する等海外への ソーシング能力が重視されている。  

⑤ 低い資本的技術的進入障壁で競争深化 

市場進入初期に初期施設投資所要が大きくない点、市場で製品及びファッションに対する情報

がよほど共有されていて製品差別化が大きくない点、デザイン及び MD (Merchandiser,商品企画及び

ブランド管理)水準の核心的人力の移動が頻繁で熟練された人力の充員が容易である点、外注生産

を通じる製品調逹方式で生産と販売が分離している点等は新規市場進入を容易にしている。 な

おかつ、海外有名ブランドの国内導入を可能にしながらブランドパワー構築を容易にすることに

よって市場進入障壁を低めるように作用している。ただ、男性服と下着の場合、材料の大量購買
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のための資金負担が大きく、他の衣服に比してファッション性が低くて大企業管理体制を適用す

ることが有利であることなどによって大企業中心の選抜企業が寡占的市場を形成している。  

 

2)費用/便益指標 

① 多角化された売上げ 

衣類産業は景気と流行に敏感であり、ブランドの短いライフサイクルによって変動性が大きい

方である。 売上げ事業の多角化は危険分散効果を通じて変動性を緩和させて事業の安全性を高

めてくれる。  

事業多角化水準を評価するために、保有主力ブランドの数と主力ブランドの差別化水準を使う

ことができる。 主力ブランドと言うのは企業が強みを持って集中的に投資する代表ブランドで

あり売上げとマージンが他のブランド比して著しく高くてキャッシュカウ (cash-cow) 的役目を

するブランドと定義することができる。 多角化水準を評価するために全てのブランドを対象範

囲にしないで主力ブランドに限定することは、非主力ブランドの場合売上げの占める比重が低く

て全売上げ及び利益に寄与する水準が低くて、結果として、事業に占める重要度が低くて撤収さ

れる可能性も高いからである。  

主力ブランド数が多いと言っても、ブランドの間の差別性が小さい場合危険分散効果は低く現

われる。 むしろ重畳性のため同一企業内のブランド同士の競争が発生してブランド間の蚕食効

果が発生することもあるだろう。 したがって、危険分散効果を高めるためにブランド間の差別

化が成り立たなければならないのに、ブランド間の差別化は製品種別、対象年令別、価格帯別な

どで現われる。 危険分散の効果は、製品種別>対象年齢帯別>価格帯別の順序で大きく現われると

判断される。  

 

② 市場地位の観点からの収益性 
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市場地位は、産業内で競争者に比べての相対的な位置として他の企業に対する優劣の程度を現

わす。 また、市場地位は、生産と流通を担当している外部企業に対する交渉力でも表される。  

市場地位はブランド力と売上高を通して測定される。 ブランド力は、計量化が難しくて主観

性の介入余地が大きいから客観的な測定には無理がある。 それにもかかわらず、衣類企業評価

の時ブランド力を重視することはブランドは衣類企業が持つ一番重要な資産の中の一つと言え

るからだ。 ブランドは、多様な品目が存在して品質の差別化が難しい衣類市場で消費者に差別

化されたイメージを構築させて購買を誘発し、また特定ブランドに対する選好を通じて顧客忠誠

度を発生させて再購買を誘導することで安定的な事業基盤として作用することができる。 ブラ

ンド力は、衣類産業関連機関や定期刊行物などのアンケート調査結果に基づいている。 しかし、

アンケート調査主体ごとに結果が少し相異なっていて、結果公開の水準も上位一部ブランドに限

っている。 したがってブランド力測定の時にはアンケートの調査結果だけではなく、競争ブラ

ンドとの売上高比較、最近の成長推移、流通交渉力、正常販売率などを総合的に考慮する。 こ

の時も主力ブランドを中心にブランド力を把握する。  

一方、他の産業の場合市場地位を測定するためにマーケットーシェアを使う場合が多い。 し

かし、衣類産業の場合多数の市場参加者が存在して正確なマーケットーシェアの算出が難しくて、

多くの詳細市場が存在していて市場の範囲をどこに決めるのかによってシェアが変わることが

あるからマーケットーシェアを通じての市場地位は把握しにくい。 したがって、売上高を通し

て市場地位を間接的に把握している。 また、売上高が大きいほど規模の経済効果が発生し収益

性でみても有利な側面が存在するから、売上高の規模は標準化による信頼性評価の際に重要な指

標となり得ると考える。  

③ 流通運営効率性の指標 

流通網は、製品の交換が行われる場所として売上げ拡大の基盤になるだけでなく、ブランドイ

メージ、ブランドの運営戦略及び会社の収益性などに影響を及ぼす点で重要な意味を持っている。 

したがって、各支店当たり売上高が増加するとか流通網が増加する時、売上高が増加するように、

流通網の拡大を通じて売上高が増加させることが比較的容易である。 しかし、流通網拡大の時

インテリア費用のような固定費負担と売場陳列のための在庫財産負担などが隋伴されるから非



- 120 - 

 

効率性も大きく発生するようになる。 したがって、売上げ規模が似ていると言っても一点当た

りの売上高が高いことが運営において効率的だと言える。 また､一点当たりの効率性は個別販売

業者の利得に直接的に連関されることで、一点当たりの効率性が高いと流通網の離脱を防止して

安定的な基盤を構築することができる。  

流通網の構成も重要な評価要素なのに、流通網の種類は大きく直営店、デパート、大型マート、

代理店、常設店などに分けることができる。 新興国の衣類企業の場合、自主的な直営店の比重

は低く、主にデパートや大型マートまたは代理店など外部に寄り掛かるのが一般的だ。 デパー

トと代理店それぞれ長所や短所があって、ブランドの戦略にしたがって流通網政策が他に現われ

るから計量化された指標を通じて流通効率性を測定するには少し無理がある。 例えばデパート

の比重が高いと言って効率的だと言えなくて、それよりはブランド運営戦略に符合するかどうか

が重要なのである。 流通網の構成以外にも地域的分布、関係会社を通じる流通網確保の容易性、

繰越再考資産の処分経路なども計量化し難い上にこのような側面は具体的な数値を提示しない

のである。  

評価対象企業の中で新世界インタ−ナショナルとイーランドワールド、イーランドの場合グル

ープ内流通関係があって流通網を確保し易い点が流通効率性評価の時有利な側面として作用し

た。 すなわち、新世界インタ−ナショナルの場合、輸入名品は新世界百貨店入店比重が高くて、

中低価ブランドであるイーマートを通じて販売されている。 イーランドワールドとイーランド

も関係あるイーランドリテールのニューコア及び李天日アウレットを通じて繰越在庫をなだら

かに処分している。  

④ 企画/生産/流通などの諸般の管理能力 

衣類産業は、消費者の趣向が多様で流行の変化が早いから消費者の欲求を正確に把握すること

が重要だ。 また変動性が高くて未来に対する予測が難しい状況で個別の力量の強化を通じて安

全性を高めることが重要だ。 このような能力が管理能力でありこれは企画、生産、流通などの

全般的な過程で発揮される。  

管理能力は正常販売比重や業界平均備え売上高の変動性を通して測定することができる。 正

常販売比重と言うのは、全体売上高の中で割引販売をしないで販売された金額の比重を意味する。 
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衣類産業は、システムで成り立つから在庫の負担が大きい。 また、在庫の負担が大きいから累

積した在庫の処分のためには割引販売が不可避であり、これは収益性に否定的な影響を及ぼすよ

うになる。 正常販売率が高いということは、シーズン内に正常価格を受けて販売した売上げの

比重が高いという意味であり、これは消費者の趣向を正確に予測して適正水準の物量を生産した

ことを意味する。 またブランド管理が優秀で顧客忠誠度が高くて割引しなくても購買を誘発す

ることができたことを意味する。  

衣類産業は、景気に対する感応度が高いから個別企業はそれだけ売上げ変動の危険度が大きい

といえる。 最近、長期間の景気低迷によって多数の衣類企業等が実績の下落を経験したことは

これを反映している。 しかし、個別企業の対応力が高ければこのような変動危険が緩和されて

安定的な売上げが可能で景気下降の時にも相対的に良好な実績維持が可能だ。 したがって売上

高の変動性は会社の管理能力を反映すると言える。 ただ、既存ブランドの撤収及び新規ブラン

ド発売開始がある場合にも売上高の変化が大きいからこのような要因が発生したのかの検討も

されなければならない。  

＜図表  54＞  衣類メーカーの観点からの標準化の費用と便益要素 
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